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減
免

対
象

減
免

内
容

⑦
 

。

12
 

②
の

み
に

あ
る

減
免

対
象

団
体

扱
い

寺
島
蔵
人
証
[1
跡
、
泉
鏡
花
記
念
館
、
金
沢
蓄
音
若
号
館
、
徳
田
秋
替
記
念
館
又
は
金

(
泉
鏡
:
iE

記

沢
市

立
安

江
金

箔
工

芸
館

を
当

日
又

は
前

日
に

お
い

て
観

覧
し

た
こ

と
を

証
す

念
館

、
金

沢

る
も

の
を

提
示

し
た

者
務

音
器

館
、

1T
m-、

四
秋
殻
記

念
館

及
び

金

沢
市

立
安

江

金
箔

工
芸

館

に
限
る

。
)

13
 

②
の

み
に

あ
る

減
免

対
象

団
体

扱
い

v
 

有
効

期
間
内

の
兼

六
園

周
辺

文
化

縮
設

鑑
賞

パ
ス

ポ
ー

ト
を

提
示

し
た

者
(
金
沢
文
芸

館
を
除
く

。
)

14
 

②
の

み
に

あ
る

減
免

対
象

団
体

扱
い

市
内
の
区
域
内
に
お
い
て
運
行
さ
れ
る
路
線
ノ
王
ス
の

1
日
乗
車
券
(
当
該
乗
車
券

(
 1
日
乗
車

の
有

効
日

当
日

に
限

り
、
回

数
に

制
限

な
く

乗
車

で
き

る
も

の
を

い
う

。
)
を
提

券
の

有
効

日

示
し

た
者

に
限
り

、
金

沢
文

芸
館

を

|徐
く

。
)

bラ 期

@
金

沢
2
1
世

紀
美

術
館

条
例

施
行

規
則

表
39

観
覧

料

減
免

対
象

減
免

内
容

1
 
小

学
生

、
中

学
生

若
し

く
は

両
校

生
文

は
こ

れ
ら

に
準

ず
る

者
が

教
育

課
程

に
免

除
基

づ
く

教
科

の
学

習
の

一
環
と
し
て
特
別
展
を
観
覧
す
一
る
場
合

2
 
小

学
生

、
中

学
生

若
し

く
は

両
校

生
又

は
こ

れ
ら

に
準

ず
る

者
の

引
率

者
が

教

育
課

程
に

基
づ

く
教

育
活

動
と

し
て

コ
レ

ク
シ

ョ
ン

展
又

は
特

別
展

を
観

覧
す

免
除

る
場
合

3
園

内
外

の
美

術
そ

の
他

の
芸

術
に

関
す

る
大

学
文

は
大

学
院

の
教

員
文

は
学

生

が
美

術
教

官
又

は
学

習
活

動
の

一
環

と
し

て
コ

レ
ク

シ
ョ

ン
展

又
は

特
別

展
を

免
除

観
覧

す
る

場
合

4
 
特

別
展

と
同

日
中

に
コ

レ
ク

シ
ョ

ン
展

を
観

覧
す

る
場

合
免

除

5
 
市

内
に

居
住

す
る

者
が

美
術

奨
励

の
日

(
毎

月
の

第
2
土
曜
日
を
い
う

。
)
に

免
除

コ
レ

ク
シ

ョ
ン

展
を

観
覧

す
る

場
合

6
 
身

体
障

害
者

手
帳

の
交

付
を

受
け

て
い

る
者

及
び

そ
の

介
助

者
(
1
人

に
限

観
覧

料
の

2
寄
|
に
相
当
す
る

る
。

)
が

コ
レ

ク
シ

ヨ
ン

展
又

は
特

別
展

を
観

覧
す

る
場

合
額

の
減

額

7
 
療
育
手
帳
市

IJ
度

要
綱

(
昭

和
48
年

厚
生
省

発
児

第
15
6
号
)

に
規

定
す

る
療

育
観

覧
料

の
2
割

に
相

当
す

る
手

帳
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
及

び
そ

の
介

助
者

(
1
人

に
限

る
。
)
が
コ
レ
ク

綴
の
i成官

員
シ

ョ
ン

展
又

は
特

別
展

を
観

覧
す

る
場

合

減
免

対
象

減
免

内
容

⑦
 

⑫
 

l
 
⑦

の
み

に
あ

る
減

免
対

象

/
 

身
体
障
害
者
福
祉
法
(
J
百
和

24
年

法
律

第
28
3
号

)
第

15
条

に
規

定
す

る
身

体
障

高
齢

者
扱

い

害
者

手
帳

、
療

育
手

帳
又

は
精

神
保

健
及

び
精

神
障

害
者

福
祉

に
関

す
る

法
律

(
金
沢
文
芸

(
昭
和

25
年

5
月

1
日

号
外

法
律

第
12
3
号

)
に

規
定

す
る

精
神

障
害

者
保

健
編

館
を
除
く

。
)

祉
手

帳
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
及

び
そ

の
介

護
人

2
 
前
号
に
規
定
す
る
も
の
及
ひ
'
高
齢
者
が

、
国

民
の

祝
日

に
関

す
る

法
律

(
昭

和
免

除
免

除
23
年

法
律

第
17
8
号

)
第

2
条

に
規

定
す

る
祝

日
に

観
覧

し
よ

う
と

す
る

と
き

3
 
第

1
号

に
規

定
す

る
も

の
が

障
害

者
基

本
法

(
昭

和
4
5
年

法
律

第
8
4
号
)
第

7
免

除
免

除
条

第
2
項

に
規

定
す

る
隊

害
者

週
間

の
期

間
中

に
観

覧
し

よ
う

と
す

る
と

き

4
 
学

校
の

教
育

課
程

に
基

づ
く

教
育

活
動

と
し

て
観

覧
し

よ
う
と
す
る

小
・
中
学

免
除

免
除

校
及

び
高

等
学

校
の

児
童

又
は

生
徒

の
引

率
者

5
社

団
法

人
日

本
間

物
館

協
会

会
員

証
文

は
石
川

県
博

物
館

協
議

会
会

員
証

を
所

免
除

免
除

持
す

る
者

6
 
金

沢
市

教
育

委
員

会
(

以
下

「教
育

委
員

会
」

と
い

う
。

)
が

行
う

社
会

教
育

法
(

昭
和

24
年

法
律

第
20
7
号

)
に

基
づ

く
社

会
教

育
活

動
の

一
裁

と
し

て
観

覧
免

除
免

除

し
よ

う
と

す
る

青
少

年
、

成
人

及
び

そ
の

引
率

者

7
 
木

市
又

は
教

育
委

員
会

が
主

催
又

は
共

催
す

る
事

業
で

、
市

民
の

教
養

の
向

上
市

長
が

定
め

及
び

文
化

の
発

展
に

役
立

つ
と

認
め

ら
れ

る
事

業
の

参
加

者
と

し
て

観
覧

し
よ

る
害

，[
合

免
除

う
と
す
る
者

8
 
木

市
へ

の
観

光
誘

致
を

目
的

と
し

て
、
事

前
調

査
の

た
め

観
覧

し
よ

う
と

す
る

免
除

免
除

旅
行

業
者

等

9
 
金

沢
美

術
工

芸
大

学
又

は
金

沢
美

術
工

芸
大

学
大

学
院

の
教

員
又

は
学

生
で

、
免

除
免

除
授

業
の

一
環

と
し

て
観

覧
し

よ
う

と
す

る
者

10
 

⑦
の

み
に

あ
る

減
免

対
象

団
体
扱
し
、

/
 

本
市

へ
の

観
光

客
の

誘
致

を
目

的
に

実
施

す
る

公
共

的
キ

ャ
ン

ペ
ー

ン
等
の
う

(
金
沢
文
芸

ち
市

長
が

適
当

で
あ

る
と

認
め

る
事

業
の

参
加

者
と

し
て

観
覧

し
よ

う
す

る
者

館
を

|徐
く

。
)

及
び

そ
の

引
率

者

11
 

⑦
の

み
に

あ
る

減
免

対
象

団
体

扱
い

湯
桶

観
光

協
会

及
び

湯
1雨

観
光

事
業

協
同

組
合

(
金
沢
湯
涌

夢
二

館
及

び

金
沢

湯
1雨
r工

戸
村

に
限

る
。

)

ま
た

、
減

免
内

容
の
比

較
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

⑦
金

沢
市

立
博

物
館

等
胞

設
入

場
料

減
免

取
扱

要
綱

。
金

沢
市

歴
史

的
観

光
施

設
観

覧
料

及
び

観
光

駐
車

場
駐

車
料

金
減

免
取

扱
要

綱

ー l ωω ー ー
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④
指

定
管

理
者

に
よ

る
管

理

文
化

施
設

の
管

理
は

、
個

々
の

条
例

の
規

定
に

よ
り

指
定

管
理

者
が

行
っ

て
い

る
。

指
定

管
理

者
の

選
定

に
つ

い
て

は
、
芸
術
文
化
ホ
ー
ノ
レ
と
同
様

、
条

例
及

び
「

指
定

管
理

者
制

度
導

入
・
移

行
に

際
し

て
の

本
市

の
基

本
方

針
j

に
基

づ
い

て
、

公
募

と
せ

ず
特

定
の

団
体

を
選

定
し

て
い

る
。

減
免

額
(

千
円

) 25
 

件
数

(
件

)

。
施
設
名

金
沢

市
牧

山
ガ

ラ
ス

工
房

金
沢

湯
涌

創
作

の
森

減
免

対
象

減
免

内
容

8
 
精

神
保

健
及

び
精

神
障

害
者

福
祉

に
関

す
る

法
律

(
昭

和
2
5
年

法
律

第
12
3
号
)

第
4
5
条

に
規

定
す

る
精

神
障

害
者

保
健

福
祉

手
帳

の
交

付
を

受
け

て
い

る
者

及
観

覧
料

の
2
寄
|に

相
当

す
る

び
そ

の
介

助
者

(
1
人

に
限

る
。
)

が
コ

レ
ク

シ
ョ

ン
展

又
は

特
別

展
を

観
覧

す
額

の
減

傾

る
場
合

9
 
そ
の

他
市

長
が

特
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
場

合
市

長
が

相
当

と
認

め
る

鎮
の

減
額

又
は

免
除

減 N ∞ ∞ ω 羽 E q N 闘争 う省 卦 期bラ

施
設

名
指
定
包
:
理
者

指
定

期
間

《
芸

術
創

造
事

業
及

び
人

材
育

成
事

業
を

主
体

と

す
る
施
設
)
)

-
金

沢
2
1
世
紀

美
術

館
平

成
2
6年

4
月

1
日

-
金

沢
能

楽
美

術
館

~
平

成
31

年
3
月

3
1
日

-
金

沢
市

民
芸

術
村

公
議

財
団

法
人

-
金

沢
卯

辰
山

工
芸

工
房

金
沢

芸
術

創
造

財
団

-
金

沢
市

お
し

が
は

ら
工

房
平

成
2
2
年

4
月

1
日

-
金

沢
市

牧
山

ガ
ラ

ス
工

房
~

平
成

2
7年

3
月

3
1
日

-
金

沢
湯

1 同
意
11作

の
森

《
寄
附
等
の
文
化

資
産

の
展

ホ
と

事
業

展
開

を
主

体
と
す
る
施
設
》

-
金

沢
市

立
中

村
記

念
美

術
館

-
金

沢
市

立
安

江
金

箔
工

芸
館

-
金

沢
市

老
舗

記
念

館

-
金

沢
ふ

る
さ

と
偉

人
館

-
泉

鏡
花

記
念

館
公
主
主
財
団
法
人

平
成

22
年

4
月

1
日

-
金

沢
湯

治
l夢

二
館

金
沢

文
化

振
興

財
団

~
平

成
2
7年

3
月

3
1
日

-
金

沢
蓄

音
器

館
(
注
)

-
前

回
土

佐
守

家
資

料
館

-
室

生
犀

昼
記

念
館

-
徳
田

秋
殻

記
念

館

-
金

沢
文

芸
館

-
金

沢
湯

涌
江

戸
*'
1

-
鈴

木
大

拙
飴
'

中 平
用

市 九

減
免

対
象

減
免

内
容

1
 
美

術
館

が
主

催
し

、
又

は
共

催
す

る
事

業
に

使
用

す
る

場
合

免
除

2
 
園

、
地

方
公

共
団

体
又

は
そ

の
他

の
公

共
的

団
体

が
木

市
と

共
催

し
、

又
は

木
使

用
料

の
5
勘
|に

相
当

す
る

市
の

後
援

を
受

け
て

展
覧

会
、
研

究
会

等
を

開
催

す
る

場
合

で
、
市

長
が

必
要

が
額

の
減

額
あ
る
と
認
、
め
る
と
き

。

3
 
市

内
の

小
学

校
、
中

学
校

及
び

高
等

学
校

並
び

に
こ
れ

ら
に

準
ず

る
も

の
が

児
{史

用
料
の

5
;日
|に

相
当

す
る

重
又

は
生

徒
の

た
め

の
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
市

民
ギ

ャ
ラ

リ
ー

等
を

使
用

額
の

減
額

す
る

場
合

4
 
そ
の

他
市
長
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
;
場
合

市
長

が
相

当
と

認
め

る
額

の

減
額

又
は

免
除

表
4
0

こ
れ

ら
の

規
定

を
適

用
し

た
平

成
26
年

度
の

減
免

実
績

は
、

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

(
注
)
金
沢
湯
渦
江
戸
市
lは

平
成

22
年

7
月

1
日
~
平
成

2
7年

3
月

3
1
日、

鈴
木

大
拙

館
は

平
成

2
3年

7
月

2
日

~
平

成
27

年
3
月

3
1
日

ま
で

が
指

定
期

間
。

施
設
名

件
数

(
件

)
減

免
額

(
千

円
)

金
沢

市
立

中
村

記
念

美
術

館
2
4
 

8
7
0
 

金
沢

市
立

安
江

金
箔

工
芸

館
3
0

 
77

2
 

金
沢

市
老

舗
記

念
館

II
 

10
3

 

金
沢

卯
辰

山
工

芸
工

房
。

金
沢

ふ
る

さ
と

偉
人

館
25
 

2
3
5
 

泉
鏡

花
記

念
館

25
 

6
5
4
 

金
沢

湯
涌

夢
ー

館
22
 

1 ，
2
2
5
 

金
沢

蓄
音

器
館

2
6

 
58

9
 

前
回

土
佐

守
家

資
料

館
2
2

 
6
2
7
 

室
生

犀
星

記
念

館
23
 

2
7
3
 

金
沢

2
1世

紀
美

術
館

24
 

13
，
4
9
4
 

徳
田
秋
'
i
l
'
記
念
館

2
4

 
4
5
9
 

金
沢

文
芸

館
8

 
15
2
 

金
沢

能
楽

美
術

館
5
1

 
3
，
6
79
 

金
沢

湯
涌

江
戸

村
2
6
 

1，
5
7
2

 

鈴
木

大
拙

館
4
5

 
8
6
1

 

金
沢

市
民

芸
術

村
。

金
沢

市
お

し
が

は
ら

工
房

。
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入
館

者
数

(
人

)
)
 

施
設

名
平

成
22

年
度

平
成

2
3年

度
平

成
24

年
度

平
成

25
年

度
平

成
2
6年

度

2
12

 
2
3
6
 

2
2
5
 

24
4 

2
5
6
 

金
沢

文
芸

館
22

，
3
3
2
 

2
0
，

 12
4 

21
，
6
9
4
 

22
，

 56
7 

2
3
，
2
2
2
 

5
，4
0
4
 

6
，8
3
9
 

8
，
0
1
1

 
9
，
39

1
 

9
，
90
1 

5
，
8
5
1

 
5
，
5
16
 

5
，
3
4
0
 

5
，
70
3 

5
，
9
7
3
 

金
沢

能
楽

美
術

館
41

，
65
1 

4
1，

72
1 

4
4
，
4
3
0
 

4
5
，
0
2
6
 

4
4
，
67
1 

3
0
，
3
9
2
 

3
4
，
12
5 

37
，
4
7
9
 

3
8
，
9
3
6
 

4
3
，
14
9
 

金
沢

湯
涌

江
戸

村
4
，
16
2 

4
，
0
6
2
 

2
，
7
4
6
 

2
，
4
6
2
 

2
，
2
0
8
 

(
注
)

2
 

2
4
，
0
3
9
 

3
5
，
5
43
 

35
，
2
8
4
 

3
6
，
9
7
8
 

38
，
33
3 

21
，
0
3
9
 

2
1，
74
1 

16
，
9
4
6
 

18
，
2
2
5
 

16
，
6
2
0
 

2
，
8
1
0
 

6
，
4
7
6
 

5
，
85

0
 

7
，
5
6
0
 

鈴
木

大
拙

館
2
8
，

 16
0 

4
8
，
8
5
6
 

5
3
，
62

1
 

5
6
，
2
5
8
 

(
注
)

2
 

15
，
0
0
8
 

33
，
5
8
2
 

3
0
，

 53
3 

36
，
6
9
8
 

16
，
9
4
3
 

17
，4
3
4

 
18

，
3
4
8
 

19
，
8
4
5
 

18
，
5
3
2
 

金
沢

市
民

芸
術

村
13
4
，
5
9
6
 

13
7
，
65
1 

15
8
，
8
0
1

 
15
9
，
42

1
 

16
1
，
8
3
1

 

2
0
2
，
6
5
6
 

2
0
9
，
0
9
8
 

2
3
8
，
3
5
0
 

2
3
3
，
2
0
6
 

2
16

，
4
8
1

 

3
，
3
7
8
 

3
，
0
3
3
 

2
，
6
3
3
 

2
，
72
2 

2
，
4
3
0
 

金
沢

市
お

し
が

は
ら

工
房

12
，
4
5
6
 

11
，
6
8
5
 

10
，
6
32
 

1
1，
4
32
 

1
1，
8
8
7

 

2
，
8
4
2
 

2
，
8
6
0
 

2
，
6
2
2
 

2
，
9
6
8
 

3
，
04

1
 

7
，
16
1 

6
，
8
4
5
 

7
，
2
0
0
 

6
，
64
4 

6
，
97
1 

金
沢

市
牧

山
ガ

ラ
ス

工
房

18
，
4
9
4
 

18
，
72
7 

19
，
7
7
3
 

2
0
，
34
3 

2
0
，
3
14
 

4
，
3
2
6
 

4
，
9
7
8
 

5
，
2
8
9
 

5
，

 12
1

 
5
，

 15
7 

2
，
37
1 

2
，
2
7
7
 

2
，
2
9
5
 

2
，
0
6
5
 

2
，
16
2 

金
沢
湯
涌
岩

IJ
作

の
す
、

3
9
，
9
1
9
 

3
7
，

 18
0 

3
7
，
8
9
5
 

37
，
14
9 

35
，
7
6
6
 

2
4
，
4
3
3
 

19
，
8
7
3
 

2
1，
3
4
6
 

2
4
，
2
9
0
 

2
2
，
3
16
 

下
段

指
定

管
理

料
(

千
円

)
観

覧
料

等
収

入
(

千
円

)
、

中
段

(
上
段

泉
鏡

花
記

念
館

は
、

平
成

26
年

12
月

8
日

か
ら

平
成

2
7年

3
月

6
日
ま
て
、
改
修
工
事
の
た
め
休
館

室
生

犀
星

記
念

館
は

、
平

成
2
5
年

12
月

2
日

か
ら
平
成

2
6
年

3
月

7
日
ま

で
改

修
工
事

の
た

め
休

館

徳
間

秋
啓

記
念

館
は

、
平

成
2
6年

12
月

1
日

か
ら

平
成
2
7年

3
月

6
日
ま
で
、
改
修
工
事
の
た
め
休
館

金
沢

湯
涌

江
戸

村
は

平
成

22
年

9
月

開
館

、
鈴

木
大

拙
館

は
平

成
23

年
10
月

開
館

(
注
)

1
 

2
 

(
監
査
手
続
)

①
所

管
課

か
ら
関

係
資

料
の

提
供

を
受

け
、

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

行
っ

た
。

②
金

沢
湯

桶
江

戸
村

及
び

鈴
木

大
抗1
:館

を
視

察
し

、
現

地
担

当
者

に
観

覧
料

等
の

収
納

ま
で

の
業

務
手

続
を

ヒ

ア
リ

ン
グ

す
る

と
と

も
に

、
関

係
書

類
を

閲
覧

し
た

。

施
設

名
平

成
22

年
度

平
成

23
年

度
平

成
2
4年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6年

度

3
，
15
6 

3
，
0
8
6
 

3
，
2
0
7
 

3
，

 16
7 

3
，
4
10
 

金
沢

市
立

中
村

記
念

美
術

館
32

，
5
4
8
 

3
0
，
9
6
1
 

3
3
，
5
2
7
 

33
，
8
2
2
 

4
0
，
9
13

 

12
，
0
9
7
 

16
，
5
2
6
 

17
，8
0
9
 

15
，
5
0
7
 

17
，
2
9
1
 

2
，
3
8
2
 

2
，
8
1
2
 

2
，
2
0
8
 

2
，
0
4
3
 

2
，
2
4
3
 

金
沢

市
立

安
江

金
箔

工
芸

館
19

，
7
9
3
 

37
，
0
3
0
 

3
3
，8
7
9
 

33
，
4
2
8
 

3
2
，
14
4
 

2
1，

19
1 

2
6
，
2
8
5
 

22
，
2
0
0
 

22
，
4
6
6
 

2
4
，
8
9
2
 

3
，
9
12

 
2
，
9
0
4
 

2
，
8
3
4
 

2
，
6
7
2
 

2
，
3
6
5
 

金
沢

市
老

舗
記

念
館

15
，
70

5
 

15
，
4
1
6
 

15
，
6
79
 

16
，
4
4
5

 
1
7
，
0
0
3
 

35
，
3
4
8
 

2
6
，
9
2
0
 

2
8
，
9
0
6
 

32
，
8
0
0
 

3
7
，
4
7
5
 

7
3
6
 

6
5
4
 

5
9
3
 

7
0
7
 

6
0
2
 

金
沢

卯
辰

山
工

芸
工

房
13

1，
8
4
9
 

1
2
4
，
5
91
 

13
0
，
9
6
6
 

13
1
，
7
0
8
 

13
5
，
7
3
5
 

4
，
6
7
7
 

6
，
0
3
5
 

5
，
11
4

 
5
，
18
8
 

5
，
13
7 

5
2
6
 

4
7
6
 

4
6
8
 

4
5
9
 

4
6
8
 

金
沢

ふ
る

さ
と

偉
人

館
3
8
，
49
1 

34
，

 19
7 

3
9
，
3
5
6
 

3
6
，
7
9
3
 

3
5
，
8
9
9
 

8
，
3
7
3
 

15
，
67
4 

18
，
0
0
5
 

17
，
65
4 

17
，
8
3
4
 

泉
鏡

花
記

念
館

2
，
4
3
8
 

1，
5
3
7
 

1，
4
4
0
 

1，
4
7
3
 

1，
5
9
1
 

(
注
)

1
 

3
0
，
47
1 

2
9
，
74
1 

2
9
，
14
6 

33
，
8
9
0
 

3
3
，
18
0 

16
，
17
6 

14
，
8
1
4
 

16
，
7
9
6
 

17
，
6
5
2
 

17
，
5
6
3
 

2
，
78
7 

3
，
15

1
 

2
，
70
4 

2
，
4
4
3
 

2
，
3
3
0
 

金
沢

湯
j雨

夢
二

館
3
8
，
12
1 

3
8
，
18
6
 

4
2
，
16
7
 

3
9
，
2
8
3
 

4
0
，
0
5
5
 

13
，
4
15

 
17
，
7
9
7
 

17
，
2
2
3
 

17
，
00
1 

15
，
4
8
1

 

1 ，
16
7 

1，
0
2
4
 

1，
10
6 

1，
2
5
0
 

1，
5
5
2
 

金
沢

蓄
音

探
館

2
9
，
9
5
2
 

32
，
0
4
0
 

3
0
，
0
75
 

2
9
，
7
0
0
 

3
0
，
6
4
2
 

8
，
8
2
4
 

10
，
9
8
9
 

12
，
5
3
4
 

13
，
4
9
7
 

15
，
3
7
5
 

2
，
7
6
0
 

2
，
69
1 

2
，
5
9
4
 

2
，
6
6
1
 

2
，
4
3
2
 

前
回

土
佐

守
家

資
料

館
4
0
，
0
1
0
 

4
0
，
5
4
7
 

41
，
53
1 

3
9
，
6
3
0
 

4
3
，
3
6
9
 

2
0
，
2
7
9
 

2
1，

7
4
8
 

21
，
6
2
6
 

24
，
8
14

 
2
2
，
9
0
8
 

室
生

犀
星

記
念

館
1，
3
2
5
 

1，
0
3
3
 

1，
15
3 

9
3
7
 

1，
 16
3 

(
注
)

1
 

3
4
，
9
1
0
 

3
5
，
0
5
5
 

3
6
，
9
9
8
 

35
，
19
6 

3
2
，
2
9
5
 

8
，
4
5
7
 

8
，
7
2
3
 

10
，
5
7
3
 

8
，
7
5
2
 

10
，
5
2
8
 

30
4
，
5
6
3
 

2
7
3
，
0
7
8
 

2
6
9
，
9
14

 
2
7
4
，
5
8
6
 

3
1
8
，
2
0
4
 

金
沢

2
1世

紀
美

術
館

70
4
，
9
8
0
 

6
5
2
，
5
3
2
 

6
7
5
，
0
5
8
 

7
14

，
3
9
0
 

7
9
3
，
08
4 

J
，

 5
4
9
，

 65
1 

1，
4
8
7
，
2
8
5
 

1，
4
7
1
，
4
8
7
 

1，
4
7
4
，
2
0
9
 

1，
76
1
，
3
2
4
 

徳
田

秩
強

記
念

館
6
6
8
 

4
4
2
 

4
4
3
 

4
5
8
 

4
4
2
 

(
注
)

1
 

3
9
，
5
2
9
 

3
6
，
9
3
3
 

32
，
2
6
2
 

3
1，
6
9
4
 

3
4
，
5
5
8
 

6
，
8
9
3
 

8
，
2
7
7
 

9
，
8
13

 
10

，
13
3 

8
，
7
7
5
 

入
館

者
数

(
人

)
)

 

表
41

過
去

5
年

J'Ii'
Jの

観
覧

料
等

収
入

、
指

定
管

理
事

|
及

び
入

館
者

数
の

推
移

(
上

段
縦

覧
料

等
収

入
(

千
円

)
、

中
段

指
定

管
理

料
(

千
円

)
、

下
段

ー l ω 日 ー ー

③
減

免
に

つ
い

て
、

申
言
181
か

ら
承

認
、

ま
で

の
手

続
が

適
正

に
行

わ
れ

て
い

る
か

検
証

し
た

。

④
観

覧
料

等
の

算
定

資
料

を
入
手
し
、

そ
の

妥
当

性
と

見
直

し
の

履
歴

に
つ

い
て

検
討

し
た

。
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沢
市
立
中
村
記
念
、

美
術

館
と

金
沢

市
立

安
江

金
箔

工
芸

館
の

入
場

料
25
0
円
が
、
そ
れ
ま
で
の
物
価
上
昇
に
よ
る

経
賀
'
の
増
大
に
よ
り

、
平

成
元

年
の

消
賀
'
税
導
入

を
機
に
、
消
'
s
i
:
税
率

3
%
分

を
含

む
50

円
の
値

上
げ

を
行

っ

た
も

の
で

あ
る

。
そ

れ
以

降
、
他

の
文

化
施

設
に

つ
い

て
も

同
ー

の
観

覧
料

が
設

定
さ

れ
て

い
る

。
最

も
新

し

い
文
化

施
設

は
、
鈴

木
大

拙
館

で
あ

る
が

、
当

該
施

設
に

関
し

て
も

、
近

隣
の

金
沢

市
立

中
村

記
念

美
術

館
や

金
沢

ふ
る

さ
と

偉
人

館
等

と
の

回
遊

性
を

高
め

る
こ

と
を

目
的

に
、
入
館
i
Sl
及

び
開

館
l時

間
を

他
の

文
化

施
設

と
同

一
に

設
定

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

よ
う

に
、

観
覧

料
等

に
つ

い
て

は
、

そ
の

施
設

に
必

要
な

管
理

運
営

費
等

が
全

く
考

I占
さ
れ
ず

、
市
内

の
類

似
施
設

と
の

統
一

的
な

設
定

と
な

っ
て

い
る

が
、

実
際

の
文

化
施

設
の

運
営

に
は

、
観

覧
料

等
の
収

入
を

大
き

く
上

回
る

経
費

が
必

要
と

な
っ

て
い

る
。

文
化

施
設

は
、
住

民
の

誰
も

が
必

ず
し

も
利

用
す

る
と

い
う

施
設

で
は

な
く

、
個

人
の

価
値

観
や

趣
味

等
に

も
大

き
く

影
響

し
て

い
る

た
め

、
明

確
に
利

用
す
る
人
と

利
用

し
な

い
人

が
存

在
す

る
。

市
税

に
よ

り
管

理
運

営
さ

れ
る

施
設

の
た

め
、
利
用

し
な

い
人

も
当

然
に

施
設

に
関

わ
る

経
費

を
負

担
し

て
い

る
こ

と
に

な
り

、
利

用
す

る
人

と
利

用
し

な
い

人
と
の
負

担
の

公
平

性
と

い
う

観
点

か
ら

は
、
観
覧
1q
等

の
徴

収
は

、
施

設
の

利
用

に
よ
り
何
ら
か
の
使
主
主

・
サ

ー
ビ

ス
を

享
受

し
て

い
る

人
と

、
そ

う
で

な
い

人
と

の
負

担
の

公
平
化

を
図

る
と

い
う

立
味

合
い

を
持

つ
こ

と
に

な
る

。

歴
史

的
風

情
が

今
な

お
残

る
金

沢
に

お
い

て
、

ま
ち

の
個

性
で

あ
る

歴
史

や
伝

統
、

文
化

を
市

民
と

と
も

に

継
承

し
、

発
信

し
て

い
く

た
め

、
市

民
に

と
っ

て
分

か
り

や
す

く
、

で
き

る
だ

け
低

廉
な

観
覧

料
等

を
設

定
し

た
い

と
い

う
考

え
は

理
解

で
き

る
。

し
か
し

、そ
の

施
設

の
運

営
に

必
要

な
経

費
を

利
用

し
て

い
な

い
市

民
も

負
担

し
て

お
り

、負
担

の
公

平
化、

利
用

者
負

担
の

原
則

と
い

う
点

か
ら

は
、
近
隣

の
施

設
等

を
参

考
に

決
定

さ
れ

て
い

る
と

い
う

理
由

の
み

で
は

不
明

瞭
で

あ
る

。

こ
の

た
め

、
文
化

施
設

の
観
覧
料

等
に

あ
っ

て
は

、
統

一
的
な
算
定
基
準
に
基
づ
く
標
準
金
領
を
算
出
し
、

現
行

使
用

料
の

妥
当

性
を

検
証

し
た

上
で

、
設

置
目

的
や
利

用
形

態
な

ど
施

設
の

特
殊

性
、

他
の
類

似
施

設
と

の
比

較
及

び
こ

れ
ま

で
の

経
緯

等
を

考
慮

し
な
が
ら

、
合

理
的

か
つ

適
正

な
受

益
者

負
担

と
な
る
よ
う

見
直
し

を
検

討
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

。

ま
た

、
消

費
税

率
に

つ
い

て
は

、
平

成
2
7
年

の
消

賀
'
税

法
改

正
に
{半

い
、
平
成

2
9
年

4
月
に

8
%
か
ら

10
%

に
引

き
ヒ

げ
ら

れ
る

こ
と

が
決

定
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

そ
の

時
点

で
改
め
て

、
引

上
げ

分
の

転
嫁

に
伴

う
改

定
に

つ
い

て
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。

施
設
概
要
ノ

4
ン
フ

レ
ッ

ト
、

歳
入

調
定

簿
兼

収
入

原
簿

、
使

用
料

月
言

|調
定

内
訳

書
、

減
免

調

定
表

、
指

定
管

理
者

選
定

関
係

資
料

、
指

定
管

理
者

収
支

報
告

書
、

使
用

料
算

定
改

定
関
係

資

料
、

金
沢

市
文

化
等

観
覧

施
設

業
務

報
告

書
等

閲
覧

資
料

(
監
査
結
果
)

¢
観

覧
料

等
の

徴
収

工事
務
に
つ
い
て

現
地

視
察

し
た

金
沢

湯
桶

江
戸

村
及

び
鈴

木
大
111
::館

の
観

覧
料

等
の

収
納

ま
で
、
の
業
務
に
つ
い
て

、
I:W
I係

舎

類
を

確
認

し
た
が

、
適

正
に

処
理

さ
れ
て
お
り

、
問

題
点

は
検

出
さ

れ
な

か
っ

た
。

<l
J
f
i
，
視
覚
料
等
の
減
免
に
つ
い
て

減
免
の
申
許
iか

ら
承

認
ま

で
の

手
続

を
検

訳
し

た
が

、
適

切
に

行
わ

れ
て

お
り

、
指

摘
す

べ
き

事
項

は
な

い

が
、

以
下

の
点

に
つ

い
て

は
検

討
が

必
要

で
あ

る
。

観
覧

料
等

は
、

本
来

、
利

用
者

に
負

担
を

求
め

る
も

の
で

あ
り

、
そ

れ
故

、
行

政
上

の
政

策
的

な
措

置
で

あ

る
減

免
は

、
例

外
的

な
取

扱
い

で
、

そ
の

適
用

は
限

定
的

に
取

り
扱

わ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

金
沢

市
で

は
、

文
化

施
設

の
観

覧
料

等
に

つ
い

て
、

高
齢
者

や
障

害
者

へ
の

配
地
、
や
児
童
及
び
学
生
等
へ
の

教
育

上
の

支
援

、
ま

た
、

施
設

の
利

用
促

進
等

を
目

的
に

、
観

覧
料

等
の

減
額

又
は

免
除

す
る

減
免

規
定

を
設

け
て
い
る

。
こ
れ

ら
の

減
免

に
つ

い
て

は
、
他

の
市

民
か

ら
も

異
論

の
な

い
も

の
と

思
わ

れ
る

。
し
か
し

、
「金

沢
市

博
物

館
等

施
設

入
場

料
減

免
取

扱
要

綱
」

及
び

「金
沢

市
歴

史
的

観
光

施
設

観
覧

料
及

び
観

光
駐

車
場

駐

車
料

金
減

免
取

扱
要

綱
J
に
は

、
「本

市
へ

の
観

光
誘

致
を

目
的

と
し

て
、
事

前
調

査
の

た
め

観
覧

し
よ

う
と

す

る
旅

行
業

者
等

」
へ

の
減

免
が

規
定

さ
れ

て
い
る

。
こ
れ

は
、
「旅

行
業

者
等

」
と

い
う

そ
の

対
象

が
畷

昧
な

上
、

公
的

な
目

的
と

は
言

え
な

い
民

間
業

者
の

利
用

に
対

し
て

免
除

す
る

も
の

で
、
減
免

の
本

来
の

趣
旨

か
ら

は
そ

の
必

要
性

に
疑

問
を
感
じ
る

。

減
免

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、

各
施

設
の

設
i丘

目
的
か
ら
も

、
公

的
な

目
的

や
市

民
の

利
用

を
前
提
と

し
た

減
免

制
度

で
あ

る
べ

き
で

あ
り

、
減

免
規

定
が

適
用

さ
れ

な
い

市
民

に
も

納
得

の
い

く
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

i量
終

的
に
、
旅

行
業

者
等

へ
の

減
免

は
、

観
光

客
に
よ
る

入
館
者

数
の

鳩
加

な
ど

を
通

し
、

金
沢

の
文

化
を

発
信

す
る

方
策

の
ー

っ
と

な
る

も
の

と
考

え
ら

れ
る

が
、

よ
り
客

観
的

か
つ

合
理

的
な
理

由
を

も
っ

て
行

わ
れ

る
べ
き
で
あ
り

、
減
免

に
よ

る
効

果
を

具
体

的
に
検

証
す

る
と

と
も

に
、

規
定

の
必

要
性

を
含

め
、
今

後
の

あ

り
方
を
検
討
す
る

必
要

が
あ
る

。

【意
見

】

文
化

施
設

観
覧

料
等

に
あ

っ
て

は
、

負
担

の
公

平
化

、
利

用
者

負
担

の
原

則
と

い
う

観
点

を
踏

ま
え

、
統

一
的

な

算
定

基
準

に
基

づ
く

標
準

金
額

を
算

出
し

、
現

行
使

用
料

の
妥

当
性

を
検

証
し

た
上
で
、

設
置

目
的

や
利

用
形

態
な

ど
施

設
の

特
殊

性
、

他
の

類
似

施
設

と
の

比
較

及
び

こ
れ

ま
で

の
経

緯
等

を
考

慮
し

な
が

ら
、

合
理

的
か

つ
適

正
な

受
益

者
負

担
と

な
る

よ
う

、
消

費
税

率
引

上
げ

分
の

転
嫁

を
含

め
見

直
し

を
検

討
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

。

[意
見

]

文
化

施
設

観
覧

料
等

に
係

る
旅

行
業

者
等

へ
の

減
免

は
、

よ
り

客
観

的
か

つ
合

理
的

な
理

由
を

も
っ

て
行

わ
れ

る

べ
き

で
あ

り
、

減
免

に
よ

る
効

果
を

具
体

的
に

検
証

す
る

と
と

も
に

、
規

定
の

必
要

性
を

含
め

、
今

後
の

あ
り

方
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

③
観

覧
料

等
の

設
定

に
つ

い
て

金
沢

2
1世

紀
美

術
館

を
は

じ
め

多
く

の
観

覧
料

等
が

、
他

の
公

立
美

術
館

や
市
内

の
類
似

施
設

の
観

覧
料

等

を
参

考
に

設
定

さ
れ

て
い

る
。

文
化

施
設

の
観

覧
料

等
は

、
金

沢
2
1世

紀
美

術
館
、

金
沢

市
老
舗

記
念

館
及

び
金

沢
文

芸
館

を
除

い
て

、
13

施
設

が
ー律

3
0
0
円

に
設

定
さ

れ
て

い
る

。
こ
の

3
0
0
円
の

設
定

に
つ

い
て

は
、

H百
和

5
0年

代
に
開
設

さ
れ
た
金
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①
-

1
長

町
観

光
駐

車
場

ア
所

在
地

金
沢

市
長

町
2
丁

目
2
番

45
号

(
7
 )

観
光

駐
車

場

金
沢

市
'

で
は

、
市

内
観

光
に

係
る

利
便

の
増

進
を

図
り

、
観

光
の

振
興

に
寄

与
す

る
た

め
、

観
光

駐
車

場
を

設
置

し
て

い
る

。

使
用

料
の

変
遜

区
分

平
成

2
年

4
月

平
成

9
年

4
月

平
成

17
年

平
成

2
6年

4
月

4
月

又
は

11
月

9
0
分

ま
で

1，
9
5
0
円

9
0
分

ま
で

し
9
0
0
円

4
月

以
降
6
0
分

毎
5
10

円

観
光
ノ
王
ス

9
0
分

ま
で

1，
5
0
0
円

以
降
6
0分

毎
51

0
円

同
日

に
市

営
駐

車
場

(
同

日
に

市
営

駐
車

場
を

利
用

し
た

場
合

(
日
帰
り
)

以
降
6
0
分

毎
5
0
0
円

消
費

税
増

税
に

伴
う

を
利

用
し

た
場

合
は

、
は

、
1，
54

0
円
)

改
定

1，
50

0
円

消
賞
'i
'
l
l
，
増
税
に
伴
う

改
定

4
月

2
0
時

~
翌

日
8
時

ま

観
光
ノ

f
ス

2
0
時

~
翌

日
81
1寺

ま
で

2，
0
5
0
円

(
宿
泊
)

で
2
，0

0
0
円

iì
~'

8'
税!

:';!i
f5
(
に
伴
う

(
新
設
)

改
定

11
月

普
通

車
6
0
分

ま
で

30
0
円

変
更

な
し

以
降

30
分

毎
10
0
円

(
新
設
)

イ

bラ 期

そ
の
他

1
 
平
成

2
1年

4
月
に
は
、
供
用
時

11\
'1
を

r8
:3
0
~
2
2
:0

0
J
か
ら

r7
:3
0
~
2
1

:0
0

J
に
変
更
し
た

。

2
 
平

成
26

年
4
月

に
は

、
普

通
車

の
供

用
時

間
を

r7
:3

0
~
2

1:
 O
O
J
か

ら
r7

:3
0
~
 1
8

 :O
OJ

に
変

更
し

た
ほ

か
、

宿
泊

(
夜

間
利

用
)

は
パ

ス
専

用
に

し
た

。

名
称

種
類

駐
車

台
数

営
業

時
間

開
設

日
管

理
体

制

5
 ム口

平
成

2
年

4
月

7:
3
0
~
2

1:
0
0
 

長
H町

観
光

駐
車

場
観
光
ノ
く
ス

(
宿
泊
有
り
)

(
平
成

17
年

4
月

2
名

宿
泊

パ
ス

供
用

開
始

)

普
通

車
20

台
7
:

 
3
0
~
 1
8
:

 
0
0
 

平
成

17
年

11
月

近
江

町
観

光
ノ

ミ
ス

駐
4
台

平
成

1
1年

4
月

観
光
ノ
く
ス

7:
 3
0
~
2

1
: 0
0
 

(
平
成

26
年

4
月

1
~
3
名

車
場

(
宿
泊
有
り
)

宿
泊

バ
ス

供
用

開
始

)

東
山

観
光

駐
車

場
普

通
車

15
台

平
成

13
年

4
月

自
動

精
算

7
:
0
0
~
2
2
:
0
0
 

(
宿
泊
有
り
)

機
対

応

東
山

何
回

半
観

光
駐

車
普

通
車

14
台

平
成

17
年

4
月

自
動

精
算

7:
 0
0
~
2
2
:
 0
0
 

場
(
宿
泊
有
り
)

機
対

応

東
山

観
光

ノ
く

ス
駐

車
観
光
ノ
〈
ス

5
tムコ
、

平
成

13
年

4
月

2
名

9
:
0
0
~

1
8

:0
0
 

制ふ
日 点
山

北
観

光
駐

車
場

観
光
ノ
、
ス

4
ムE
コ、

9
:
0
0
~

18
:0
0
 

平
成

2
3年

11
月

2
名

普
通

車
7

ムl
コ

9
:

 
0
0
~

1
8

:0
0
 

平
成

2
3年

8
月

2
Lロ
、

平
成

16
年

4
月

観
光
ノ
、
ス

(
宿
泊
有
り
)

(
平
成

26
年

4
月

に
し

茶
屋

観
光

駐
車

宿
泊

パ
ス

供
用

開
始

)
7:
 3

0
~
2
2

: 0
0
 

1
~
2
名

場
13
台

普
通

車
(

 5
台

分
は

バ
平

成
17
年

4
月

ス
と

共
用

)

①
施

設
の

概
要

(
総

括
)

台
)

区
分

平
成

22
年

度
平

成
23

年
度

平
成

24
年

度
平

成
2
5年

度
平

成
2
6年

度

観光
ノ"
¥;
7.
.

収
入

13
，
3
5
5
 

10
，

 14
5
 

9
，6

0
7
 

10
，
6
2
2
 

12
，3
7
5
 

台
数

4
，
6
1
5
 

3
，
3
4
2
 

3
，
36
1 

3
，
73

7
 

4
，
19
9 

普
通

車
収

入
2
，
5
8
4
 

2
，
3
8
5
 

2
，
2
19

 
2
，
2
1
4
 

1，
9
7
5
 

台
数

6
，4

6
2
 

6
，
0
8
4

 
5
，8

10
 

5
，
6
0
2
 

4
，9

5
0
 

合
計

収
入

15
，9

3
9
 

12
，

 5
3
0
 

11
，8

2
6
 

12
，
8
3
6
 

14
，
3
5
0
 

台
数

11
，0

77
 

9
，
4
2
6
 

9
，

 17
1 

9
，
3
3
9
 

9
，
14
9 

千
円

、
台

数
(
収
入

過
去

5
年

間
の

使
用

料
収

入
及

び
利

用
台

数
の

推
移

ウ
(
注
)

r管
理

体
制

」
欄

の
人

数
は

公
益

社
団

法
人

金
沢

市
シ

ノ
レ

ハ
一

人
材

セ
ン

タ
ー

に
管

理
業

務
を

委
託

し
て

い

る
管

理
人

の
人

数
で

あ
る

。



区
分

平
成

13
年

4
月

平
成

17
年

4
月

平
成

2
6年

4
月

9
0
分

ま
で

1，
9
5
0
円

観
光
ノ
《
ス

9
0
分

ま
で

1，
9
0
0
円

同
日

に
市

営
駐

車
場

を
以

降
6
0
分

毎
5
10
円

利
用
し
た
場
合
は
、

(
同

日
に

市
営

駐
車

場
を

利
用

し
(
日
帰
り
)

以
降

6
0
分

毎
50
0l

I
1

1，
50
0J
II
 

た
tM

合
は
、

1，
54
01

工
J)

消
費

税
増

税
に

伴
う

改
定

観
光
ノ
ミ
ス

2
0
時

~
翌

日
8
H寺

ま
で

(
宿
泊
)

2
，0

5
0
円

(
新

設
)

(
注
)
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①
-

2
近
江
町
観
光
ノ
え
ス
駐
車
場

ア
所

在
地

金
沢

市
十

問
町

9
番

地
3

使
用

料
の

変
遷

イ

千
円
)

区
分

平
成

2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6年

度

収
入

15
，
9
3
9
 

12
，5

3
0
 

11
，8

2
6
 

12
，8

3
6
 

14
，
3
5
0
 

支
出

10
，
05
4 

9
，
77
1 

9
，4

4
9
 

9
，
5
9
4
 

9
，9

8
4
 

需
用
費
(
注
)

1
 

8
8
 

2
1
0
 

6
9
 

4
7
7
 

2
9
9
 

役
務
費
(
注
)

2
 

8
1
3
 

2
8
8
 

14
8 

81
 

2
4
2
 

委
託
料
(
注
)

3
 

9
，
15
3
 

9
，2

5
6
 

9
，
2
3
2
 

9
，0

3
6
 

9
，4

4
3
 

そ
の

他
(
注
)
4

 
17
 

収
支

5
，
8
8
5
 

2
，
7
5
9
 

2
，
3
7
7
 

3
，
2
4
2
 

4
，
3
6
6
 

Ui
i
位

過
去

5
年

1'ln
の

収
支

の
推

移
コ二

需
用
費
と
は
、
修
繕
料
、
光
熱
水
~
{

，
消
耗
品
質
'
等
で
あ
る

。

役
務
質
'
と
は
、
電
話
料

、
除

雪
賞
'
等
で
あ
る

。

委
託

料
と

は
、

駐
車

場
の

管
理

業
務

等
の

委
託

料
で

あ
る

。

そ
の

他
と

は
、

備
品

購
入

費
等

で
あ

る
。

(
注
)

1
 

2
 

3
 

4
 

闘争 う省 卦

(
注

)
金

沢
駅

周
辺

及
び

武
蔵

地
区

の
宿

泊
施

設
か

ら
の

要
望

に
対

応
し

、
宿

泊
利

用
を

開
始

し
た

。

過
去

5
年

間
の

使
用

料
収

入
及

び
利

用
台

数
の

推
移

ウ
使

用
料

徴
収

業
務

等

業
務

内
容

委
託

先
備

考

市
1齢

者
に

適
し

た
業

務
内

容
で

あ
り

、
向

齢
者

の

管
理

及
び

料
金

徴
収

業
務

(
公

社
)

金
沢

市
シ

ル
バ

ー
人

雇
用
の
促
進
ー
を
図
る
た
め
、
地
方
自
治
法
施
行
令

委
託

材
セ

ン
タ

ー
第

16
7
条

の
2
第

1
項

第
3
号

に
基

づ
く

随
意

契

約
(

単
年

度
契

約
)

夜
間

出
鹿

取
扱

業
務

あ
い

弊
備

(
株

)
単

年
度

契
約

オ

bラ 期

千
円
)

区
分

平
成

2
2
年

度
平

成
23
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6年

度

収
入

11
，
2
18

 
10
，
2
0
5
 

9
，
9
2
7
 

10
，
4
9
5
 

12
，
2
9
7
 

支
出

6
，9

4
4
 

7
，
2
0
3
 

8
，2

4
9
 

8
，3

6
9
 

10
，
11
6 

需
用

費
20

4
 

6
12

 
4
0
3
 

5
3
1

 
3
3
6
 

役
務
賞
'

3
8
6
 

2
3
5
 

12
5
 

10
6 

2
3
0
 

委
託

料
5
，9

9
5
 

5
，
9
9
7
 

7
，
3
6
2
 

7
，3

7
3
 

9
，
18

1
 

そ
の
{
也

3
5
9
 

3
5
9
 

3
5
9
 

3
5
9
 

3
6
9
 

収
支

4
，
2
7
4
 

3
，
0
0
2
 

1，
6
7
8
 

2
，
12
6
 

2
，
18

1
 

(
単
位

過
去

5
年

間
の

収
支

の
推

移
コ二

使
用

料
に

関
す

る
事

務
取

扱
状

況

釣
銭

準
備

金
と

し
て

一
定

鎖
が

常
H寺

管
理

人
室

に
保

管
さ

れ
て

い
る

。

受
領

し
た

使
用

料
は

、
業

務
終

了
時

に
所

定
の

金
庫

に
保

管
し

、
翌

朝
、

指
定

口
座

に
入

金
さ

れ
る

。

利
用

者
に

は
使

用
料

と
引

換
え

に
入

/1¥
庫

1時
間

及
び

料
金

を
記

録
し

た
レ

シ
ー

ト
を

交
付

寸
る

。

同
レ

シ
ー

ト
は

同
様

の
内

容
の

も
の

が
も

う
1
通

印
刷

さ
れ

、
管

理
人

が
レ

シ
ー

ト
を

帳
簿

に
順

次

貼
り

付
け

て
い

く
。

カ

使
用

料
徴

収
業

務
等

業
務

内
容

委
託

先
備

考

前
齢

者
に

適
し

た
業

務
内

容
で

あ
り

、
前

齢
者

の

管
理

及
び

料
金

徴
収

業
務

(
公
社
)
金
沢
市
、
ン
ノ
レ
ハ
一
人

雇
用

の
促

進
を

図
る

た
め

、
地

方
自

治
法

施
行

令

委
託

材
セ

ン
タ

ー
第

16
7
条

の
2
第

1
項

第
3
号

に
基

づ
く

随
意

契

約
(

単
年

度
契

約
)

交
通

整
理

業
務

委
託

あ
い
讐
1
i
1
i
l

(
株
)

単
年

度
契

約

オ
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使
用

料
徴

収
業

務
等

業
務

内
容

委
託

先
備

考

高
齢

者
に

適
し

た
業

務
内

容
で

あ
り

、
高

齢
者

管
理

及
び

料
金

徴
収

業
務

委
託

(公
社

)
金
沢
市
シ
ノ
レ

の
雇

用
の

促
進

を
図

る
た

め
、

地
方

自
治

法
施

ノ
f
一

人
材

セ
ン

タ
ー

行
令

第
16
7
条

の
2
第

1
項

第
3
号
に
基
づ
く

随
意

契
約

(
単

年
度

契
約

)

オ
使

用
料

に
関

す
る

事
務

取
扱

状
況

釣
銭

準
備

金
と

し
て

一
定

額
が

常
時

管
理

人
室

に
保

管
さ

れ
て

い
る

。

受
領

し
た

使
用

料
は

、
業

務
終

了
前

に
金

融
機

関
の

夜
間

金
庫

に
入

金
さ

れ
る

。

利
用

者
に

は
使

用
料

と
引

換
え

に
入

出
庫

11寺
山
l及

び
料

金
を

記
録

し
た

レ
シ

ー
ト

を
交

付
す
る

。

同
レ

シ
ー

ト
は

問
機

の
内

容
の

も
の

が
も

う
1
通

印
刷

さ
れ

、
管

理
人

が
レ

シ
ー

ト
を

帳
簿

に
順

次

貼
り
付
け
て
し
、
く

。

カ

カ
使
用
料
に
関
す
る

~I
Lf

i
取
扱
状
況

自
動

精
算

機
の

使
用

料
は

金
融

機
関

の
夜

間
金

庫
に

入
金

さ
れ

る
。

①
 

3
東

山
観

光
駐

車
場

ア
所

在
地

金
沢

市
東

山
1
丁
目

3
悉

3
号

減 N ∞∞ ω 羽 E q N 闘争 う省 卦

キ
目

的
外

使
用

許
可

東
山

観
光

駐
車

場
の

用
地

は
、
金

沢
市

が
取

得
す

る
以

前
、

民
間

駐
車

場
と

し
て

利
用

さ
れ

て
い

た
が

、

当
時

の
利

用
者

の
う

ち
2
名

か
ら

、
自

家
用

車
駐

車
の

た
め

、行
政

財
産

目
的

外
使

用
問

可
申

請
が

出
さ

れ
、

金
沢

市
は

現
在

に
至

る
ま

で
許

可
、

更
新

し
て

い
る

。

金
沢

市
が

用
地

を
取

得
し

た
こ

と
に

伴
い

、
駐

車
場

利
用

者
は

当
該

駐
車

場
を

明
け

渡
し

、
月
1I
の

駐
車

場

を
探

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
が

、
近

隣
に

は
空

き
駐

車
場

が
級

め
て

少
な

く
、

新
し

い
駐

車
場

を
確

保
す

る

た
め

に
は

、
相

当
の

猶
予

期
間

が
必

要
で

あ
っ

た
こ

と
か

ら
、

金
沢

市
は

、
引

き
続

き
使

用
す

る
こ

と
を

前

可
し

、
使

用
料

も
従

前
と

同
額

で
使

用
さ

せ
て

い
る

。

利
用

者
2
名

の
う

ち
、

1
名

は
1
台

分
、

も
う

1
名

は
2
台

分
に

つ
い

て
使

用
許

可
を

受
け

て
お

り
、

東

山
観

光
駐

車
場

の
敷

地
の

う
ち

、
合

計
3
台

分
が

自
家

用
車

の
月

悔
駐

車
場

と
し

て
使

用
さ

れ
て

い
る

。
目

的
外

使
用

料
は

、
1
台
当
た
り

月
額

1
万

円
(
消
費
税
等
込
み
)
で
あ
る

。

使
用

料
の

変
遷

区
分

平
成

13
年

4
月

平
成

17
年

4
月

6
0
分

ま
で

3
0
0
円

以
降

3
0
分

毎
10
0
円

普
通

車
6
0分

ま
で

2
0
0
円

に
し

茶
屋

観
光

駐
車

場
の

供
用

(
日
帰
り
)

以
降

3
0
分

毎
10
0
円

開
始

に
当
た
り

、
周

辺
の

民
間

駐

車
場

の
料

金
と

比
較

し
て

安
価

で
あ

っ
た

た
め

、
改

定

普
通

車
2
2
時
~
翌
日

7
時

ま
で

8
0
0
円

変
更

な
し

(
宿
泊
)

イ

bラ 期

①
-
4
東

山
河

畔
観

光
駐

車
場

ア
所

在
地

金
沢

市
東

山
1
丁
目

5
4
"番

地
1

22
11
寺
~
翌
日

71
暗
ま
で

8
0
0
円

過
去

5
年

間
の

使
用

料
収

入
及

び
利

用
台

数
の

推
移

ウ

区
分

平
成

2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

成
24
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度

収
入

13
，
2
0
9
 

13
，
0
3
6

 
13

，
4
6
6
 

13
，
9
2
7
 

16
，

 12
7
 

支
出

9
0
5

 
9
5
6
 

1，
11
0

 
1，
2
13

 
1，

 12
2
 

需用
'}
';
:

2
8
3

 
2
8
6

 
54

0
 

64
9

 
5
13

 

役
務
'l!i:

8
3
 

13
4 

4
5
 

34
 

6
6
 

委
託
料

5
0
3

 
5
0
0
 

4
8
9
 

4
9
4

 
5
0
7
 

そ
の

{也
3
6
 

3
6
 

3
6
 

3
6
 

3
6

 

収
支

12
，
3
0
4
 

12
，
0
8
0

 
12

，
3
5
6
 

12
，
71

4
 

15
，
0
0
5
 

千
円
)

(単
位

過
去

5
年

間
の

収
支

の
推

移
ニ乙

過
去

5
年

間
の
使

用
料

収
入

及
び
利

用
台

数
の

推
移

ウ
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千
円

)

区
分

平
成

22
年

度
平

成
23

年
度

平
成

24
年

度
平

成
25

年
度

平
成

2
6年

度

収
入

13
，2
7
8
 

10
，5

2
0
 

11
，
9
2
0
 

13
，
5
9
8
 

15
，
11
7

 

支
出

10
，
78
2 

16
，
10
0
 

10
，
2
5
9
 

10
，4

0
2
 

11
，0

65
 

需
用

資
6
6
4
 

9
4
5

 
1 ，

2
7
5
 

1，
3
3
0
 

1
，
58
1 

役
務

費
28

4
 

18
4 

14
7 

17
9 

15
6 

委
託

料
9
，8

34
 

14
，9

0
3
 

8
，
8
3
7
 

8
，8

9
3
 

9
，
32
8 

そ
の

他
6
8
 

収
支

2
，4

9
6
 

ム
5，

5
8
0

1，
6
6
1

 
3
，
19
6 

4
，0
5
2
 

(
単
位

過
去

5
年

間
の

収
支

の
推

移
二
工

千
円

)

区
分

平
成

2
2
年

度
平

成
23

年
度

平
成

24
年

度
平

成
25

年
度

平
成

2
6
年

度

収
入

9
，0

8
6
 

9
，
30
1 

9
，3

5
8
 

9
，
74
1 

10
，

 7
7
5
 

支
出

1，
4
7
4
 

1，
2
8
5
 

1，
14
3

 
1，
0
7
2
 

1，
5
4
6
 

需
用
賀
'

3
9
6
 

3
4
6
 

2
2
5
 

16
5 

5
9
5
 

役
務

費
2
3
6
 

10
2 

54
 

32
 

4
6
 

委
託

料
8
4
2
 

8
3
7
 

8
6
4
 

8
7
5
 

9
0
5
 

収
支

7
，6

12
 

8
，
0
1
6
 

8
，2

1
5
 

8
，6

6
9
 

9
，
2
2
9
 

(
単
位

過
去

5
年

r:1'j
の

収
支

の
推

移
コ
ニ

(
注
)
平
成

2
3年

度
の

支
出

が
高

額
に

な
っ

て
い

る
の

は
東

山
北

観
光

駐
車

場
の

管
理

賞
'

を
、
委

託
契

約
の

都
合

上
、

東
山

観
光

ノ
、

ス
駐

車
場

管
理

設
等

で
執

行
し

た
た

め
で

あ
る

。

使
用

料
徴

収
業

務
等

オ

闘争 う省

業
務

内
容

委
託

先
備

考

高
齢

者
に

適
し

た
業

務
内

容
で

あ
り

、
高

齢
者

の

管
理

及
び

料
金

徴
収

業
務

委
託

(
公
社
)
金
沢
市
、
ン
ノ
レ

雇
用

の
促

進
を

図
る

た
め

、
地

方
自

治
法

施
行

令

パ
ー

人
材

セ
ン

タ
ー

第
16
7
条

の
2
第

1
項

第
3
号

に
基

づ
く

随
意

契

約
(

単
年

度
契

約
)

使
用

料
徴

収
業

務
等

オ

業
務

内
容

委
託

先
備

考

高
齢

者
に

適
し

た
業

務
内

容
で

あ
り

、
高

齢
者

の

管
理

及
び

料
金

徴
収

業
務

委
託

(
公
社
)
金
沢
市
シ
ノ
レ

雇
用

の
促

進
を

図
る

た
め

、
地

方
自

治
法

施
行

令

ノ
¥
一
人
材
セ
ン
タ
ー

第
16
7
条

の
2
第

l
項

第
3
号

に
基

づ
く

随
意

契

約
(

単
年

度
契

約
)

カ
使

用
料

に
関

す
る

事
務

取
扱

状
況

自
動

精
算

機
の

使
用

料
は

金
融

機
関

の
夜

間
金

庫
に

入
金

さ
れ

る
。

卦 期bラ

使
用

料
に

関
す

る
事

務
取

扱
状

況

釣
銭

準
備

金
と

し
て

一
定

額
が

常
時

管
理

人
室

に
保

管
さ

れ
て

い
る

。

受
領

し
た

使
用

料
は

、
業

務
終

了
前

に
金

融
機

関
の

夜
間

金
庫

に
入

金
さ

れ
る

。

利
用

者
に

は
使

用
料

と
引

換
え

に
入

出
!

車
時

間
及

び
料

金
を

記
録

し
た

レ
シ

ー
ト

を
交

付
す

る
。

同
レ

ン
ー

ト
は

同
様

の
内

容
の

も
の

が
も

う
1
通

印
刷

さ
れ

、
管

理
人

が
レ

シ
ー

ト
を

帳
簿

に
順

次

貼
り

付
け

て
い

く
。

カ
①

 
5
東
山
観
光
ノ
ミ
ス
駐
車
場

ア
所

在
地

金
沢

市
東

11
1
3
丁
目

3
務

3
8
号

使
用

料
の

変
遷

イ

ー l 品。 ーー

キ
目

的
外

使
用

許
可

当
該

敷
地

の
一

部
に

つ
い

て
、

月
悔

駐
車

場
と

し
て

の
行

政
財

産
目

的
外

使
用

を
許

可
し

て
い

る
が

、
そ

の
経

緯
に

つ
い

て
は

、
東

山
観

光
駐
車

場
に

お
い

て
述

へ
た

も
の

と
同

様
で

あ
る

。

利
用

人
は

1
法

人
で

あ
り

、
自

家
用

車
3
台

分
に

つ
い

て
使

用
許

可
を

受
け

て
い

る
。

目
的

外
使

用
料

は

1
台

当
た

り
月

領
1
万

円
(

消
費

税
等

込
み

)
で

あ
る

。

区
分

平
成

13
:f:j三

4
月

平
成

17
年

4
月

平
成

2
6
年

4
月

9
0
分

ま
で

1，
9
5
0
円

同
日

に
市

営
駐

車
場

を
以

降
6
0
分

毎
5
10

円

観
光
ノ
ミ
ス

9
0
分

ま
で

1，
9
0
0
円

利
用

し
た

場
合

は
、

(
同
日
に
市
営
駐
車
:
場
を

以
降

6
0分

毎
5
0
0
円

1，
5
0
0
円

利
用

し
た

場
合

は
、

1，
5
4
0

円
)

消
費

税
増

税
に

伴
う

改
定

過
去

5
年

間
の

使
用

料
収

入
及

び
利

用
台

数
の

推
移

ウ
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使
用

料
徴

収
業

務
等

業
務

内
容

委
託

先
備

考

高
齢

者
に

適
し

た
業

務
内

容
で

あ
り

、
高

齢
者

の

管
理

及
び

料
金

徴
収

業
務

委
託

(
公
社
)
金
沢
市
、
ン
ノ
レ

雇
用

の
促

進
を

図
る

た
め

、
地

方
自

治
法

施
行

令

ノ
く
一
人
材
セ
ン
タ
ー

第
16
7
条

の
2
第

1
項

第
3
号

に
基

づ
く

随
意

契

約
(

単
年

度
契

約
)

オ
①

 
6
東

山
北

観
光

駐
車

場

ア
所

在
地

金
沢

市
東

山
3
丁
目

4
番

1
号

使
用

料
の

変
遷

イ

減 N ∞ ∞ ω 羽 E q N

使
用

料
に

自
白

す
る

事
務

取
扱

状
況

釣
銭

準
備

金
と

し
て

一
定

額
が

常
時

管
理

人
室

に
保

管
さ

れ
て

い
る

。

受
領

し
た

使
用

料
は

、
業

務
終

了
前

に
金

融
機

関
の

夜
間

金
庫

に
入

金
さ

れ
る

。

利
用

者
に

は
使

用
料

と
引

換
え

に
入

出
!
叢

H寺
問

及
び

料
金

を
記

録
し

た
レ

シ
ー

ト
を

交
付

す
る

。

問
レ

シ
ー

ト
は

同
様

の
内

容
の

も
の

が
も

う
1
通

印
刷

さ
れ

、
管

理
人

が
レ

シ
ー

ト
を

帳
簿

に
順

次

貼
り
付
け
て
し
、
く

。

カ

区
分

平
成

2
3
年

8
月

平
成

2
3年

I
1月

平
成

2
6年

4
月

9
0
分

ま
で

1，
9
0
0
円

9
0
分

ま
で

し
9
5
0
円

以
降

6
0分

毎
5
0
0
円

以
降

6
0
分

毎
5
1
0
円

(
同

日
に

市
営

駐
車

場
(

同
日

に
市

首
駐

車
場

観
光

バ
ス

を
利

用
し

た
場

合
は

、
を

利
用

し
た

場
合

は
、

1，
5
0
0
円
)

1，
5
4
0
円
)

(
新
設
)

消
費

税
増

税
に

伴
う

改

定
'

普
通

車
6
0
分

ま
で

3
0
0
円

変
更

な
し

変
更

な
し

以
降

30
分

毎
10
0
円

闘争

①
 

7
に

し
茶

屋
観

光
駐

車
場

ア
所

在
地

金
沢

市
野

町
2
丁

目
25

番
1
号

そ
の

他

平
成

25
年

か
ら

、
夏

休
み

期
間

中
の

パ
ス

閑
散

期
に

は
、

パ
ス

駐
車

場
の

一
部

を
普

通
車

駐
車

場
と

し
て

利
用

う省 卦 期bラ

使
用

料
の

変
遷

区
分

平
成

16
年

4
月

平
成

17
年

4
月

平
成

2
6年

4
月

9
0
分

ま
で

1，
9
5
0
円

観
光
ノ
、
ス

9
0
分

ま
で

1，
9
0
0
円

同
日

に
市

蛍
駐

車
場

を
利

用
以

降
6
0
分

毎
5
10

円

(
同

日
に

市
営

駐
車

場
を

利
(
日
帰
り
)

以
降

6
0
分

毎
5
0
0
円

し
た

場
合

は
、

1，
50

0
円

用
し
た
場
合
は
、

1，
5
4
0
円
)

消
費

税
増

税
に

伴
う

改
定

観
光
ノ
ミ
ス

2
0
時

~
翌

日
8
時

ま
で

2
，
0
5
0

(
宿
泊
)

円
(

新
設

)

6
0
分

ま
で

30
0
円

普
通

車
以

降
3
0
分

毎
10
0
円

変
更

な
し

(
新
設
)

イ

区
分

平
成

2
3年

度
平

成
24

年
度

平
成

25
年

度
平

成
2
6年

度

観
光
ノ
ミ
ス

収
入

5
7
9
 

1，
6
1
0
 

2
，
0
9
1

 
3
，
0
16

 

台
数

3
16

 
8
6
8
 

1，
13
6 

1，
5
8
5
 

普
通

車
収

入
2
，
5
17

 
3
，
6
0
2
 

4
，
1
13

 
5
，
0
8
4
 

台
数

6
，
3
3
8
 

9
，
0
1
8
 

10
，
18

7
 

12
，
5
4
6
 

合
計

収
入

3
，
0
9
6
 

5
，
2
12

 
6
，
20
4 

8
，
10
0 

台
数

6
，
65
4 

9
，
8
8
6
 

11
，
3
2
3
 

14
，
13
1 

千
円

、
台

数

過
去

5
年

間
の

使
用

料
収

入
及

び
利

用
台

数
の

推
移

(
収
入

ウ

平
成

2
1年

4
j

J
に
は
、
供
用
時
間
を

f9
:0
0
~

18
:0
0

J
か
ら

f9
:0
0
~
2
0

: O
O
J

に
延

長
し

た
。

平
成

22
年

7
月
に
は
、
{
共
用
時
間
を

f9
:0

0
~
2
0

:0
0

J
か
ら

r9
:0
0
~
2
2

:0
0

J
に
延
長
し
た

。

平
成

26
年

4
月
に
は
、
供
用

l時
|昔

jを
f9

・0
0
~
2
2

・O
O

J
か
ら

f7
:3
0
~
2
2

: O
O
J

に
延

長
し

た
。

そ
の

他
1 2

 

3
 

千
円

)

区
分

平
成

2
3
年

度
平

成
24

年
度

平
成

25
年

度
平

成
2
6年

度

収
入

3
，
0
9
6
 

5
，
2
12

 
6
，
2
0
4
 

8
，
10
0 

支
出

7，
9
74
 

8
，
0
8
7
 

8
，
4
16
 

需
用
~

2
7
8
 

3
4
7
 

3
2
0
 

役
務

費
79
 

64
 

65
 

委
託

料
7，
6
17

 
7
，
6
7
6
 

8
，
0
3
1

 

そ
の

{也

収
支

3
，
0
9
6
 

ム
2
，
7
6
2

ム
1，
8
8
3

ム
3
16

(
単
位

過
去

5
年

間
の

収
支

の
推

移
コ
ニ

(
注
)
平
成

2
3年

度
は

委
託

契
約

の
都

合
上

、
東

山
観

光
ノ

f
ス

駐
車

場
の

管
理

費
等

と
し

て
執

行
さ

れ
て

い
る

。
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駐
車

場
名

区
分

平
成
23

年
度

平
成
.2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
26

年
度

平
成
27

年
度

前
年

同
期

比

長
田
T観

光
自
主

普
通

車
1，
8
3
9
 

1，
55

7
 

1 ，
6
5
7
 

1，
3
5
5
 

1，
55

1
 

14
.
5

%
相

車
場

バ
ス

6
0
0
 

1，
2
11

 
1，
2
16

 
1，
3
8
8
 

1，
79
9 

2
9
.
6

%
噌

近
江

町
観

光
バ

ス
1，
0
4
7
 

1，
2
7
0
 

1，
3
9
3
 

1 ，
5
5
7
 

2
，
3
3
9
 

5
0.

2
%
噌

バ
ス

駐
車

場

東
山

観
光

駐
普

通
車

8
，
2
4
7
 

8
，
4
2
1
 

8
，
4
0
5
 

8
，
7
3
9
 

9
，
53

1
 

9
.
1%

1翁
車

場

東
山

河
畔

観
普

通
車

6
.
5

%
地

光
駐

車
場

5
，
7
8
3
 

5
，
9
3
1
 

6
，
0
7
3
 

6
，
5
18

 
6
，
9
4
0
 

東
山
観
光
ノ
ミ

バ
ス

1，
18
8
 

1，
7
5
3
 

2
，
12
6
 

2
，
3
2
8
 

3
，
2
8
2
 

4
1. 
0

%
噌

ス
駐

車
場

東
山

北
観

光
普

通
車

----
----
-

2
，
3
8
4
 

2
，
35

4
 

2
，
7
2
0
 

3
，
4
4
6
 

2
6
.
7
%
増

駐
車

場
パ

ス

----
----
-

2
5
4
 

3
3
0
 

54
1 

1，
3
9
4
 

15
7
.
7
%

哨

に
し

茶
屋

観
普

通
車

1，
5
4
4
 

1 ，
7
15

 
1，
7
18

 
1，
6
1
2
 

3
，
2
10
 

9
9
.
1
%
培

光
駐

車
場

バ
ス

16
 

3
4
 

3
9
 

71
 

10
0

 
4
0
.
8

%
地

合
計

普
通

車
17
，
4
13

 
20

，
0
0
8

 
2
0
，
2
0
7
 

2
0
，
9
4
4
 

24
，
6
7
8
 

17
.
8

%
増

バ
ス

2
，
85
1 

4
，
5
2
2
 

5
，
10
4

 
5
，
8
8
5
 

8
，
9
14
 

5
1. 

5
%
増

(
単
位

直
近

5
年

間
の

第
1
四

半
期

利
用

実
績

比
鮫

表
4
2

台
)

区
分

平
成
22

年
度

平
成
23

年
度

平
成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度

観
光

バ
ス

収
入

21
1

 
18
4 

19
8 

2
7
1

 
6
7
2

 

台
数

1
12

 
9
6
 

10
2 

14
5

 
2
9
2
 

普
通

車
収

入
2
，
12
5
 

1，
99
1 

2
，
19
9
 

2
，
3
3
2
 

3
，
2
2
6

 

台
数

5
，
7
2
5
 

5
，
4
7
4
 

6
，
0
5
9
 

6
，
3
9
0
 

9
，
17
2 

合
計

収
入

2
，
3
3
6
 

2
，

 17
5 

2
，
3
9
7
 

2
，
6
0
3
 

3
，
8
9
8
 

台
数

5
，
8
3
7
 

5
，
57

0
 

6
，
16

1
 

6
，
5
3
5
 

9
，
46
4 

ニに

千
円

)

区
分

平
成
22

年
度

平
成
23

年
度

平
成

24
年

度
平

成
2
5年

度
平

成
2
6
年

度

収
入

2
，
3
3
6
 

2
，
1
7
5
 

2
，
3
9
7
 

2
，
6
0
3
 

3
，
8
9
8
 

支
出

7
，
9
4
8
 

8
，
2
9
0
 

8
，
2
17
 

8
，
3
8
6
 

9
，
6
5
7
 

需
用
~

5
8
5
 

6
8
8
 

7
9
7
 

7
7
9
 

1 ，
4
1
7
 

役
務
ifJ:

70
 

64
 

61
 

2
01
 

6
2
 

委
託

料
7
，
2
7
6
 

7
，
5
3
8
 

7，
3
5
9
 

7，
4
0
6
 

8
，
17
8 

そ
の

他
17
 

収
支

ム
5
，
6
12

ム
6
，
11

5
ム

5
，
8
2
0

ム
5
，
7
8
3

ム
5
，
75

9

台
数

(
単
位

千
円

(
収
入

過
去

5
年

間
の

使
用

料
収

入
及

び
利

用
台

数
の

推
移

過
去

5
年

間
の

収
支

の
推

移

ウ

う省 卦 期bラ

③
使

用
料

の
減

免

金
沢

市
歴

史
的

観
光

施
設

及
び

観
光

駐
車

場
条

例
第

9
条

に
お

い
て

、
「
市
長
は

、
特

に
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

駐
車

料
金

を
減

免
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
J

旨
規

定
さ

れ
て

お
り

、
減

免
に

関
す

る
取

扱
い

に

つ
い

て
は

、
「

金
沢

市
歴

史
的

観
光

施
設

観
覧

料
及

び
観

光
駐

車
場

駐
車

料
金

減
免

取
扱

要
綱
J

に
定

め
ら

れ

て
い

る
。

当
該

要
綱

第
2
条

第
2
項

で
は

、
「
金
沢

市
又

は
金

沢
市

教
育

委
員

会
が

主
催

又
は

共
催

す
る

事
業

に
お

い

て
観

光
駐

車
場

を
利

用
す

る
と

き
は

、
駐

車
料

金
を

免
除

す
る

。
J

と
さ

れ
て

お
り

、
個

別
の

使
用

目
的

に
着

目
し

た
減

免
は

行
っ

て
い

な
い

D

平
成

26
年

度
の

減
免

実
績

は
7
件
、

14
千

円
で

あ
る

。

備
考

高
齢

者
に

適
し

た
業

務
内

容
で

あ
り

、
高

齢
者

の

雇
用

の
促

進
を

図
る

た
め

、
地

方
自

治
法

施
行

令

第
16
7
条

の
2
第

1
項

第
3
号

に
基

づ
く

随
意

契

約
(

単
年

度
契

約
)

委
託

先

(
公
社
)
金
沢
市
シ
ノ
レ

ノ
く
一
人
材
セ
ン
タ
ー

使
用

料
徴

収
業

務
等

業
務

内
容

管
理

及
び

料
金

徴
収

業
務

委
託

オ

(
監
査
手
続
)

①
所

管
課

か
ら

関
係

資
料

の
提

供
を

受
け

、
ヒ
ア
リ
ン
グ
、

を
行

っ
た

。

②
各

観
光

駐
車

場
を

視
察

し
、

担
当

者
に

使
用

料
の

収
納

ま
で

の
業

務
手

続
を

ヒ
ア

リ
ン

グ
す

る
と

と
も

に
、

関
係

書
類

を
閲

覧
し

、
保

管
現

金
に

つ
い

て
実

査
し

た
。

ま
た

、
併

せ
て

観
光

駐
車

場
の

近
隣

の
状

況
を

観
察

し
た

。

使
用

料
に

関
す

る
事

務
取

扱
状

況

査そ
j銭

準
備

金
と

し
て

一
定

額
が

常
時

管
理

人
室

に
保

管
さ

れ
て

い
る

。

受
領

し
た

使
用

料
は

、
金

融
機

関
の

営
業

時
間

内
に

、
指

定
口

座
に

入
金

さ
れ

る
。

利
用
者
に
は
使
用
料
と
引
換
え
に
入
出
庫
時
間
及
び

~S
I金
を
記
録
し
た
レ
シ
ー
ト
を
交
付
す
る

。

同
レ

シ
ー

ト
は

同
様

の
内

容
の

も
の

が
も

う
1
通

印
刷

さ
れ

、
管

理
人

が
レ

シ
ー

ト
を

帳
簿

に
順

次

貼
り

付
け

て
い

く
。

カ

③
減

免
に

つ
い

て
、

申
5古

か
ら

承
認

、
ま

で
の

手
続

が
適

正
に

行
わ

れ
て

い
る

か
検

証
し

た
。

④
使

用
料

に
つ

い
て

、
そ

の
価

格
の

妥
当

性
に

つ
い

て
検

討
し

た
。

②
北

陸
新

幹
線

の
開

業
効

果

直
近

5
年
間
の
第

1
四
半
期

(
4
月

1
日
~
6
月

30
日
)
の
利
用
実
績
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る

。
平
成

27

年
3
月

14
日

の
北

陸
新

幹
線

の
金

沢
開

業
に

よ
り

、
観

光
地

と
し

て
の

魅
力

が
マ

ス
メ

デ
ィ

ア
や

雑
誌

を
通

じ

て
、

全
国

的
に

発
信

さ
れ

た
影

響
等

に
よ

り
、

観
光

客
が

増
加

し
た

た
め

、
平

成
2
7年

の
利

用
台

数
は

全
駐

車

場
合

計
で

普
通

車
は

前
年

同
期

比
17

.8
%
の

塙
加

、
パ

ス
で

は
同

5
1.
5

%
の

増
加

と
な

っ
て

い
る

。
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観
光

駐
車

場
の

普
通

自
動

車
の

使
用
料

に
つ

い
て

は
、

民
間
駐
車
場
と

比
較

し
で
も

、
概

ね
妥

当
な

水
準

で

あ
る

。

閲
覧

し
た

資
料

決
裁

伺
害

、
行

政
財

産
使

用
許

可
更

新
申
請

害
、
観
光

駐
車

場
駐

車
料

金
減

免
申
請

書
、

観
光

駐
車

場
駐

車
料

金
減

免
決

定
通

知
書

、
入

札
書

、
委

託
契
約
書

、
歳

入
制

定
簿

兼

収
入

原
簿

、
使

用
料

減
免

申
詩

害
等

減 N ∞ ∞ ω 羽 E q N

駐
車
場
名

駐
車

料
金

日
中

9
0
分

ま
で

し
9
5
0
円、

以
降

6
0分

毎
5
10

円
金

沢
市

観
光

駐
車

場
宿
泊

(2
0
日寺

か
ら
翌

8
時
ま
で

)
2
，
0
5
0
円
(
注
)

日
'1"
6
0
分

ま
で

1，
9
8
0
円

、
以
降

3
0
分
毎

3
0
0
円

石
川

県
営

駐
車

場
宿
泊

(2
0
時

か
ら

翌
8
1l寺

ま
で
)

2
，
7
2
0
円

日
中

6
0
分

1，
0
8
0
円

金
沢

駅
西

日
時

計
駐

車
場

宿
泊

(
17
時

か
ら

翌
10
時
ま
で
)

4
，
3
2
0
円

イ
ノ
f
ス

市
内

の
主

な
ハ

ス
駐

車
場
の

料
金

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。

表
4
4

バ
ス

駐
車
場

と
の

比
較

(
敗
査
結
果
)

¢
使

用
料

の
徴

収
事

務
に

つ
い

て

各
観

光
駐

車
場

の
管

理
人

室
に

保
管

さ
れ

て
い

る
現

金
を

実
査

し
、

出
納

11長
と
照
合
し

、
一

致
し

て
い

る
こ

と
を
確
認
し
た

。
ま
た

、
歳

入
調

定
簿

兼
収

入
原

簿
と

公
金

払
込

書
兼

領
収

証
書

を
突

合
し

、
一

致
し

て
い

る

こ
と
を

確
認

し
た

。
こ

れ
ら

の
手

続
に

お
い

て
、
問

題
点

は
検

出
さ

れ
な

か
っ

た
。

②
使

用
料

の
減

免
に

つ
い

て

「
金
沢
市
歴

史
的

観
光
施

設
観

覧
料

及
び

観
光

駐
車

場
駐

車
料

金
減

免
取

扱
要

綱
」

に
規

定
さ

れ
て

い
る

観

光
駐

車
場

に
係

る
減

免
狸
由

に
つ

い
て

は
、
合
理
性
が
あ
り

、
妥
当
な
も
の
と

判
断
す
る

。

減
免

の
申
請

か
ら

承
認

ま
で

の
手

続
も

検
証

し
た

が
、
適
切

に
行
わ
れ
て
お
り

、
指
摘

す
べ

き
事

項
は

な
い

。

闘争

(
注
)
長

町
観

光
駐

車
場
、
近

江
11町
観
光
ノ
く
ス
駐
車
場
及

び
に

し
茶

屋
観

光
駐

11
主
場
の
宿
泊

料
金

で
あ

る
。

観
光

駐
車

場
の

パ
ス

の
使

用
料

に
つ

い
て

は
、

県
営

及
び

民
間

駐
車

場
と

比
較

し
で

も
、
概

ね
妥

当
な

水
準

で
あ
る

。

③
使
用

料
の
水

準
に

つ
い

て

ア
普

通
自
動

車

観
光

駐
車

場
近

隣
の

主
な

民
間
駐

車
場

の
料

金
は

、
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
う省 卦 期bラ

④
使

用
料

収
入

の
確

保
に
つ
い
て

東
山

観
光

駐
車

場
及

び
東

山
観

光
パ

ス
駐

車
場

の
一

部
に

つ
い

て
は

、
金

沢
市

が
用

地
を

取
得

す
る

以
前

か

ら
の

使
用

者
に

対
し

、
引

き
続

き
自
家

用
車

の
駐

車
場

と
し

て
利

用
さ
せ

て
お
り

、
1
台

当
た

り
の

目
的
外

使

用
料

は
い

ず
れ

も
月

傾
1
万

円
(消

賀
'税

等
込

)
と

し
て

い
る

(
金

沢
市
が
用

地
取

得
す

る
前

の
民

間
駐

車
場

の
料
金

と
同

額
で

あ
る

)
。

そ
の

理
由

と
し
て
は

、
近

隣
に

空
き

民
間

駐
車
場
が

極
め

て
少

な
い

こ
と

か
ら

、

移
転

場
所

を
確
保

す
る

た
め

の
猶

予
期

間
が

必
要

で
あ

る
と

考
え

、
そ
の

問
、

従
前

の
駐

車
料

金
と

同
額

で
使

用
さ

せ
る

こ
と

が
適

当
で

あ
る

と
判

断
し
た
た
め
で
あ
る

。

近
隣

に
お

け
る

民
間

駐
車

場
の

状
況

を
踏

ま
え
る
と

、
移

転
場

所
の

確
保

に
相

当
の
期

間
が
必
聖
書
で
、
あ
る
こ

と
は
理
解

で
き

る
と

し
て

も
、
期

間
が

15
年

間
に

わ
た

っ
て
お
り

、
そ
の

問
、

従
前

の
駐

車
料

金
と

同
額

で
使

用
さ

せ
て

い
る

こ
と

に
つ

い
て
は

、
東

山
観

光
駐

車
場

及
び
東

山
観

光
ノ
く
ス

駐
車

場
の

適
正

な
運

営
と

本
来

得

ら
れ
る

使
用

料
収

入
を
確
保

す
る

観
点

か
ら

は
、
妥

当
で

あ
る

と
は

言
い
難

い
。

仮
に

、
東

山
観

光
駐

車
場
の
目

的
外

使
用

部
分
を

、
本

来
の

観
光

駐
車

場
と

し
て

利
用

し
た
場
合

、
以

下
の

よ
う
に

、
機

会
費

用
が

算
出

で
き
る

。

駐
車

場
名

日
中

(8
:0
0
~

18
:0

0
)

夜
間

(J
8

:0
0
~
8

:0
0
)

金
沢

市
観

光
駐

車
場

6
0
分

3
0
0
円

2
2
時
か
ら
翌
日

7
時

ま
で

3
0
分

毎
10
0
円

(
注
)

1
 

8
0
0
円

(
注

)
2

 

名
鉄
協
商
ノ

司
ー

キ
ン

グ
6
0
分

10
01

工
!

6
0
分

10
0
円

金
沢

長
田]

最
大

6
0
0
円

最
大

5
0
0
円

平
日

6
0
分

2
0
0
円

3
0
分

毎
10
01

工
l

6
0
分

10
0
1'[
1

進
栄

駐
車

場
土

日
祝
日

6
0
分

4
0
0
円

最
大

1，
0
0
0
円

3
0
分

毎
10
0
円

最
大

1，
50

0
円

(
注
)

3
 

北
国

駐
車

場
2
0
分

10
0
円

最
大

8
0
0
円

6
0
分

10
0
円

最
大

8
0
0
円

主
計

町
駐

車
場

3
0
分

10
0
円

6
0
分

10
0
円

最
大

5
0
0
円

橋
場

町
パ

ー
キ

ン
グ

3
0
分

10
0
円

6
0
分

10
0
円

最
大

5
0
0
円

パ
シ

フ
ィ

ッ
ク

パ
ー

ク
東

山
2
0
分

10
0
円

最
大

8
0
0
円

2
0
分

10
0
円

最
大

5
0
0
円

名
鉄

協
商

ノ
号
ー

キ
ン

グ
6
0分

10
0
円

最
大

8
0
0
円

金
沢

に
し

茶
屋

街
前

民
間
駐

車
場

と
の

比
較

表
4
3

7
 :0
0
~
2
2 
:0
0
ま
で
の

使
用

料
で

あ
る

。

東
山

観
光

駐
車

場
及

び
東

山
何
回半

駐
車
場
の
宿
泊
料
金
で
あ
る

。

8
:

 
00
~

22
 :
00
ま

で
の
使

用
料

で
あ

る
。

(
注
)

1
 

2
 

3
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(8
)

駅
前

広
場

金
沢

駅
は

、
西
日
木
旅
客
鉄
道
、

1
 R
い

し
か

わ
鉄

道
及

び
北

陸
鉄

道
が

釆
り

入
れ

る
駅

で
あ

り
、

平
成

23

年
に

は
、

ア
メ

リ
カ

の
旅

行
雑

誌
I
ト
ラ
ベ
ル
&
レ
ジ
ャ
ー
」
の

W
e

b
版

で
、

日
本

の
駅

で
唯
一

、
世
界
で

最
も

美
し

い
駅

14
選

に
選

ば
れ

て
お

り
、

ガ
ラ

ス
に

覆
わ

れ
た

も
て

な
し

ド
ー

ム
と

伝
統

芸
能

に
使

わ
れ

る
鼓

を
モ

チ
ー

フ
に

し
た

鼓
門
が
特
徴

の
駅
で
あ
る

。
こ

の
金

沢
駅

の
兼

六
園

口
(

東
口

)
と

金
沢

港
口

(
西

口
)

に
お
い
て

、
金
沢
市

は
公

衆
の

利
便

に
供

す
る

と
と

も
に

、
に

ぎ
わ

い
を

創
出

し
、
人
々

の
交
流
を
促
進
す
る

た
め

、
駅

前
広

場
を

設
置

し
て

い
る

。

減 N ∞ ∞ ω 羽 E q N

開
設
日

平
成

17
年

3
月

施
設

の
内

容

パ
ス

発
若

場
、

タ
ク

シ
ー

駐
車

場
等

(
詳

細
後

述
)

バ
ス

発
着

場
、

タ
ク

シ
ー

駐
車

場
、

自
家
用
車
駐
車
場

等
(

詳
細

l後
述
)

①
施

設
の

概
要

(
総

括
)

名
称
、

金
沢

駅
東

広
場

目
的
外
使
用
料
は
、
前
年
度
の
使
用
料
基
礎
額
に
物
価
ス
ラ
イ
ド
率
(
消
賀
'
者
物
価
指
数
と
地
価
変
動
率
の

平
均

値
)

を
来

じ
る

こ
と

に
よ

り
、

当
該

年
度

の
使

用
料

基
礎

額
を

算
出

し
、

こ
れ
を
参
考
資

料
と
し
て
設
定

し
て
い
る
が

、
当
初
の
使

用
料

基
礎
綴
が
し

、か
に
し
て

算
定

さ
れ

た
か

は
不

明
で

あ
る

。
ま
た

、
消

費
税

率
が

5
%
か
ら

8
%
に

引
き

上
げ

ら
れ

た
|燦

に
も

、
増

税
分

は
転

嫁
さ

れ
て

い
な

い
。

加
え
て
、
並
木
町
や
橋
場
開
]

の
民

間
の

月
極

駐
車

場
で

は
、

12
，
6
0
0
円
か
ら

12
，
96
01

工
lが

相
場

と
な

っ
て

お
り

、
目

的
外

使
用

料
は

、
低

廉

で
あ
る
と
言
え
る

。

東
山
観
光
駐
車
場
及
び
東
山
観
光
ノ
く
ス
駐
車
場
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
と
お
り
、
北
陸
新
幹
線
の
開
業
も
禍

ま
っ
て

、
利
用

台
数
が
大
き
く

増
加

し
て
い
る
状
況
に
あ
り

、
施

設
の

設
世

目
的

を
踏

ま
え

、
そ

の
効

果
を

最

大
化
す
る
こ
と
に
よ
り

、
使

用
料

収
入

の
確

保
に

つ
な

げ
て

い
く

必
要

が
あ

る
。

一
方

、
近

隣
の

民
間

駐
車

場
の

状
況

等
か

ら
、
移
転
場

所
の

確
保

が
引

き
続

き
難

し
い

状
況

に
あ

る
こ

と
も

推
察
で
き
る

。
こ
の
た
め

、
今

後
も

移
転

場
所

が
磯

保
さ

れ
る

ま
で

目
的

外
使

用
許

可
を

継
続

す
る

必
要

が
あ

る
の

で
あ

れ
ば

、
消
'
I
'
f
税

を
適
正
に

t伝
嫁

す
る

こ
と

を
含

め
、

目
的

外
使

用
料

の
妥

当
性

を
改

め
て

検
証

す
る

必
要
が
あ
る

。
平

成
2
6年

3
月

金
沢

駅
西

広
場

①
-

1
金

沢
駅

東
広

場

ア
概

要

再
整

備
に

よ
っ

て
平

成
17
年

3
月

に
完

成
し

た
。

施
設

の
概

要
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

【意
見

]

観
光

駐
車

場
に

お
け

る
目
的
外
使
用
許
可

を
今

後
も

継
続

す
る

必
要

が
あ

る
の

で
あ

れ
ば

、
消

費
税

を
適

正
に

転

嫁
す

る
こ

と
を

含
め

、
目

的
外

使
用

料
の

妥
当

性
を

改
め

て
検

証
す

る
必

要
が

あ
る

。

闘争 卦 bラ 期う省
面

積
19
，4

0
0
n
f
 

パ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ノ
レ

乗
車

11
台

、
降

車
5
台
、
待
機

8
台

タ
ク

シ
ー

乗
降

場
乗

車
3
台

、
降

車
5
古
、
プ
ー
ノ
レ

57
台

地
交

通
施

設
一

般
車

降
車

場
4
台

(
う
ち
障
害
者
用

1
台
)

上
一
般
車
駐
卓
:場

45
台

(
う
ち
障
害
者
用
屋
根
付
き

2
台
)

J1: 
福

祉
・
許

可
車

両
専

用
駐

車
場

場
も
て
な
し
ド
ー
ム

建
築

面
積

3
，0

0
0
nf
、
高
さ

29
.5

m

附
属

施
設

鼓
門

通
路

幅
7
.
5
m
、
属

板
rlr]i
j
2
4
.0

m
、

rhi
さ

13
.
7
m

乗
車
場
、
ン
ェ
ノ
レ
タ
ー

建
築

面
積

4
，
10
0n
f
、
軒
両

4
m

バ
ス

・
タ

ク
シ

ー
案

内
所

建
築

面
積

67
rrf
 

延
床

面
積

10
，

 
55
0r
rf
 

地
イ

ベ
ン

卜
広

場

ラ
イ
ト
コ
ー
ト
(
和
風
庭
園
)

下
中

央
監

視
室

広
附

属
施

設
ト
イ
レ

男
・
女

、
フ

ァ
ミ

リ
ー

ト
イ

レ
、

オ
ス

ト
メ

イ
卜

ト
イ

レ
場

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

5
基

昇
降

機
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
(
上
り

・
下
り
)

2
基

4
込
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区
分

算
定

根
拠

備
考

公ア
Tて
地

価
道

路
占

用
料

条
例

地
下

街
(
平
成

2
4年

金
沢

ガ
ー
デ
ン
ホ
テ
ノ
レ
)

x
 
適

用
割

合
=

 
m

2
単

価
外

税

5
5
5
，0

0
0
円
/

ポ
X

 
0
.
00

3
 

1，
6
6
5
円
/

nf

パ
ス

発
着

場
平

成
2
6
年

消
費

税
噌

税
に

伴
う

改
定

内
税

(
注
)

1
 

1，
3
0
0
円

/
台

・
月

→
 

1，
3
0
0
円

/
1.
0
5
X
1.
0
8

今
1，
3
3
0
円
/

台
・
月

タ
ク

シ
ー

駐
車

場
平

成
26

年
消

費
税

i曽
税

に
伴

う
改

定
内
税

(
注
)

1
 

85
0
円

/
台

・
月

→
 

85
0
円

/
1.
0
5
x
 1. 
0
8

 
""
 

8
7
0
円
/

台
・
月

公
木

地官
!日

道
路

占
用

料
条

例

自
家

用
車

駐
車

場
(
平
成

2
4年

金
沢

ガ
ー
デ
ン
ホ
テ
ノ
レ
)

×
 
適

用
割

合
=

 
n1
単

価
外

税

5
5
5
，0
0
0
円

/
nf

X
 
0
.0

0
6
 

=
 
3
，3

3
0
円

/
nf

年
間

維
持

管
理
料

イ
ベ

ン
ト

広
場

専
用

割
合

維
持

管
理
料

/
日

内
税

イ
ベ

ン
ト

広
場

4
9
，0

3
2
，7

67
円

X
1，

 
5
0
0
n
f
/

10
，

 
55

0
m'

 7
 
36

5
日

と
19
，
10
0
円
/

日
平

成
26

(
注
)

2
 

対
l持

管
理

料
/

日
1
日
当

た
り

利
用

時
間

年
制

定
19
，

 10
0
円
/

日
X

 
13
時

間
/

24
時

間
王寺

10
，0

0
0
円

/
日

使
用

料
単

価
の

算
定
根

拠
ウ

)  
打 「

区
分

平
成

22
年

度
平

成
2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5年

度
平

成
2
6
年

度

地
下

街
(

注
)

1
 

数
孟
k

4
6
7
111

 
4
6
7
m'

 
4
6
7
m'

 
4
6
7
n
f
 

4
6
7
n
f
 

単
価

1 ，
9
5
0

 
1
，9

5
0

 
1，
6
6
5
 

1，
6
6
5

 
1， 

6
6
5
 

ノ
、
ス
発
着
場
(
注
)

2
 
数

量
9
2
台

9
2
台

9
2
台

9
3
台

9
3
台

単
{ill
i

1，
3
0
0
 

1，
3
0
0

 
1，

3
0
0
 

1，
30

0
 

1，
33

0
 

タ
ク

シ
ー

駐
車
場

数
量

2
9
台

29
台

2
9
台

2
9
台

29
台

(
注
)

2
 

単
価

8
5
0
 

8
5
0
 

8
50
 

8
5
0

 
8
7
0

 

自
家

用
車

駐
車

場
数

量
1，

17
0
n
f
 

1 ，
17

0
m'

 
1，

17
01
1f

 
1，

17
01
1f

 
1，

17
0
n
f
 

(
注
)

3
、

4
単
価日

3
，9

0
0

 
3
，9

0
0
 

3
，
3
3
0
 

3
，
3
3
0
 

3
，3

3
0

 

イ
ベ

ン
ト

広
場

数
量

----
---

----
---

----
---

----
---

19
9
日

単
古
Il i

----
---

----
---

----
---

----
---

10
，0

0
0

 

(1詳
イ立

過
去

5
年

間
の

使
用

料
単

価
の
推

移
イ

う省 卦 期bラ

(
注
)

1
.
バ

ス
発

着
場

、
タ

ク
シ

ー
駐

車
場

は
当

初
、

昭
和

4
0年

に
金

額
が

設
定

さ
れ

た
が

、
当
時

の
資

料
が
な

く
、
根

拠
は

不
明

で
あ
る

。

2
.
イ

ベ
ン

ト
広

場
の

年
間

維
持

管
理

料
は

、
駅
東

広
場

の
平

成
24

年
度

の
年

間
維

持
管

理
料

1
10

，
1
15

，
4
6
9
 

円
を

、
面
積
按
分
等
に
よ
り

、
地
下
分
の
年
間
維
持
管
理
料
を
~
出
し
た
も
の
で
あ
る

。

区
分

平
成

22
年

度
平

成
2
3年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
26

年
度

地
下

街
91

0
 

9
10

 
7
7
7
 

77
7

 
7
77
 

パ
ス

発
着

場
1，
4
3
5
 

1，
4
3
5

 
1
，4

3
5

 
1，
4
3
9
 

1
，4

69
 

タ
ク

シ
ー

駐
車

場
29

5
 

2
9
5

 
2
9
5

 
2
9
5

 
30

2
 

自
家

用
車

駐
車

場
4
，5

6
3
 

4
，5

6
3

 
3
，8

9
6
 

3
，8

9
6
 

4
，2

0
7
 

イ
ベ

ン
卜

広
場

-----
-
-----
-
-----
-
-----
-

1，
9
90

 

そ
の

他
(
注
)

29
1

 
2
8
7

 
2
9
5

 
2
9
5

 
3
4
7

 

合
計

7 ，
4
94
 

7
，4

9
0
 

6
，6

9
8

 
6
，
70
2 

9
，0

9
2

 

千
円
)

(
単
位

過
去

5
年

間
の

使
用

料
収

入
の

推
移

コニ

(
注
)

1.
地

下
街

に
つ

い
て

は
、

国
か

ら
の

通
達

「
指
定
区

間
内

の
国

道
等

に
係

る
地

下
街

、
地

下
室

等
の

占
用

料
の

額
の

算
定

に
つ

い
て

」
に

基
づ

き
、
平

成
24

年
に

近
傍

類
似
佃

l絡
を

路
線

価
か

ら
公

示
地

価
に

改
め

た
こ

と
に

よ
り

改
定

さ
れ

た
。

地
下

街
は

金
沢
都

ホ
テ
ノ
レ
に

一
括

し
て

貸
し

出
し

て
い

る
。

2
 
バ

ス
発

着
場

及
び

タ
ク

シ
ー

駐
車

場
に

つ
い

て
は

、
平

成
2
6年

に
消

賀
'税

増
税

に
伴

っ
て

改
定

さ
れ

た
。

3
 

自
家

用
車

駐
車

場
に

つ
い

て
は

、
固

か
ら

の
通

達
「

指
定

区
間

内
の

国
道

等
に

係
る
地

下
街

、
地

下
室

等
の

占
用

料
の

額
の

算
定

に
つ

い
て
J

に
基
づ
き

、
平

成
24

年
に

近
傍

類
似

価
格

を
路

線
価

か
ら

公
示

地

価
に

改
め

た
こ

と
に

よ
り

改
定

さ
れ

た
。

ま
た

、
平

成
26
年

に
消

費
税

地
税

を
機

に
、
自

家
用

車
駐

車
場

の
ヒ

記
使

用
料

は
非

課
税

か
ら

8
%

課

税
に

変
更

さ
れ

て
い

る
が

、
そ

れ
ま

で
は

消
費

税
の

非
課
税

対
象

(
土

地
の

貸
付

け
に

係
る
期

間
が

1
月

以
上

の
場
合
)
と
考
え
て
i
l
!
l
!税

し
て

い
な

か
っ

た
と

こ
ろ

、
消

費
税

地
税

に
伴

う
使

用
料

見
直

し
に

当
た

り
、
再

検
討

し
た

と
こ

ろ
、

「駐
車

場
そ

の
他

の
施

設
利

用
に

伴
っ

て
土

地
が

使
用

さ
れ

る
場

合
」

に
該

当
し

、
課

税
す

べ
き

で
あ

る
と

考
え

て
、

8
%

の
課

税
を

行
う

こ
と

と
し

た
た

め
で

あ
る

。
な
お

、
表

内

の
単
価

は
外

税
表

記
と

し
て

い
る

。

4
 

自
家

用
車

駐
車

場
は

、
金

沢
市
と

J
R
西

日
本

と
の

問
で

協
定

が
締

結
さ

れ
て

お
り

(金
沢

駅
東

広
場

自
家

用
駐

車
場

の
管

理
運

営
に

関
す
る

協
定

者一
)

、
同

協
定

(
第

2
条

第
2
項

)
に

お
い

て
、

J
R
西

日

本
が

当
該

駐
車

場
の

運
用

を
金

沢
市

駅
前

広
場

条
例

(昭
和

4
0
年

条
例

第
3
号

)
の

自
家

用
車

駐
車
場

の

規
定

に
準

じ
て

行
う
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

そ
の

た
め

、
J

R
西

日
本

が
利
用

者
か

ら
駐

車
場

使
用

料
を

収
受

し
て

い
る

が
、

利
用

者
に
対

す
る

料
金

は
、
金

沢
市

が
直

轄
す

る
駅

西
広

場
の

自
家

用
車

駐
車

場
と

同
じ
く

f2
0分
ま
で

1!!
1、料
、

20
分
~

l
時
間

30
0
円
、
以
降

30
分
ご
と
に

10
0
JI

IJ
に
設

定
さ
れ

て
い

る
。

(
注
)
そ
の

他
と
は

、
駅

前
交

番
、

パ
ス

・
タ

ク
シ

ー
案

内
所

、
看

板
等

設
置

等
に

係
る
使

用
料

で
あ

る
。
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区
分

算
定

根
拠

パ
ス

発
着

場
平

成
2
6年

消
'
I
'
i
'
税
増
税
に
伴
う
改
定

(
注
)

1
 

1，
3
0
0
円
/

台
・
月

→
 

1，
3
0
0
円

/
1.
0
5
 x

 1. 
0
8
 
~干

1，
33

0
円
/
台

・
月

タ
ク

シ
ー

駐
車

場
平

成
2
6年

消
費

税
噌

税
に

伴
う

改
定

(
注
)

1
 

8
5
0
円

/
台

・
月

→
 

8
5
0
円

/
1.
0
5
x
 1. 
08
 
""
 

8
7
0
円
/

台
・
月

自
家

用
車

駐
車

場
2
0
分

ま
で

無
料

20
分
~
l
時
間

30
0
円

(
注
)

2
 

以
降

3
0分

ご
と

に
10
0
円

平
成

24
年

設
定

金
沢
市
観
光
ノ
く
ス
駐
車
場
の
使
用
料

(9
0
分

ま
で
)

1，
9
0
01
司

団
体
ノ
ミ
ス
乗
降
場

1
時

間
当

た
り

に
換

算

1，
9
0
0
円

x
 

2
/

3
 

ミ
1，
2
0
0
円

/
時

間

平
成

2
6年

消
費

税
増

税
に

伴
う

改
定

1，
2
0
0
円
/

1.
05

x
 1. 
0
8
 

与
し

2
3
0
円
/

時
間

使
用

料
単

価
の

算
出

根
拠

ウ

千
円
)

区
分

平
成

22
年

度
平

成
2
3年

度
平

成
2
4年

度
平

成
25
年

度
平

成
2
6
年

度

収
入

7
，4

9
4

 
7
，4
9
0
 

6
，6

9
8
 

6
，
7
0
2
 

9
，0

9
2
 

支
出

11
6
，
3
0
9
 

11
4
，

 13
6 

11
0
，

 1
13

 
10
9
，8

5
6
 

10
9
，
2
7
6
 

需
用
賀
'

29
，9

6
0
 

29
，0

6
5
 

27
，5

4
2
 

2
7
，4

6
0
 

3
0
，9

14
 

役
務

費
6
6
0
 

8
5
6
 

1，
0
1
9
 

5
0
3
 

3
，8

6
9
 

委
託

料
8
5
，
6
8
5
 

8
4
，2

11
 

81
，4

5
8
 

8
1，
8
9
3
 

7
4
，4

9
3
 

そ
の

他
4

 
4

 
9
4
 

収
支

ム
10
8
，8

15
ム

10
6
，6

4
6

ム
10
3
，4

1
5

ム
10
3
，
15
4 

ム
10
0
，
18
4

(
単
位

過
去

5
年

間
の

収
支

の
推

移
オ

①
-
2
金

沢
駅

西
広

場

ア
概

要

再
:
整
備
に
よ
っ
て
平
成

2
6年

3
月

に
完

成
し

た
。

再
整

備
工

事
期

間
中

も
利

用
者

が
各

施
設

を
使

用
で

き
る

よ
う

、
工

事
は

区
分

け
し

て
行

わ
れ

た
た

め
、

各
施

設
の

供
用

開
始
時
期
lは

異
な

る
。

施
設

の
概

要
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

闘争 う省 卦

(
注
)

1
 
パ

ス
発

着
場

及
び

タ
ク

シ
ー

駐
車

場
の

使
用

料
は

、
駅

東
広

場
の

使
用

料
に

準
じ

て
お

り
、

前
記

の
と

お
り

恨
拠

は
不

明
で

あ
る

。

2
 

自
家

用
車

駐
車

場
の

使
用

料
は

平
成

4
年

に
設

定
さ

れ
た

が
、

当
時

の
根

拠
は

不
明

で
あ

る
。

千
円
)

(
単
位

過
去

5
年

間
の

使
用

料
収

入
の

推
移

ニE

広
場

関
税

27
，0

0
0
rr
r

 

交
通

施
設

バ
ス
タ

ー
ミ
ナ
ノ
レ

乗
車

8
台

、
降

車
2
台

、
待

機
6
台

タ
ク

シ
ー

乗
降

場
乗

車
4
台

、
降

車
2
台

、
プ
ー
ノ
レ

3
6
台

一
般
車
|
年
車
場

4
台

(
う

ち
障

害
者

用
2
台
)

一
般

車
駐

車
場

6
8
台

附
属

施
設

駅
西

イ
ベ

ン
卜

広
場

bラ 期

区
分

平
成

2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
25

年
度

平
成

2
6
年
度

パ
ス

発
着

場
5
9
2
 

5
9
2
 

5
9
2
 

9
6
7
 

1，
13
4 

タ
ク

シ
ー

駐
卓

場
3
5
7
 

3
5
7
 

3
5
7
 

35
7 

37
5 

自
家
用
止
紅
白
，1*

場
3
1
6
，5

8
3
台

3
1
2
，6

15
台

3
1
1，
4
8
7
台

3
2
6
，
13
6
台

34
1
，6

2
9
台

4
6
，
0
12

 
4
9
，
9
4
4
 

4
3
，
5
1
8
 

4
6
，
3
4
6
 

52
，8

6
7

 

団
体
ノ

t
ス

乗
降

場

----
----

----
----

2
7
，0

6
5
台

57
，
3
2
6
台

4
5
，
8
0
7
台

----
----

----
----

8
7
0
 

2
，
13

1
 

2
，
6
9
8
 

そ
の

他
3

 
10
 

3
1

 
12
6 

ぷE
泳3
三H

4
6
，9

6
2
 

50
，
8
9
6
 

45
，
3
4
7
 

4
9
，
8
3
2
 

57
，
2
0
0
 

(
注
)

1
 
平

成
25
年

度
に

パ
ス

発
着

場
の

利
用

が
急

増
し

て
い

る
の

は
、

平
成

2
4年

4
月

の
若
手
馬
県
で
の

高
速

ツ
ア

ー
パ

ス
事

故
の

影
響

に
よ

り
、

バ
ス

停
留

所
の

確
保

等
規

制
が

強
化

さ
れ

、
高

速
乗

合
ノ

ミ
ス

が

パ
ス

発
新

場
を

利
用

す
る

こ
と

に
な

っ
た

た
め

で
あ

る
。

2
 
そ

の
他

と
は

、
地

下
篭

線
、

看
板

等
設

世
笥

;
に

係
る

使
用

料
で

あ
る

。

区
分

旧
価
絡

改
定

価
格

パ
ス

発
着

場
(

注
)

1
 

1
台

1，
3
0
0
円
/
月

1
台

1，
33
0
円
/
月

タ
ク

シ
ー

駐
車

場
(

注
)

1
 

1
省

8
50

円
/
月

1
台

8
70

円
/
月

20
分

ま
で

無
料

自
家

用
車

駐
車

場
20
分
~

l
時
11，
¥]
30
01

工
l

変
更

な
し

以
降

30
分

ご
と

に
10
0
円

30
分

ま
で

無
料

30
;ト

〉
ま
で
現
W
N

団
体
ノ
《
ス
乗
|
準
場
(
注
)

1
 

30
分
~

J
時

11'
\1

1，
20

0
円

30
分
~

l
時
間

1，
23

0
円

以
降

1
時

間
ご

と
に

し
2
0
0
円

以
降

1
Jl寺

問
ご
と
に

1，
2
3
0
円

駅
西

イ
ベ

ン
ト

広
場

(
注

)
2

 
!!
lm
 

!!ll
1'ヰ

使
用

料
単

価
の

推
移

イ

(
注
)

1
 
平

成
26

年
消

費
税

増
税

に
伴

う
改

定
。

2
 
駅

西
イ

ベ
ン

卜
広

場
は

屋
外

に
あ

り
、

天
候

に
よ

り
イ

ベ
ン

ト
の

開
催

が
左

右
さ

れ
る

が
、

広
く

市
民

に
使

っ
て

も
ら

う
た

め
、
無
料

と
し
て
い
る

。
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決
裁

{
司

書
、

金
沢

駅
東

広
場

自
家

用
車

駐
車

場
の

管
理

運
営

に
関

す
る

協
定

書
、

制
約

付
き

一
般

競
争

入
札

に
|到

す
る

公
告

、
競

争
参

加
申

詩
書

、
入

札
害

、
委

託
契

約
書

、

歳
入

制
定

簿
兼

収
入

原
簿

、
使

用
料

減
免

申
請

書
、

金
沢

市
駅

前
広

場
使

用
許

可
書

等

閲
覧

し
た

資
料

千
円
)

(
単
位

過
去

5
年

間
の

収
支

の
推

移
オ

減 N ∞ ∞ ω 羽 E q N

(
監
査
結
果
)

①
使

用
料

の
徴

収
事

務
に

つ
い

て

平
成

27
年

3
月
分
の
自
家
用
車
及
び
団
体
ノ
く
ス
の
領
収
書
と
歳
入
制
定
簿
兼
収
入
原
簿
を
突
合
し
、

一
致

し

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

が
、

適
正

に
処

理
さ

れ
て

お
り

、
問

題
点

は
検

出
さ

れ
な

か
っ

た
。

区
分

平
成

22
年

度
平

成
2
3年

度
平

成
2
4年

度
平

成
2
5年

度
平

成
2
6
年

度

収
入

4
6
，9

6
2
 

5
0
，8

9
6
 

45
，3

4
7
 

49
，8

3
2
 

57
，2

0
0
 

支
出

29
，3

7
0

 
58

，
15
5 

63
，3

6
3
 

6
4
，7

9
6
 

9
3
，3

6
0
 

需用
'1
1(
'

3
，9

16
 

8
，
18
3 

5
，8

3
4
 

5
，9

5
5
 

7
，4

70
 

役
務
~

2
77
 

5
4
9
 

5
4
4
 

2
，3

3
2
 

5
6
6
 

委
託

料
22

，5
2
4
 

4
6
，7

7
0
 

54
，3

3
2
 

54
，8

5
1

 
8
5
，0

5
2
 

そ
の
f也

2
，6

5
3
 

2
，6

5
3
 

2
，6

5
3
 

1，
6
5
8
 

2
7
2
 

収
支

17
，5

9
2
 

ム
7
，2

5
9

ム
18
，0

16
ム

14
，9
6
4

ム
3
6
，
16
0

②
使

用
料

の
減

免
に

つ
い

て

金
沢

市
駅

前
広

場
条

例
に

規
定

さ
れ

て
い

る
減

免
理

由
に

つ
い

て
は

、
合

理
性

が
あ

り
、

妥
当

な
も

の
と

判

断
す

る
。

減
免

の
申

請
か

ら
承

認
ま

で
の

手
続

を
検

証
し

た
が

、
適

切
に

行
わ

れ
て

お
り

、
指

摘
す

べ
き

事
項

は
な

い
。

②
北

陸
新

幹
線

の
開

業
効

果

直
近

5
年
間
の
第

1
四
半
期

(
4
月

1
日
~
6
月

30
日
)
の
利
用
実
績
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る

。
平
成

27

年
3
月

14
日

の
北

陸
新

幹
線

の
金

沢
開

業
に

よ
り

、
平

成
27

年
度

の
金

沢
駅

西
広

場
の

駐
車

場
の

利
用

台
数

は

前
年

同
期

比
1
7
.
7
%
の

増
加

と
な

っ
て
い
る

。

闘争 う省

③
使

用
料

の
水

準
に

つ
い

て

金
沢

市
以

外
が

運
営

す
る

金
沢

駅
周

辺
の

主
な

駐
車

場
の

料
金

は
、

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

表
4
7

金
沢

駅
周

辺
の

主
な

駐
車

場
料

金

卦 期bラ

駐
車

場
名

駐
車

料
金

管
理

者
自

家
用

車
団

体
(

大
型

)
パ

ス

2
0
分
ま
で
無
1
"1

3
0
分
ま
で
無
事
|

金
沢

駅
前

広
場

駐
車

場
20
分
~

l
時
間

30
0
円

3
0
分
~

l
時
間

11
，
23
0
円

金
沢

市

以
降

3
0
分

ご
と

に
10
0
円

以
降

1
時

間
ご

と
に

1，
2
3
0
円

金
沢

駅
西

即
時

計
駐

車
場

3
0
分
ご
と

10
0
円

6
0
分

1 ，
0
8
0
円

民
間

ポ
ノ
レ
テ
金
沢
駐
車
場

6
0
分

ま
で

4
0
0
円

民
間

以
降

30
;分

ご
と
に

2
0
0
円

石
川

県
立

音
楽

堂
6
0
分

ま
で

4
0
0
円

石
川

県
以

降
3
0
分

ご
と
に

20
0
円

金
沢

フ
ォ

ー
ラ

ス
駐

車
場

6
0
分

ま
で

3
0
0
円

民
間

以
降

3
0
分

ご
と

に
10
0
円

③
使

用
料

の
減

免

駅
前

広
場

の
使

用
料

は
、

金
沢

市
駅

前
広

場
条

例
第

7
条

に
お

い
て

、
「

園
、

地
方

公
共

団
体

そ
の

他
公

共
団

体
に

お
い

て
、

公
用

又
は

公
共

用
に

供
す

る
た

め
、

必
要

を
生

じ
た

と
き

J
、
「
市
長
が
特
に
必
要
と
認
め
た
と

き
J

に
減

免
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

規
定

さ
れ

て
い

る
。

当
該

条
例

に
基

づ
き

、
ガ

ス
管

、
水

道
管

、
公

衆
無

線
L
A
N
ケ
ー
フ
ソ

レ
引
込
線
、
展
示
ボ

ー
ド
等

、
公

共

的
な

設
備

の
設

置
等

に
お

い
て

減
免

申
請

が
な

さ
れ

、
許

可
し

て
い

る
。

平
成

2
6年

度
の

減
免

実
紛

は
、
金

沢
駅

東
広

場
4
5
件、

3
，
0
2
4
千
円

、
金

沢
駅

西
広

場
25

件、
4
0
8
千

円
で

あ

る
。

ー l 品 吋 | |

ま
た

、
金

沢
市

が
平

成
2
7年

8
月

に
実

施
し

た
中

核
市

に
お

け
る

駅
前

広
場

の
状

況
調

査
結

果
は

、
以

下
の

と
お

り
で

あ
り

、
中

核
市

4
5
市

の
う

ち
25

市
か

ら
回

答
が

あ
っ

た
。

(
監
査
手
続
)

①
所

管
課

か
ら

関
係

資
料

の
提

供
を

受
け

、
ヒ

ア
リ

ン
グ

を
行

っ
た

。

②
駅

西
広

場
の

収
入

に
つ

い
て

、
平

成
2
7年

3
月

分
(

サ
ン

プ
リ

ン
グ

に
よ

り
抽

出
)

の
自

家
用

車
及

び
団

体

パ
ス

の
領

収
書

と
歳

入
調

定
簿

兼
収

入
原

簿
を

閲
覧

し
た

。

③
減

免
に

つ
い

て
、
申
311

か
ら

承
認

ま
で

の
手

続
が

適
正

に
行

わ
れ

て
い

る
か

検
証

し
た

。

@
:
使
用
料
の
妥
当

性
に

つ
い

て
検

討
し

た
。
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表
5
0

イ
ベ

ン
ト

広
場

の
他

都
市

の
料

金

金
沢

市
屋

内
1

日
10
，0

0
0
fI
l

(
金
沢
駅
東
広
場
)

姫
路

市
屋

内
1

日
1

rr
f当
た
り

30
円
~

20
0
円
(
販
売
行
為
の
有
無
、
入
場
料
徴
収
の
有
無
に
よ
っ
て
区

分
)

和
歌

山
市

J孟
内

l
H寺

間
2
，0

0
0
円

金
沢

市
屋

外
無

料
(
金
沢
駅
西
広
場
)

(
注
)

郡
I-Li

市
屋

外
使

用
料

4
0
0
円

/
時

間
、

音
響

設
備

70
0
円

/
時

間
、

照
明

設
備

10
0
円

/
時

間
、

電
源

l
k

w
当
た
り

10
0
円

/
時

間

長
野

市
屋

外
1

日
2
0
0
，0

0
0
円

岐
阜

市
屋

外
37

円
/

n-1
/

日

姫
路

市
屋

外
1

日
1

nf
当
た
り

30
円
~
2
00
円
(
販
売
行
為
の
有
無
、
入
場
料
徴
収
の
有
無
に
よ
っ
て
区

分
)

下
関

市
屋

外
1

日
1

ni
当
た
り

12
円

96
銭
~
1
29
円
(
使
途
に
よ
っ
て
区
分
)

大
分

市
屋

外
1

日
l
n-f
当

た
り

約
7_

56
円

(
商

業
利

用
は

1
日

l
n-f

当
た

り
約

3
2
.4
0
円
)

(
注

)
金

沢
駅

西
広

場
内

の
イ

ベ
ン

ト
広

場
は

屋
外

に
あ

り
、

天
候

に
よ

り
イ

ベ
ン

卜
の

開
催

が
左

右
さ

れ
る

が
、

広
く

市
民

に
使

っ
て

も
ら

う
た

め
、

無
料

と
し

て
い

る
。

闘争 う省
金

沢
市

の
駅

前
広

場
使

用
料

に
つ

い
て

は
、

他
の

中
核

市
等

と
比

較
し
て
も

、
概

ね
妥

当
な

水
準

で
あ

る

と
考

え
ら

れ
る

。

金
沢

市
2
0
分

ま
で

無
事
|

20
分
~

l
時
間
ま
で
は

3
00
円

以
降

30
分

ご
と

に
10
0
円

函
館

市
3
0分

ま
で

無
事
|

30
分
~

l
時
間
ま
で
は

2
0
0
円

以
降

30
分

ご
と

に
10
0
円

盛
岡

市
5
0
分

ご
と

に
10
0
円

入
JlJ
i後

24
11寺
!日

1ま
で

5
0
0
円

24
11
寺

間
以

降
24
11
寺
問
ご
と

に
5
0
0
円

相
1山

市
3
0
分

ま
で

無
料

30
分
~

ll
l寺
閉
ま
で
は

4
00
円

以
降

30
分

ご
と

に
2
0
0J
I1

!日
川
崎
市

2
0
分

ま
で

無
料

以
降

2
0
分

ご
と

に
10
0
円

長
野

市
3
0
分

ま
で

無
料

以
降

30
分

ご
と

に
30

0
円

岐
阜

市
2
0
分

ま
で

無
料

20
分
~

l
時
間
ま
で
は

3
00
円

以
降

2
0
分

ご
と

に
10
0
円

豊
橋

市
2
0
分

ま
で

無
料

30
分

ご
と

に
15
0
円

尼
崎

市
2
0
分
に
つ
き

10
0
円

(2
4
時
間
最
大
料
金

1，
0
0
0
円

(0
:
0
0
~
6
:

0
0
は
出
入
庫
不
可
)

)
 

奈
良

市
①

5
時

間
以

内
ま

で
②

5
時

間
以

上
2
4
時

間
以

内
の

2
4
時

間
以

上
の

場
合

は
2
4
時

間
ご

と

3
0
分

ご
と

に
15
0
円

場
合

、
1，
50

0
円

に
左

記
①

及
び

②
で

算
出

和
歌

山
市

15
分

ま
で
!!!
q
斗

以
降

3
0
分

ご
と

に
50

0
円

福
山

市
3
0
分

ま
で

15
0
円

次
の

30
分

ま
で

15
0
円

以
降

3
0
分

ご
と

に
12
0
円

高
松

市
2
0
分

ま
で

無
料

入
!
斑
後

3
0分

ご
と

に
15
0
円

高
知

市
3
0
分

ま
で

無
事
|

以
降

30
分

ご
と

に
10
0
円

大
分

市
2
0
分

ま
で

無
料

20
分
~

l
時
間
ま
で
は

2
0
0
円

以
降

30
分

ご
と

に
10
0
円

鹿
児

島
市

2
0
分

ま
で

無
料

20
分

を
超

え
る

場
合

、
入

j車
I侍

か
ら
3
0分

ご
と

に
2
0
0
円

自
家

用
車

駐
車
場

の
中

核
市

の
料

金
表

4
8

(
注

)
他

都
市

に
お

い
て

複
数

の
自

家
用

車
駐

車
場

が
あ

り
、
異

な
る

料
金

体
系

を
設

定
し

て
い

る
場

合
に

つ
い

て

は
一

部
の

み
掲

載
し

て
い

る
。

卦 bラ 期

表
4
9

観
光
ノ
〈
ス
乗
降
場

の
他

者
nl
市

の
料

金

金
沢

市
30
分
ま
で
無
料

、
30
分
~

l
時
間

1，
2
30
円
、
以
降

1
時
間
ご
と
に

1，
23

0
円

無
料

有
料

貸
付

(
独

占
的

に
使

用
す

る
場

合
)

長
野

市
乗

降
場

15
分

以
内

の
場

合
乗

降
場

7
，0

0
0
円
/

日

待
機

場
30

分
以

内
の

場
合

待
機

場
3
，
5
0
0
円
/
日

岐
阜

市
30
分
ま
で
無
料
、

30
分
~

1I
時
間
ま
で
は

1，
0
2
0
円
、
以
降

3
0分
ご
と
に

5
10
円

乗
客

乗
車

時
3
0
分

ご
と

に
3
0
0
円

鹿
児

島
市

乗
客

降
車

時
3
0分

ご
と

に
3
0
0
円

5
分

以
内

は
無

料
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(
監
査
手
続
)

①
建

設
発

生
土

受
入

手
数

料
の

徴
収

事
務

の
流

れ
と

作
成

書
類

に
つ

い
て

、
所

管
課

に
ヒ

ア
リ

ン
グ

を
行

い
、

関
係

資
料

を
開
覧

し
た

。

②
建

設
発

生
土

処
理

施
設

の
視

察
及

び
現

地
事

務
所

へ
の

往
査

を
行

い
、
建

設
発

生
土

搬
入

記
録

と
手

数
料

入

金
記

録
の

突
合

を
行

っ
た

。

2
 
手

数
料

(
 1
 )
建

設
発

生
土

受
入

手
数

料

①
概

要

金
沢

市
は

、
公

共
建

設
工

事
に
係

る
建

設
発

生
土

の
適

正
な

利
用

を
図

る
た

め
、

内
川

地
区

に
建

設
発

生
土

処
理

施
設

を
設

置
し

て
お

り
、
建

設
発

生
土

の
受

入
れ

の
際

に
は

、
金

沢
市

建
設

発
生

土
処

理
施

設
の

管
理

に

関
す

る
条

例
に

基
づ

き
、

搬
入

業
者

か
ら

手
数

料
を

徴
収

し
て

い
る

。
建

設
発

生
士

と
は

、
公

共
建

設
工

事
に

伴
い

副
次

的
に

発
生

す
る

土
砂

で
あ

り
、

盛
土

、
土

地
の

造
成

等
に

利
用

で
き

る
も

の
で

あ
る

。

減 N ∞ ∞ ω 羽 E q N

③
手

数
料

を
設

定
し

た
際

の
資

料
を

入
手

し
、
f
.
i
出
方
法
を
確
認
す
る
と
と
も
に

、
そ

の
妥

当
性

に
つ

い
て

検

討
し

た
。

歳
入

調
定

簿
兼

収
入

原
簿

、
搬

入
承

認
申

請
書

、
搬

入
承
認

書
、
倣

入
伝

票
、
納

入
通

知
書

、

完
了

届
等

④
上

記
資

料
に
よ
り

、
手

数
料

の
改

定
履

歴
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
妥

当
性

に
つ

い
て

検
討

し
た

。

閲
覧

資
料

闘争 う省 卦

(
監
査
結
果
)

①
手

数
料

の
徴

収
事

務
に

つ
い

て

金
沢

建
設

業
協

同
組

合
の

事
務

所
に

お
い

て
、
平

成
26
年

度
の

建
設

発
生

土
処

理
申

請
書

全
体

か
ら

10
件

を

無
作

為
抽

出
し
、

搬
入

承
認

申
請

書
、
搬

入
承

認
書

、
搬

入
伝

票
、

納
入

通
知

書
、
完

了
届

を
突

合
し

、
手

数

料
が

適
正

に
納

入
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

か
め

た
。

こ
れ

ら
の

手
続

に
お

い
て

、
問

題
点

は
検

出
さ

れ
な

か
っ

た
。

名
称

金
沢

市
内
川

第
1
建

設
発

生
土

処
理

施
設

金
沢

市
内
川

第
2
建

設
発

生
土

処
理

施
設

(以
下

「内
川

第
1
J

と
い
う

。
)

(以
r
r内

川
第

2
J

と
い
う

。
)

所
在

地
金

沢
市
小

原
町

ユ
10
4帯

地
4

金
沢

市
別

所
町

ウ
8
番

地

供
用

開
始

平
成

2
6
'"1
三
4
月

1
日

平
成

14
年

4
月

1
日

(
注
)

受
入

容
量

2
8
0
万

n1'
82

万
nf

(
当
初
は

77
万

nr
平

成
22
年

度
計

画
変

更
)

年
間

平
均

2
0
万

11)
'

(
計
画
)

6
.9
万

11)
'

(
平
均
実
績
)

受
入

容
量

総
事
業
j
!
t

k，i
3
0
億

円
約

7.
4
{i意

円

(
注
)
内

川
第

2
は

平
成

2
6年

3
月

末
で

供
用

を
完

了
。

金
額

建
設

発
生

土
1
nit

こ
っ
き

、
8
3
0
円

(
税
込
み
)

手
数

料
名

建
設

発
生

土
受

入
手

数
料

bラ 期

②
手

数
料

の
妥

当
性

に
つ

い
て

建
設

発
生

土
受

入
手

数
料

の
額

に
つ

い
て

は
、
建

設
工

事
費

(
用

地
費

、
補

助
金

充
当

額
を

除
く

)
の

イ
ニ

シ
ヤ
ノ
レ
コ
ス
ト
に

、
計

画
期

間
に

お
け

る
管

理
運

営
費

な
ど

の
ラ

ン
ニ

ン
グ

コ
ス

ト
を

加
え

た
総

経
費

を
、
受

入
手

数
料

で
回

収
し

、
収

支
均

衡
さ

せ
る

こ
と

を
目

標
に

し
て

設
定

さ
れ

て
い

る
。

6
6
0
円
/
n1'

=
今

受
入
土
s
:
(
総
記
;
)

8
3
3
円
/

nf
司

66
4
円
/

nf

平
成

14
年

度
(

内
川

第
2
供
用

fJ
f.1
始
)

総
経

費
(用

地
貨
を
除
く
)

ー
受

入
土

丞
(

総
岳

)

5
11

，
8
5
0
千

円
-;-

77
万
n1

平
成

26
年

度
(1
7<
1川

第
1
供
用

開
始
)

(
総
経
費
(
用

地
費
を
除
く
)

補
助

金
充

当
額

)

=
 
(2

，
 4
2
8
，

 5
7
6
千

円
9
7
，
12
5
千

円
)

-;-
2
8
0
万

n1

建
設

発
生

土
受

入
手

数
料

の
徴

収
事

務
の

流
れ

は
、
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。

な
お

、
市

は
建

設
発

生
土

処
理

焔
設

の
管

理
運

営
を

金
沢

建
設

業
協

同
組

合
に

委
託

し
て

お
り

、
手

数
料

徴

収
事

務
に

つ
い

て
も

同
組

合
に

委
託

し
て

い
る

。

ア

|
工

事
契

約
締

結
|

→
|

搬
入

計
画

書
送

付
|

→
|

搬
入

承
認

申
請

書
提
出

|
→

|
倣

入
承

認
舎

交
付

|
 

→
|

 
倣

入
申

出
書

送
付

|
→

仁
豆
E

コ
→

|
手

数
料

納
入

|
→

|
 

完
了

届
提

出
|
 

イ
②

過
去

5
年

間
の

歳
入

決
算

の
推

移

8
3
0
円
/

n1

公
共

建
設

工
事

の
進

捗
等

に
伴

い
、

受
入

土
量

が
推

移
す

る
こ

と
か

ら
、
毎

年
度

見
直

し
計

算
を

行
っ

て
い

る
ほ

か
、
供
用

予
定

期
間

の
延

伸
の

決
定

に
併

せ
て

、
手
数
料

の
改

定
を

行
っ

て
い

る
。

な
お

、
表

中
の

網
掛

け
は

手
数
料

改
定

年
度

で
あ

る
。

平
成

25
年

度

9
，
8
9
7

 

③
手

数
料

の
減

免

金
沢

市
建

設
発

生
土

処
理

施
設

の
管

理
に

関
す

る
条

例
第

8
条

で
は

「
市

長
は

、
特

に
必

要
が

あ
る

と
認

め

る
と

き
は

、
手

数
料

を
減
免
す
る

こ
と
が
で
き
る

。
」

と
規

定
さ

れ
て

い
る

が
、
こ

れ
ま

で
に

減
免

し
た

実
績

は

な
い
。

平
成

2
2年

度

12
，
3
6
1

 

区
分

P<
I川

第
2

内
川

第
1
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所
在

地
受

入
価

格
受

入
基

準
(円

/
n
f
)

七
尾
市

1，
9
0
0
 

七
尾

市
、

中
能

登
Iwr

内
に
限
る

七
尾
市

2
，
0
0
0
 

な
し

七
尾

市
2
，
0
0
0
 

な
し

珠
洲

市
1，

5
0
0
 

県
内

に
限

る

加
賀

市
1，
2
0
0
 

異
物

混
入

不
可

羽
H乍

市
1，
5
0
0
 

組
合

貝
に

限
る

か
ほ

く
市

1，
5
0
0
 

産
業

廃
棄

物
の

混
入

不
可

白
山
市

9
2
0
 

白
山

市
内

に
限

る

津
幡

町
2
，
3
1
3
 

県
内
に
|
浪
る

、
産

業
廃

棄
物

の
混

入
不

可

志
賀
町

1，
0
0
0
 

な
し

平
均

1，
5
8
3
 

表
5
2

石
川

県
内

の
建

設
発

生
土

処
理

施
設

(
全

て
民

間
施
設
)

表
5
1

建
設

発
生

土
受

入
手

数
料

の
推

移

区
分

内
川

第
2

内
川

第
1

年
度

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

2
0
 

21
 

2
2
 

2
3
 

24
 

2
5
 

2
6
 

(
平
成
) 算

出
66
4 

6
6
6
 

7
0
9
 

71
1

 
7
3
2
 

7
3
8
 

8
0
2
 

7
9
8
 

8
2
2
 

8
5
5
 

8
2
2
 

8
0
8
 

8
3
3
 

手
数
料

制
li格

(
円
)

設
定

6
6
0
 

6
6
0
 

7
0
0
 

7
0
0
 

7
0
0
 

7
0
0

 
8
0
0
 

8
0
0

 
8
0
0
 

8
0
0
 

8
0
0
 

8
0
0
 

8
3
0
 

価
格

7
0
0
円
/r
ri
'

=今
7
0
9
円
/r
ri
'

受
入

土
量

(
総

量
)

77
万
rrf

(
注
)

1
 
平

成
16
年

度
改

定

総
経

費
(

用
地

費
を

除
く

)

5
4
5
，
8
9
9
千
円

2
 
平

成
2
0
年

度
改

定

総
経

費
(

用
地

費
を
l除

く
)

6
17
，2

5
4
千
円

金
沢

市
は

、
主

に
当

市
発

注
の

公
共

工
事

か
ら

の
発

生
土

を
受

け
入

れ
る

た
め

の
施

設
を

市
内

の
内

川
地

区

に
2
か

所
計

画
し

た
。

そ
の

う
ち

の
規

模
が

小
さ
い
内

川
第

2
は

、
受
入
容
:
!
1
i
;
8
2
万

円f
で

あ
り

平
成

14
年

度
か

ら
平
成

2
5
年

度
ま

で
供

用
さ

れ
た

。
そ
の

12
年
間

の
累

計
の

手
数

料
収

入
は

58
4
，
12
1
千

円
、

同
期

間
の

累
計

の

必
要

経
費

は
用

地
取

得
費

を
除

い
て

6
6
3
，
9
7
2
千

円
で

あ
り

、
収

支
不

足
額

は
7
9
，
85
1
千

円
と

な
っ

て
い

る
。

結
果

と
し

て
収

支
不

足
と

な
っ

た
の

は
、

当
初

計
画

で
は

平
成

18
年

度
ま

で
を

供
用

期
間

と
し

て
い

た
の

に

対
し

、
受

入
土

記
が

想
定

よ
り

少
な

か
っ

た
こ

と
に

伴
い

、
供

用
WI

聞
を

平
成

2
5
年

度
ま

で
延

長
し

た
た

め
で

あ
る

。
手

数
料

は
当

初
6
6
0
円

/
ぱ

で
あ

り
、

平
成

16
年

度
及

び
平

成
2
0
年

度
に

改
定

が
行

わ
れ

て
い

る
が

、
当

初
の

低
い

価
絡

H寺
に

生
じ

た
収

支
不

足
を

、
後

年
で

回
収

す
る

と
い

う
考

え
方

は
取

ら
な

か
っ

た
。

ま
た

、
手

数
料

改
定

の
必

要
性

に
つ

い
て

毎
年

検
討

は
さ

れ
て

い
る

が
、
実

際
に

改
定

す
る

明
確

な
基

準
を

設
け

て
い

な

い
た

め
、

供
用

予
定

期
間

の
延

伸
の

決
定

に
併

せ
て

手
数

料
を

改
定

し
て

お
り

、
結

果
と

し
て

、
算

出
価

格
と

設
定

{ill
i
絡

の
事

離
が

大
き

く
な

る
ま

で
改

定
が

行
わ

れ
な

か
っ

た
こ

と
も

要
因

で
あ

る
。

基
本

的
な

考
え

方
と

し
て

、
本

事
業

の
必

要
経

費
は

手
数

料
収

入
で

賄
う

べ
き

で
あ

る
。

よ
っ
て

、
収

支
不

足
を

後
年

で
回

収
し

な
い

と
い

う
考

え
方

及
び

明
確

な
改

定
基

準
が

設
定

さ
れ

て
い

な
い

と
い

う
点

に
疑

問
が

残
る

。

平
成

2
6
年

度
に

は
内

川
第

1
が

供
用

開
始

さ
れ

て
い

る
が

、
こ

れ
に

つ
い

て
は

内
川

第
2
よ
り
規
模
が
大
き

く
な
る
た
め

、
|古
l
じ
考
え
方
を
採
用
し
て
い
る
と

、
収

支
不

足
と

な
る

可
能

性
が

あ
る

。

金
沢

市
の

よ
う

に
地

方
自

治
体

が
事

業
と

し
て

建
設

発
生

土
の

受
入

れ
を

行
っ

て
い

る
の

は
ま

れ
で

、
あ

り
、

他
の

中
核

市
で

は
例

が
な

い
。

石
川

県
内

の
他

市
町

に
お

い
て

は
、
全

て
民
1m
施

設
で

あ
り

、
受

入
価

格
は

以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。

闘争 卦 bラう省

県
内

の
他

市
町

に
あ

る
建

設
発

生
土

受
入

施
設

10
か

所
の

受
入

{ill
i
絡

は
、
平
均

1，
5
8
3
円
/

nf
、
最
高

2
，
31
3

円
/
r
r
i
'
、
最
低

9
2
0
円

/
ば

で
あ

り
、

金
沢

市
lこ

比
八
る
と
か
な
り
高
い

。

内
川

第
2
が

供
用

さ
れ

て
い

た
期

間
の

平
均

受
入

土
盆

実
績

が
年

間
6
.
9
万
nf
で

あ
る

の
に

対
し

て
、
内
川
|
第

l
の

平
均

受
入

土
盆

予
定

が
年

rl
11
20
万

ば
で

あ
る

こ
と

を
考

え
る

と
、

供
用

期
間

が
予

定
よ

り
延

長
さ

れ
る

可

能
性

も
あ

る
。

市
が

本
事

業
を

管
理

運
営

す
る

こ
と

に
よ

り
、
公

共
事

業
が

円
滑

に
if
H品

す
る
、
盛
土
に
よ
る

土
砂

の
崩

落
や

流
出

等
に

よ
る

災
害

発
生

の
防

止
及

び
施

設
周

辺
の

自
然

原
境

の
保

全
に

つ
な

が
る

と
い

う
メ

リ
ッ

ト
が

あ
る

こ
と

は
認

め
ら

れ
る

と
し

て
も

、
大

き
な

収
支

不
足

は
避

け
る

べ
き

で
あ

る
。

そ
の

た
め

に
は

、
状

況
に
応
じ
て

、
一

部
国

及
び

県
の

公
共

事
業

の
建

設
発

生
土

を
受

け
入

れ
、

供
用

期
間

が
大

き
く

延
長

し
な

い
こ

と
な

ど
を

検
討

す
る

ほ
か

、
手

数
料

の
改

定
を

行
う

明
確

な
基

準
を

設
け

る
と

と
も

に
、

適
時

、
改

定
を

行
う

こ
と

で
、
収

支
の

均
衡

を
図

っ
て

い
く

必
要

が
あ

る
。

8
0
0
円

/
ば

=
今

8
0
2
円
/
r
r
i
'

受
入

土
盆

(
総

盆
)

77
方

m
'

ー l u c - -

期

【意
見

】

建
設

発
生

土
受

入
手

数
料

に
つ

い
て

は
、

改
定

を
行

う
明

確
な

基
準

を
設

け
る

と
と

も
に

、
適

時
、

改
定

を
行

う

こ
と

で
、

収
支

の
均

衡
を

図
っ

て
い

く
必

要
が

あ
る

。
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建
築

確
認

申
諸

手
数

料
及

び
完

了
検

査
申

請
手

数
料

の
徴

収
事

務
の

流
れ

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。

建
築

確
認

申
詩

書
受

付

(
同
時
に
手
数
料
受
領
)

減 N ∞ ∞ ω 羽 E q N 闘争

③
手

数
料

の
減

免

金
沢

市
手

数
料

条
例

第
6
条
に
お
い
て
、
「
市
長
は

、
特

に
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

手
数

料
を

減
免

す
る

こ
と

が
で

き
る

。」
と

規
定

さ
れ

て
お

り
、

建
築

確
認

申
51
1
手

数
料

及
び

完
了

検
査

申
請

手
数

料
の

減
免

に

関
す

る
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、

「
金

沢
市

確
認

申
51
5
手

数
料

等
減

免
要

綱
」

に
、

以
下

の
と

お
り

定
め

ら
れ

て
い

る
。

平
成

2
5
年

度

19
，
7
6
7
 

14
，
3
7
2
 

建
築

確
認

作
業

実
施

→
|

れ
査

作
業

実
施

|
→

(
2
)

建
築
確
認
申
請
手
数
料
、

完
了

験
査

申
請

手
数

料

①
概

要

建
築

物
の

敷
地

、
構

造
、

設
備

及
び

用
途

に
関

す
る

最
低

基
準

を
定

め
た

建
築

基
準

法
で

は
、

建
築

主
に

対

し
て
、
建
築
確
認
申

~ì!
fや
完
了
検
査
申
訂

lを
義

1先
付
け
て
い
る

。
建
築
確
認
申
宮
市
と
は
、
建
築
主
に
対
し
て
、

建
築

物
の

建
築

計
画

が
建

築
基

準
法

令
そ

の
他

の
建

築
基

準
関

係
規

定
に

適
合

し
て

い
る

か
を

着
工

前
に

審
査

す
る

こ
と

を
求

め
る

も
の

で
あ

り
、

次
の

い
ず

れ
か

に
あ

て
は

ま
る

建
築

物
な

ど
を

新
築

、
地

改
築

、
移

転
、

大
規

模
修

繕
、

用
途

変
更

を
す

る
と

き
は

、
工

事
若

手
前

に
建

築
確

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

・
用

途
に

f!
け
ー
る
床
面
積
の
合
計
が

1
0
0
nf
を

超
え

る
特

殊
建

築
物

(
劇

場
、

映
函

館
、

病
院

、
診

療
所

、

ホ
テ
ノ
レ

、
旅

館
、

下
宿

、
共

同
住

宅
、

学
校

、
百
貨
底
、

マ
ー

ケ
ッ

ト
、

展
示

場
、

倉
庫

、
自

動
車

車

庫
な

ど
)

.
3
階

建
て

以
上

又
は

延
べ

床
面

積
が

5
0
0
n
f
、

高
さ

が
13

m
若

し
く

は
粁

の
高

さ
が

9
m

を
超

え
る

木

造
建

築
物

.
 2
階

建
て

以
上

文
は

延
べ

床
面

積
が

2
0
0
n
f
を

超
え

る
木

造
以

外
の

建
築

物

.
そ

れ
以

外
の

建
築

物
で

都
市

計
画

区
域

内
の

建
築

物

ま
た

、
完

了
検

査
申
請

は
、

そ
の

建
築

物
が

建
築

確
認

申
請

ど
お

り
に

建
築

さ
れ

た
こ

と
を

検
査

す
る

こ
止

を
求

め
る

も
の

で
あ

る
。

そ
の

確
認

及
び

検
査

に
際

し
て

、
金

沢
市

手
数
料

条
例

に
基

づ
き

、
手
数

料
を

徴
収

し
て

い
る

。

(
I
過
去

5
年

間
の

歳
入

決
算

の
推

移

平
成

2
2
年

度

12
，
2
2
3
 

12
，
3
8
0
 

完
了

検
査

申
請

書
受

付

(
同
時
に
手
数
料
受
領
)

区
分

建
築

確
認

完
了

検
査

床
面

積
区

分
建

築
確

認
申

請
手

数
料

完
了

検
査

申
訪

手
数

料

構
造

計
算
1M

構
造
計

算
有

中
間
検

査
無

中
flfl
検

査
有

3
0
n
f
以

下
5
，0

0
0
 

2
2
，0

0
0
 

10
，
0
0
0
 

9
，0

0
0
 

30
nf
超
~
1
0
0
m

'以
下

9
，0

0
0
 

3
1，
0
0
0
 

12
，0

0
0
 

11
，0

0
0
 

10
0
m

'超
~

2
00
m

'以
下

14
，0

0
0
 

4
6
，0

0
0
 

16
，
0
0
0
 

15
，0

0
0
 

20
0

1r[
超
~
5
0
0
n
f
以
下

19
，0

0
0
 

7
0
，0

0
0
 

2
2
，0

0
0
 

21
，0

0
0

 

50
0

1r[
超
~
l

，O
O
O
ni
'
以
下

34
，0

0
0
 

78
，0

0
0
 

3
6
，0

0
0
 

3
5
，0

0
0
 

1，
0
00

nf
超
~
2

，0
0
0
1r
[
以
下

4
8
，0

0
0
 

10
0
，0

0
0
 

5
0
，0

0
0
 

4
7
，0

0
0
 

2，
00

0
1r
[
超
~
1
0

，0
00
1r

[
以
下

14
0
，0

0
0
 

2
2
0
，0

0
0
 

12
0
，
0
0
0
 

11
0
，0

0
0
 

10
，0

00
nf
趨
~
5
0

，0
00
1r

[
以
下

2
4
0
，0

0
0
 

3
6
0
，0

0
0
 

19
0
，0

0
0
 

18
0
，0

0
0
 

5
0
，0
00
1r
[超

4
6
0
，0

0
0
 

6
7
0
，0

0
0
 

3
8
0
，
0
0
0
 

3
7
0
，0

0
0
 

建
築

設
備

(
昇

降
機

等
)

14
，0

0
0
 

13
，
0
0
0
 

工
作

物
15
，0

0
0
 

9
，
0
0
0
 

建
築

設
備

(
昇

降
機

等
)

計
画

変
更

7
，0

0
0
 

工
作

物
計

画
変

更
7
，0

0
0
 

う省 卦 期bラ

減
免

理
由

公
共

事
業

の
た

め
に

建
物

を
収

用
さ

れ
、

新
た

に
建

物
を

建
築

す
る

必
要

が
あ

る
も

の

災
害

に
よ

り
滅

失
・
破

損
し

災
害

か
ら

1
年

以
内

に
建

築
な

ど
の

工
事

に
着

工
す

る
も

の

全
体

計
画

認
定

を
受

け
た

建
物

で
建

築
な

ど
の

工
事

に
着

工
す

る
も

の

災
害

救
助

法
の

適
用

を
受

け
た

地
域

に
お

い
て

災
害

の
日

か
ら

1
年

以
内

に
工

事
に

着
工

す
る

も
の

円
)

(
単
位

表
5
3

建
築

確
認

申
請

手
数

料
及

び
完

了
検

究
申

請
手

数
料

ー l 日 - ーー

平
成

2
6年

度
の

減
免

実
績

は
建

築
確

認
申

訂
i手

数
料

で
1
件、

4
，
5
0
0
円、

完
了

検
査

申
請

手
数

料
で

1
件、

6
，
0
0
0
円

で
あ

る
。

こ
れ

ら
は

同
一

物
件

に
対

す
る

も
の

で
あ

る
。

(
監
査
手
続
)

建
築

確
認

申
請

と
完

了
検

査
申

請
は

一
対

の
も

の
で

あ
る

た
め

、
並

行
し

て
監

査
手

続
を

実
施

し
た

。

①
建

築
確

認
申

請
手

数
料

及
び

完
了

検
査

申
請

手
数

料
の

徴
収

事
務

の
流

れ
と

作
成

書
類

に
つ

い
て

、
所

管
課

に
ヒ

ア
リ

ン
グ

を
行

い
、

関
係

書
類

を
閲

覧
し
た

。
ま

た
平

成
2
6年

度
の

建
築

確
認

申
請

書
及

び
完

了
検

査
申

請
書

と
手

数
料

入
金

記
録

の
突

合
を

行
っ

た
。

②
減

免
に

つ
い

て
、

申
請

か
ら

承
認

ま
で

の
手

続
が

適
正

に
行

わ
れ

て
い

る
か

検
証

し
た

。

③
手

数
料

を
設

定
し

た
|

燦
の

資
料

を
入

手
し

、
算

出
方

法
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
妥

当
性

に
つ

い
て

検

言
サ
し

fこ
。
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表
中

の
作

業
内

容
と

必
要

時
間

は
、

機
造

計
算

有
の

手
数

料
を

設
定

す
る

た
め

に
平

成
2
3
年

度
に

床
面

積
区

分
ご

と
に

数
件

ず
つ

建
築

確
認

申
請

作
業

を
抽

出
し

、
実

際
に

作
業

時
間

を
測

定
し

て
求

め
た

も
の

で
あ

る
。

こ
の

計
算

に
よ

る
算

出
手

数
料

6
9
，
6
7
4
円
に
対
し
、

実
際

に
設

定
さ

れ
た

手
数

料
は

70
，
0
0
0
円

で
あ

る
。

他
の

而
な
i区

分
で

も
同

様
の

方
法

で
算

出
さ

れ
、

そ
の

全
て

に
お

い
て

、
算

出
手

数
料

と
実

際
に

設
定

さ
れ

た
手

数

料
は

近
似

し
た

も
の

と
な

っ
て

い
る

。
な
お

、物
件'
I'
i'
は

作
業

時
間

に
比

例
し

て
発

生
す

る
も

の
で

は
な

い
が

、

物
件

費
の

割
合

は
4
.
6
%

と
小

さ
い

た
め

、
簡

便
的

に
時

間
で
害

11
り
被

っ
て
い
る

。

ま
た

、
県

庁
所

在
地

の
中

核
市

の
状

況
は

、
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
例

と
し

て
、

「
床
面
積

2
0
0
rrI
超

5
0
0

m
'以

下
」

の
場

合
を

記
載

す
る

。

中
核

市
名

床
面

1包
~1
20

0n
-[
超

50
0n
-[
以
下

中
核

市
名

床
面

積
2
0
0
n-[
超

5
0
0
n-[
以

下

構
造

計
算

無
椛

造
計

算
有

構
造

計
算

無
構

造
計

算
有

青
森

市
3
0
，
0
0
0
 

3
0
，
0
0
0
 

奈
良

市
2
7
，
0
0
0
 

5
5
，
0
0
0
 

感
岡

市
2
7
，
0
0
0
 

2
7
，
0
0
0
 

和
歌

山
市

2
6
，
0
0
0

 
5
4
，
0
0
0
 

秋
田

市
2
6
，
0
0
0
 

2
6
，
0
0
0
 

両
松

市
2
6
，
0
0
0
 

2
6
，
0
0
0
 

宇
都

宮
市

3
7
，
0
0
0
 

3
7
，
0
0
0
 

松
山

市
2
6
，
0
0
0

 
2
6
，
0
0
0
 

前
矯

市
3
5
，
0
0
0
 

3
5
，
0
0
0
 

両
知

市
19

，
0
0
0
 

19
，
0
0
0
 

富
山

市
19

，
0
0
0
 

19
，
0
0
0
 

一長
崎

市
2
8
，
0
0
0

 
2
8
，
0
0
0
 

金
沢

市
19

，
0
0
0
 

70
，
0
0
0
 

大
分

市
2
8
，
0
0
0
 

2
8
，
0
0
0
 

長
野

市
5
0
，
0
0
0
 

5
0
，
0
0
0
 

宮
崎

市
2
8
，
0
0
0

 
2
8
，
0
0
0
 

岐
阜

市
19

，
0
0
0
 

19
，
0
0
0
 

鹿
児

島
市

2
8
，
0
0
0
 

2
8
，
0
0
0
 

大
津

市
3
5
，
0
0
0
 

5
3
，
0
0
0
 

那
新

市
2
8
，
0
0
0

 
2
8
，
0
0
0
 

平
均

2
8
，
0
5
0

 
3
4
，
3
0
0
 

③
上

記
資

料
に

よ
り

、
手

数
料

の
改

定
履

歴
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
妥

当
性

に
つ

い
て

検
討

し
た

。

歳
入

制
定

簿
兼

収
入

原
簿

、
建

築
確

認
申

請
書

、
完

了
検

査
申

請
書

、
減

免
申

請
書

、
公

金
払

込
書

兼
領

収
証

書
等

閲
覧

資
料

円
)

(
単
位

県
庁

所
在

地
の

中
核

市
比

較
表

5
5

(
監
査
結
果
)

①
手

数
料

の
徴

収
事

務
に

つ
い

て

平
成

2
6年

度
の

建
築

確
認

申
請

書
全

体
か

ら
10
件

を
無

作
為

抽
出

し
、公

金
払

込
書

兼
領

収
証

書
と

突
合

し
、

種
類

別
、

面
績

別
手

数
料

基
準

に
照

ら
し

、
適

正
な

手
数

料
が

徴
収

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

が
、

適
正

に
処

理
さ

れ
て

お
り

、
問

題
点

は
検

出
さ
れ
な
か
っ
た
。

②
手

数
料

の
減

免
に

つ
い

て

「
金
沢
市

確
認

申
請

手
数

料
等

減
免

要
綱

」
に

規
定

さ
れ

て
い

る
減

免
理

由
に

つ
い

て
は

、
合
理
性
が
あ
り
、

妥
当

な
も

の
と

判
断

す
る

。

平
成

2
6年

度
の

減
免

は
、

1
件

の
み

で
あ

る
た

め
、

こ
れ

に
つ

い
て

減
免

要
件

の
充

足
と

入
金

額
を

確
か

め

る
と

と
も

に
、

減
免

の
申

請
か

ら
承

認
ま

で
の

手
続

を
検

証
し

た
。

当
該

減
免

は
公

共
事

業
に

よ
る

買
取

り
を

受
け

た
た

め
、

代
わ

り
の

建
物

を
建

築
す

る
も

の
で

あ
り

、
減

免
要

件
を

満
た

し
、

ま
た

、
手

続
も
適

正
に

行

わ
れ
て
お
り

、
指

摘
す

べ
き

事
項

は
な

い
。

③
手

数
料

の
妥

当
性

に
つ

い
て

建
築

確
認

申
請

手
数

料
は

前
記

の
と

お
り

、
構

造
計

算
の

有
無

や
床

面
積

の
区

分
に

よ
り

設
定

さ
れ

て
い

る

が
、
例

と
し
て

、
「
梢
造
計
算
有

・
床

面
積

2
0
0
n-[
超

5
0
0
m'
以

下
」

の
設

定
方

法
を

以
下

に
記

載
す

る
。

ー l 日 N | |

期
金

沢
市

の
建

築
確

認
申

請
手

数
料

は
構

造
計

算
無

で
は

平
均

よ
り

低
く

、
梢

造
計

算
有

で
は

平
均

を
上

回
っ

て
お
り

、
構

造
計

算
有

無
の

差
を

明
確

に
し

て
い

る
と

し
づ

特
徴

が
あ

る
。

実
際

に
必

要
な

事
務

作
業

時
1/]1

は
、

構
造

計
算

有
の

方
が

は
る

か
に

多
い

た
め

、
負

担
す

べ
き

者
に

負
担

を

求
め

る
と

い
う

公
平

性
の

観
点

で
は

、
他
者
11
市

よ
り

優
れ

て
い

る
と

言
え

る
。

ま
た

、
完

了
検

査
申

請
手

数
料

に
つ

い
て
は

、
石

川
県

内
で

手
数

料
が

統
ー

さ
れ

て
い

る
が

、
金

沢
市

に
お

い
て

は
、
毎

年
、

実
際

の
作

業
時

間
に

基
づ

き
、
金

額
の

妥
当

性
を

検
証

し
て

お
り

、
妥

当
な

金
額

で
あ

る
と

言
え

る
。

ま
た

、
改

定
履

歴
に

つ
い

て
も

、
例

と
し
て

、
「床

面
積

20
0n
-[
超

50
0n
-[
以

下
」

の
区

分
を

以
下

に
記

載
す

る
。

作
業

内
容

作
業

内
容

必
要

時
間

(
分

)

害
類

審
査

処
理

時
間

計
1，

14
3 

事
前

相
談

75
 

集
団

規
定

10
9
 

単
体

規
定

16
3
 

構
造

71
4 

設
備

8
2
 

そ
の

他
事

務
6
0
 

確
認

時
間

合
計

1，
2
0
3
 

表
5
4

確
認

時
間
1合

計
〉
く
(
人

件
費

単
価

+
物

件
費

単
価

)
=

積
算

手
数

料

人
制
二
賀
'
単
仙

l
金

沢
市

役
所

全
体

の
平

均
I侍

閥
単
側

物
件

費
単

価
前

年
の

発
生

物
件
fJ:
-'，
-

(作
業

人
数

×
就

業
時

間
)

と
な
る

。
70
，0

0
0
円

」

こ
の

式
に

実
際

の
数

字
を

あ
て

は
め

る
と、

1，
2
0
3
/
6
0
X
 
(3
，
3
1
4
+

16
1
)

 =
 

6
9
，
6
7
4
円
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(
3
 )

廃
棄

物
処

理
手

数
料

(
3
 -

1
)
廃

棄
物

処
理

手
数

料
(

出
立

・
焼

却
処

分
)

①
概

要

事
業

系
ご

み
は

、
排

出
事

業
者

が
収

集
運

版
業

者
に

収
集

を
委

託
し

て
処

理
す

る
か

、
排

出
事

業
者

自
ら

が

廃
棄

物
処

理
施

設
に

直
接

微
入

し
処

理
し

て
い

る
。

金
沢

市
で

は
廃

棄
物

処
理

施
設

と
し

て
、

山
間

地
域

に
最

終
処

分
場

で
あ

る
戸

室
新

保
埋

立
場

を
、
都

市
部

に
焼

却
施

設
で

あ
る

東
部

環
境

エ
ネ

ノ
レ

ギ
ー

セ
ン

タ
ー

と
西

部
環

境
エ

ネ
ル

ギ
ー

セ
ン

タ
ー

の
合

わ
せ

て
3
施

設
を

設
置

し
て

い
る

。
こ

れ
ら

の
施

設
で

廃
棄

物
を

受
け

入

れ
、

埋
立

や
焼

却
処

分
を

行
う

際
は

、金
沢

市
廃

棄
物

の
減

量
化

及
び

適
正

処
理

等
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

き
、

手
数

料
を

徴
収

し
て

い
る

。
施

設
の

概
要

及
び

手
数

料
は

次
の

と
お

り
で

あ
る

。

円
)

建
築

確
認

申
請

手
平

成
1
1年

平
成

2
4
年

7
月

1
~I

 ~
 

5
月

1
日
新
設

構
造

計
算
Mi

構
造

計
算

有
数

料
19

，
0
0
0
 

70
，
0
0
0

 

完
了

検
査

申
請

手
平

成
ll
i'!三

平
成

18
年

4
月

1
日

~

5
月

1
日
新
設

中
1111
検
査
費
¥
¥

中
|剖

検
査
有

数
料

22
，
0
0
0
 

2
1，
0
0
0
 

(単
イ立

表
5
6

手
数

料
の

改
定

履
歴

(
注
)
平
成

11
年

4
月

以
前

は
、

建
築

確
認

申
請

と
完

了
検

査
申

請
は

全
体

で
1
つ

の
手

続
で

あ
り

、
そ

の
手

数

料
は

国
が

決
定

し
て

い
た

。
減 N ∞ ∞ ω 羽 E q N 闘争

建
築

確
認

申
請

手
数

料
で

は
、

受
益

者
負

担
を

明
確

に
す

る
た

め
、

椛
造

計
算

の
有

無
、

を
区

分
し

た
平

成
2
4

年
度

に
改

定
が

行
わ

れ
て

い
る

。
適

宜
、

改
定

し
て

い
る

と
は

言
い

に
く

い
状

況
で

は
あ

る
が

、
前

記
の

と
お

り
、
現
在
の
制
li
格

に
妥

当
性

が
あ

り
、

ま
た

、
手
数
料
の
算
出
様
拠
と
な
る
人
件
費
単
価
及
び
物
件
費
'
単
自

lI
iも

毎
年

把
握

さ
れ

て
い

る
の

で
、

検
証

す
る

た
め

の
情

報
は

入
手

で
き

て
お

り
、

問
題

は
な

し
、
。

ま
た

、
完

了
検

査
申

請
手

数
料

は
、

平
成

17
年

に
起

こ
っ

た
構

造
計

算
書

偽
装

問
題

(
耐

震
偽

装
問

題
)

を

契
機

に
、

中
間

検
査

の
有

無
を

区
別

し
た

平
成

18
年

度
以

降
、

改
定

が
行

わ
れ

て
い

な
い

が
、

現
在

の
価

格
に

妥
当
性

が
あ

り
、

建
築

確
認

申
請

手
数

料
と

同
様

、
問

題
は

な
い

。

う省 卦 期bラ

焼
却

施
設

の
概

要

名
称

東
部
環
境
エ
ネ
ノ
レ
ギ
ー
セ
ン
タ
ー

西
部
環
境
エ
ネ
ノ
レ
ギ
ー
セ
ン
タ
ー

所
在

地
金

沢
市

I!鳥
和
台

3
5
7番

地
金

沢
東

力
1111
ハ

3
番

地
1

敷
地

面
積

18
，
02
9r
rf
 

10
，
0
2
0
rrr 

延
床

面
積

9
，
98
8r
rf
 

14
，
7
7
9
m
'
 

竣
工

平
成

3
年

3
月

平
成

24
年

3
月

総
事

業
費

約
7
3{
意
円

約
13
3{
j音
、円

処
理

能
力

25
0
t
/
2
4
h

 
(1
2
5
t
/
2
4
h

X
2
基
)

3
4
0
 t

 /
2
4
 h
 (
17
0 
t

 /
2
4
 h
 X

 2
基
)

手
数

料

区
分

金
領

(
消

費
税

を
含

む
)

.
 1
回

の
搬

入
品

が
2，

0
0
0
kg

を
超

え
る

場
合

J虫
立

場
に

搬
入

さ
れ

た
一

般
廃

棄
物

文
は

産
業

廃
棄

10
0k
g
ま

で
ご

と
に

9
7
2
円

.
 1
回

の
倣

入
品

が
5
0
0
kg

を
超

え
2
，
0
0
0
k
g
以

F
の

場
合

物
の

処
分

を
行

う
場

合
(

注
)

1
 

10
0k
g
ま

で
ご

と
に

8
6
4
円

.
 1
回

の
搬

入
量

が
50

0
kg

以
下

の
場

合
1，
4
0
0
円

一
般

廃
棄

物
収

集
運

搬
業

者
か

ら
東

部
裁

反
エ

ネ
ル

ギ
ー

セ
ン

タ
ー

又
は

西
部

環
境

エ
ネ

ノ
レ

ギ
ー

セ
ン

タ
.
20
kg

ま
で

ご
と

に
17
2
円

ー
に

搬
入

さ
れ

た
一

般
廃

棄
物

の
処

分
を

行
う

場
合

(
注
)

2
 

一
般

廃
棄

物
収

集
運

搬
業

者
以

外
の

者
か

ら
東

部
環

.
20
kg

ま
で

17
2
円

境
エ

ネ
ル

ギ
ー

セ
ン

タ
ー

に
搬

入
さ

れ
た

一
般

廃
棄

.
20
kg

を
超

え
る

lO
kg

ま
で

ご
と

に
8
6
円

物
の

処
分

を
行

う
場

合
(

注
)

3
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③
手

数
料

の
減

免

金
沢

市
廃

棄
物

の
減

量
化

及
び

適
正

処
理

等
に

関
す

る
条

例
第

3
5
条

で
は

「
市

長
は

、
天

災
、

火
災

そ
の

他

の
理

由
に

よ
り

特
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
手

数
料

を
減

免
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
」
と

規
定

さ
れ

て

お
り

、
減

免
に

関
す

る
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、

「
廃

棄
物

処
理

手
数

料
減

免
事

務
取

扱
要

領
j
に

定
め

ら
れ

て
い

る
。 平

成
2
6年

度
の

減
免

実
績

は
、

19
件、

3
，
5
8
7
千

円
で

あ
る
。

こ
れ

は
、

全
て

火
災

等
に

よ
る

も
の
で
、
あ
る

。

10
0
円
未
消
iの

端
数

が
あ

る
と

き
は

、
こ

れ
を

切
り

捨
て

た
額

1
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き
は

、
こ

れ
を

切
り

捨
て

た
額

10
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

こ
れ

を
切

り
捻

て
た

傾

(
注
)

1
 

2
 

3
 

減 N ∞ ∞ ω 羽 E q N

(
監
査
手
続
)

①
廃
棄
物
処
理
手
数
料
(
埋
立

・
焼
却
処
分
)
の
徴
収
事
務
の
流
れ
と
作
成
菩
類
に
つ
い
て
、
所
管
書
~
に
ヒ
ア

リ
ン
グ
を
行
い
、
関
係
資
本
|
を
閲
覧
し
た

。

廃
棄

物
処

理
手

数
料

(
埋

立
・
焼

却
処

分
)

の
徴

収
事

務
の

流
れ

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。

ア
廃

棄
物

受
入

れ
と

手
数

料
徴

収
事

務
の

流
れ

(
戸

室
新

保
埋

立
場

、
東

部
環

境
エ

ネ
ノ

レ
ギ

ー
セ

ン
タ

一
、

西
部

環
境

エ
ネ

ル
ギ

ー
セ

ン
タ

ー
)

②
所
管
i
l
!
R
で
あ
る
環
境
政
策

課
で

は
、

廃
棄

物
カ

ー
ド

(
金

券
)
の

販
売

記
録

と
入

金
記

録
の

突
合

を
行

っ
た

。

東
部

保
境

エ
ネ

ノ
レ

ギ
ー

セ
ン

タ
ー

で
は

、
廃

棄
物

の
搬

入
記

録
と

入
金

記
録

の
突

合
を

行
っ

た
。

戸
室

新
保

理

立
場

で
は

廃
棄

物
カ

ー
ド

の
販

売
と

廃
棄

物
の

受
入

れ
の

両
方

を
行

っ
て

い
る

の
で

、両
方

の
手

続
を

行
っ

た
。

→目
一

般
廃

棄
物

収
集

運
搬

業
者

ト
ラ
ッ
ク

重
量
規

1)
定

こ み 廃 棄

ク 定
y 測

ラ 企

ト 重
↓  

廃
棄

物

搬
入

受
付

(
搬
入
届

出
害

等
)

現
地

で
手

数
料

受
領

(
現
金
か
廃
棄
物
カ
ー
ド

(
注
)

2
)
 

上
記

以
外

(
注
)

1
 

闘争
③

減
免

に
つ

い
て

、
申

訂
iか

ら
承

認
ま

で
の

手
続

が
適

正
に

行
わ

れ
て

い
る

か
検

証
し

た
。

西
部

環
境

エ
ネ

ル
ギ

ー
セ

ン
タ

ー
を

除
く

。

戸
室

新
保

埋
立

場
の

み
。

(
注
)

1
 

2
 

う省 卦

④
手
数

料
を

設
定

し
た

際
の

資
料

を
入

手
し

、
算

出
方

法
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
妥

当
性

に
つ

い
て

検

言
守
し
た

。

廃
棄

物
カ

ー
ド

販
売

と
手

数
料

徴
収

事
務

の
流

れ
(

!
¥

詩
境

政
策

課
、

戸
室

新
保

埋
立

場
)

廃
棄

物
カ

ー
ド

と
は

、
埋

立
場

で
廃

棄
物

処
理

手
数

料
を

支
払

う
た

め
の

金
券

で
あ

り
、

1
万

円
券

か

ら
2
0
万

円
券

ま
で

の
6
種

類
が

あ
る

。

イ

bラ

⑤
上

記
資

料
に

よ
り

、
手

数
料

の
改

定
履

歴
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
妥

当
性

に
つ

い
て

検
討

し
た

。

歳
入

調
定

簿
兼

収
入

J京
簿

、
搬

入
属

出
書

、
公

金
払

込
書

兼
領

収
証

書
、
廃

棄
物

カ
ー

ド
出

納

簿
、
廃

棄
物

カ
ー

ド
整

理
簿

、
廃

棄
物

処
理

手
数

料
減

免
申

請
書

、
り

災
証

明
帯

等

閲
覧

資
料

区
分

平
成

22
年

度
平

成
23

年
度

平
成

24
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度

埋
立
処
分
言
|
③

2
3
4
，
19
2 

2
4
5
，
7
9
4
 

2
16
，
9
4
5
 

2
4
5
，
 18
9 

2
2
5
，
 19
5 

一
般

廃
棄

物
収

集
33

，
 76
3
 

33
，9

5
8
 

32
，
22

1
 

38
，
6
2
3
 

3
8
，4

6
9
 

運
搬

業
者

現
金

搬
入

36
，9

6
9
 

4
2
，
0
7
6
 

4
3
，
 58
2
 

4
7
，
11
5 

4
7
，8

7
6
 

廃
棄

物
カ

ー
ド

16
3
，4

6
0
 

16
9
，
7
6
0
 

13
8
，
0
4
0
 

14
4
，
19
0
 

13
8
，8

5
0
 

災
害

廃
棄

物
3
，
10
2 

15
，2
6
1

 

焼
却
処
分
百
|
⑥

4
2
3
，4

0
2
 

4
2
2
，8

8
2
 

4
2
6
，
2
3
3
 

4
3
7
，5
94
 

4
5
9
，
 75
0
 

一
般

廃
棄

物
収

集
4
16
，
14
7 

4
16
，
3
41
 

4
19
，
 57
5
 

4
3
0
，5

3
0
 

4
5
1
，8

3
2
 

運
搬

業
者

自
己

搬
入

7
，
2
5
5
 

6
，
5
41
 

6
，
6
5
8
 

7
，
0
6
4
 

7
，
9
18

 

合
言

l'
(
③
+
⑥
)
 

6
5
7
，
5
9
4
 

6
6
8
，
6
7
6
 

6
4
3
，
 17
8 

6
8
2
，
78
3 

6
8
4
，
9
4
5
 

期

(
監
査
結
果
)

①
手

数
料

の
徴

収
事

務
に

つ
い

て

ア
環

境
政

策
課

窓
口

購
入

受
付

簿
、

廃
棄

物
カ

ー
ド

出
納

簿
、

公
金

払
込

書
兼

領
収

証
書
ーの

突
合

を
1
1件

行
っ

た
。

ま

た
、

平
成

27
年

8
月

2
5
日

の
廃

棄
物

カ
ー

ド
の

実
在

数
と

廃
棄

物
カ

ー
ド

出
納

簿
の

突
合

を
行

っ
た

。

イ
東
部
環
境
エ
ネ
ノ
レ
ギ
ー
セ
ン
タ
ー

搬
入

届
出

書
、

領
収

書
降

、
歳

入
調

定
簿

兼
収

入
原

簿
の

突
合

を
5
件

行
っ

た
。

戸
室

新
保

雄
立

場

現
金

領
収

に
つ

い
て

は
、

tll:
¥
立

場
搬

入
居

/1
¥舎

と
搬

入
日

報
の

突
合

を
5
件

行
っ
た

。
廃

棄
物

カ
ー

ド

販
売

に
つ

い
て

は
、

廃
棄

物
カ

ー
ド

出
納

簿
、

廃
棄

物
カ

ー
ド

整
理

街
、

領
収

書
控

の
突

合
を

5
件
行
い
、

併
せ

て
平

成
27

年
8
月

25
日

の
廃

棄
物

カ
ー

ド
の

実
在

数
と

廃
棄

物
カ

ー
ド

出
納

簿
の

突
合

を
行

っ
た

。

以
上

、
こ

れ
ら
の

手
続

は
全

て
適

正
に

処
理

さ
れ

て
お

り
、

問
題

点
は

検
出

さ
れ

な
か

っ
た

。

ウ

円
千

廃
棄

物
カ

ー
ド

整
理

簿
・
廃

棄
物

カ
ー

ド

出
納

簿
の

記
入

、
入

力

(
単
位

②
過

去
5
年

間
の

歳
入

決
算

等
の

推
移

窓
口

で
廃

棄
物

カ
ー

ド
を

現
金

販
売

②
手

数
料

の
減

免
に

つ
い

て

減
免

の
申

詰
か

ら
承

認
ま

で
の

手
続

を
検

証
し

た
が

、
廃

棄
物

処
理

手
数

料
減

免
事

務
取

扱
要

領
に

基
づ
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て
き

た
。

次
表

は
、

可
燃

ご
み

を
処

理
施

設
に

搬
入

し
た

場
合

の
手

数
料

を
、

県
庁

所
在

地
の
中
核
市
と

比
較
し
た
も

の
で

あ
る

。

き
適
切
に
行
わ
れ
て
お
り

、
指

摘
す

べ
き

事
項

は
な

い
。

③
手

数
料

の
妥

当
性

に
つ

い
て

平
成

9
年

の
金

沢
市

廃
棄

物
総

合
対

策
審

議
会

に
お

い
て

、
事

業
系

ご
み

の
処

理
手

数
料

は
処

理
原

価
の

10
0
%

を
目

標
値

と
し

て
、
段
階
的

に
改

定
を

進
め

て
い

く
と

さ
れ

て
い

る
が

、
平

成
17
年
度
以
降
、

実
質

的
な

改
定

は
行

わ
れ

て
い

な
い

状
況

に
あ

る
。

区
分

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

6
年

度
8
年

度
9
年

度
12
年

度
17
年

度
2
6年

度

2
，
0
0
0
k
g超

4
12

 
61

8
 

6
3
0
 

73
5

 
9
4
5
 

9
7
2
 

10
0k

g
毎

埋
立

場
搬

入
処

分
5
0
0
kg
超

手
数

料
2
，
0
0
0
k
g
以
下

3
0
9
 

5
15

 
5
2
5
 

6
3
0
 

8
4
0
 

8
6
4

 

10
0k
g
毎

5
0
0
kg
以

下
1，
0
0
0
 

1，
2
0
0
 

1 ，
2
0
0
 

1，
4
0
0
 

1，
4
0
0
 

1 ，
4
0
0
 

一
般

廃
棄

物

環
境
エ
ネ
ノ
レ
ギ
ー

収
集
運
倒
防
業
者

8
2

 
10
3
 

10
5 

12
6

 
16
8

 
17
2 

セ
ン
タ

ー
倣

入
処

20
kg

毎

分
手
数
料

自
己
倣
入

4
1

 
5
1

 
52
 

63
 

8
4
 

8
6
 

10
kg

毎

減 N ∞∞ ω 羽 E q N

円
/
k
g
)

中
核

市
名

手
数

料
中
核
市
名

手
数

料
中
核
市
名

手
数
料

青
森

市
10
.0
 

長
野

市
13
.0

 
高

知
市

12
.0

 

盛
岡

市
10

.0
 

岐
阜

市
無
料

長
崎

市
6
.
2

 

秋
田

市
1
1. 

5
 
大

津
市

19
.4

 
大

分
前

10
.
0
 

宇
都

宮
市

22
.2

 
奈

良
市

10
.0

 
宮

崎
市

3
.
2

 

前
橋

市
18

.0
 

和
歌

山
市

13
.
0
 

鹿
児

島
市

7
.0
 

富
山
市

18
.0

 
rt.
'J
松

市
15
.
5

 
那

覇
市

11
. 
0

 

金
沢

市
8
.6

 
松

山
市

15
.0

 
平

均
12

.3
 

(単
イ立

県
庁

所
在

地
の

中
核

市
と

の
比

較
表

5
9

円
(
単
位

改
定

履
歴

表
5
7

闘争 う省 卦

各
都

市
の

条
件

が
完

全
に

一
致

し
て

い
る

わ
け

で
は

な
い

た
め

単
純

比
較

で
き

な
い

側
面

も
あ

る
が

、
金

沢
市

の
廃

棄
物

処
理

手
数

料
は

、
他

都
市

に
比

べ
て

低
い

水
準

に
あ

る
と

思
わ
れ
る

。

こ
う

し
た

状
況

を
踏

ま
え

、
金

沢
市

に
お

い
て

は
、
家

庭
ご
み

の
有

料
化
制

度
の

導
入

Jこ
合
わ
せ

、
事
業

系
ご

み
に

つ
い

て
も

減
盆

及
び

資
源

化
を

推
進

す
る

た
め

、
当

該
手

数
料

の
改

定
に

つ
い

て
、
金

沢
市

廃
棄

物
総

合
対

策
審

議
会

に
諮

問
し

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

平
成

2
8
年

2
月

に
は

、
同

審
議

会
か

ら
答

申
が

な
さ

れ
、

当
該

手
数

料
の

改
定

が
認

め
ら

れ
た

状
況

に
あ

る
。

今
後

、
答

申
ど

お
り

に
改

定
を

行
い

、
受

益
者

負
担

の
適

正
化

を
図

る
必

要
が

あ
る

。

ー l u u ー ー

bラ 期
[意

見
]

廃
棄

物
処

理
手

数
料

(埋
立

・
焼

却
処

分
)

に
つ

い
て

は
、

金
沢

市
廃

棄
物

総
合

対
策

審
議

会
の

答
申

ど
お

り
に

改
定

を
行

い
、

受
益

者
負

担
の

適
正

化
を

図
る

必
要

が
あ

る
。

(
注
)
平
成

9
年

度
及

び
平

成
2
6年

度
の

改
定

は
、

消
費

税
率

の
引

き
上

げ
に

伴
う

改
定

で
あ

る
。

平
成

2
6
年

度
に

消
!J'I:
税

増
税

相
当

分
を

、
手

数
料

に
転

嫁
す

る
改

定
を

行
っ

て
い

る
が

、
処

理
原
価

に
対

す

る
負

担
率

は
以

下
の
と
お
り

、
目
標
の

10
0
%
に

は
ほ

ど
遠

い
状

況
に

あ
る

。

表
5
8

平
成

26
年

度
改

定
後

の
負

担
率

区
分

|
金

頒
(
円

/
k
g
)

I
負

担
率

(
%

)

2
，
0
0
0
k
gi
超

9
.
72

I
 

6
6
 

5
ω

kg
超
M

∞
旬

以
下

8
.6
4 

I
 

5
9
 

5
O
O
kg

Y
下
(
注
)

4
.6
7 

I
 

32
 

環
境
エ
ネ
ノ
レ
ギ
ー
セ
ン
タ
ー
搬
入
処
分
手
数
料

8
.6
4 

I
 

5
9
 

(
注
)
埋
立
場
側
入
処
分
手
数

料
(5
0
0
k
g
以

下
)

は
、

引
っ

越
し

な
ど

に
伴

う
家

庭
か

ら
の

多
量

ご
み

が
搬

入

さ
れ

る
た

め
、
負

担
率

は
50

%
を

目
標

と
し

て
い

る
。

表
5
7
で

記
載

し
た

と
お

り
、
こ

の
20
年

間
で

、
ほ

ぼ
2
倍

の
金

額
と

な
っ

た
が

、
現

状
で

は
廃

棄
物

処
理

原

価
の

全
績

回
収

に
は

ほ
ど

遠
い

状
態

で
あ

る
。

改
定

が
小

傾
に

と
ど

ま
る

理
由

は
、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

・
民

間
の

経
済

状
況

が
悪

化
し

て
い

る
中

で
、
改

定
は

理
解

さ
れ

が
た

い
た

め

-
廃

棄
物

処
理

原
価

が
上

昇
し

て
い

る
主

な
理

由
が

、
ご

み
量

の
減

少
で

あ
る

た
め

こ
の

よ
う

に
、
手

数
料

の
改

定
に

当
た

っ
て

明
確

な
基

準
は

な
く

、
そ
の

H寺々
の

状
況

に
応

じ
て

改
定

さ
れ



販
売

場
所

平
成

2
2
年

度
平

成
2
3年

度
平

成
24

年
度

平
成
2
5年

度
平

成
2
6年

度

郵
便

局
(7
4
局
)

10
，
13
3
 

10
，
10
9

 
9
，4

2
0
 

10
，
11
5

 
9
，4

4
6
 

ス
ー

パ
ー

マ
ー

ケ
ッ
ト
、

コ
ン

ビ
ニ

エ
ン

ス
ス

ト
2
8
，9

4
9
 

2
9
，2

9
3
 

2
7
，6

9
2
 

3
3
，

 14
6
 

2
8
，
17
4

 

ア
等

(2
3干
土)

市
施

設
(1
7
か

所
)

9
3
3
 

8
6
8
 

9
0
3
 

9
9
3
 

4
，
19
6
 

合
計

4
0
，0

1
5
 

4
0
，2

7
0
 

3
8
，0

1
5
 

44
，2

5
'1

 
41

，8
16
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千
円

)
(
単
位

②
過

去
5
年

間
の

歳
入

決
算

の
惟

移
(
3
 -

2
)

廃
棄

物
処

理
手

数
料

(
家

庭
系

)

①
概

要

金
沢

市
は

、
家

庭
系

の
ご

み
の

う
ち

、
定

め
ら

れ
た

日
時

と
場

所
に

出
す

燃
や

す
ご

み
、
燃

や
さ

な
い

ご
み

、

資
源

回
収

ご
み

、
あ

き
び

ん
の

収
集

は
無

料
で

、
行

っ
て

い
る

が
、

組
大

ご
み

、
多

量
ご

み
、
ペ

ッ
ト

の
死

体
(

以

下
「有

料
組
大
こ
、
み
等
」
と
い
う

。
)

に
つ

い
て

は
有

料
と

し
て

お
り

、
こ

れ
ら

を
収

集
す

る
際

に
、
金

沢
市

廃

棄
物

の
減

益
化

及
び

適
正

処
理

等
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

き
、

手
数

料
を

徴
収

し
て

い
る

。

減 N ∞ ∞ ω 羽 E q N

(
注
)
平
成

2
6年

度
の

市
胞

設
の

歳
入

が
増

加
し

た
の

は
、

消
1'1:

税
増

税
に

よ
る

手
数

料
改

定
に

伴
い

新
し

い
ご

み

処
理

券
を

作
製

し
た

が
、

民
間

販
売

用
ご

み
処

理
券

が
不

足
し

、
市

施
設

で
の

購
入

を
勧

奨
し

た
た

め
で

あ
る

。

③
手

数
料

の
減

免

金
沢

市
廃

棄
物

の
減

量
;

化
及

び
適

正
処

理
等

に
関

す
る

条
例

第
3
5
条

で
は

「市
長

は
、

天
災

、
火

災
そ

の
他

の
理

由
に

よ
り

特
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
手

数
料

を
減

免
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
j
と

規
定

さ
れ

て

い
る

が
、

平
成

2
6年

度
に

減
免

し
た

実
績

は
な

い
。

区
分

金
額
(
ý

~í
J
'
i
'
税
を
含
む
)

粗
大

ご
み

の
収

集
等

を
行

う
場

合
1
点

に
つ

き
1，
0
0
0
円

以
内

で
品

目
別

に

(1
ド

型
ご

み
、

大
型

ご
み

)
規

則
で

定
め

る
額

(
注

)

臨
時

多
量

ご
み

の
収

集
等

を
行

う
場

合
2

 t
 t;:'i
準

車
両

1
台

に
つ

き
9
，
7
0
0
円

(
多
量
ご
み
)

犬
、
11ii

等
の

死
体

の
収

集
等

を
行

う
場

合
1
体

に
つ

き
2
，4

0
0
円

(
下

記
に

掲
げ

る
場

合
を

|徐
く

。
)

(ペ
ッ

ト
A
)

犬
、

猫
等

の
死

体
の

収
集

等
を

行
う

場
合

1
体

に
つ

き
5
，6

0
0i
IJ

 

(
処

分
を

専
用

の
炉

に
お

い
て

行
う

場
合

に
限

る
。
)

(
ベ
ッ
ト

B
)

闘争 う省
(
監
査
手
続
)

①
廃

棄
物

処
理

手
数

料
(

家
庭

系
)

の
徴

収
事

務
の

流
れ

と
作

成
書

類
に

つ
い

て
、

所
管

課
に

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

行
い

、
関

係
資

料
を

閲
覧

し
た

。

(
注

)
金

沢
市

廃
棄

物
の

減
盆

化
及

び
適

正
処

理
に

関
す

る
規

則
に

よ
り

、
一

番
長

い
辺

が
14
0
cIII

以
下

の
粗

大

ご
み

l
個

当
た

り
50

0
円

、
一

番
長

い
辺

が
14
0
酬

を
超

え
る

粗
大

ご
み

1
側

当
た

り
し
0
0
0
円

と
し

て
い

る
。

卦 bラ
②

郵
便

局
、

ス
ー

パ
ー

マ
ー

ケ
ッ

ト
、

市
施

設
の

う
ち

各
1
か

所
ず

つ
(

金
沢

南
郵

便
局

、
ア

ピ
タ

金
沢

庖
、

泉
里

子
市

民
セ

ン
タ

ー
)

で
、

ご
み

処
理

券
の

出
納

簿
と

受
払

記
録

、
現

在
在

庫
の

突
合

を
行

っ
た

。

玉
金
盟
主
主

市
職

員
が

収
集

し
処

分
場

へ

な
お

、
市

民
が

有
料

戸
別

収
集

を
依

頼
す

る
|

療
の

手
順

は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

ご
み

を
出

す

ご
み

処
理

券
を

ご
み

に
貼

り

指
定

収
集

場
所

へ
期

③
手
数

料
を

設
定

し
た

際
の

資
料

を
入

手
し

、
算

出
方

法
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
妥

当
性

に
つ

い
て

検

討
し

た
。

ご
み

処
理

券
を

購
入

市
役

所
、

市
民

セ
ン

タ
一

、
郵
使
局
、

ス
ー

パ
ー

マ
ー

ケ
ッ

コ
ン

ビ
ニ

エ
ン

ス
ス

ト
ア

重
量
主
旦
込
主
主

戸
日

IJ
収

集
受

付
セ

ン

タ
ー

④
上

記
資

料
に

よ
り

、
手

数
料

の
改

定
履

歴
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
妥

当
性

に
つ

い
て

検
討

し
た

。

歳
入

翻
定

簿
兼

収
入

原
簿

、
公

金
払

込
書

兼
領

収
証

書
、

出
納

簿
、

在
庫

受
払

一
覧

表
、

預
り

金
払

出
票

、
捌
l卸

一
覧

表
等

閲
覧

資
料

廃
棄

物
処

理
手

数
料

(
家

庭
系

)
の

徴
収

事
務

の
流

れ
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

(
監
査
結
果
)

①
手

数
料

の
徴

収
事

務
に

つ
い

て

ア
金

沢
南

郵
便

局

平
成

2
7
年

9
月

の
在

庫
受

払
一

覧
表

、
預

り
金

払
/1
¥索

、
初
l卸

一
覧

表
、

平
成

2
7
年

9
月

16
日

現
在

の

ご
み

処
理

券
現

物
在

庫
の

突
合

を
行

っ
た

。

イ
ア
ピ
タ
金
沢
!
苫

平
成

2幻
7
年

5
月
~
8
月
の
ご
み
処
理
券
出
納
在
待F

処
理

券
の

保
管

半
券

を
突

合
し

た
o

市
以

外
の

施
設

に

委
託

料
支

払

(
売
上
の

1
0
%
)

徴
収

し
た

手
数

料

を
市

へ
納

付

市
施

設
日
ご
と

そ
の

{也
月

ご
と

各
施

設
で

ご
み

処
理

券
を

販
売

し
手

数
料

を
受

領

ご
み

処
理

券
を

各
施

設
に

配

布
(

随
時

)

市
施

設
(1
7
か
所
)
、

ス
ー

パ
ー

マ
ー

ケ
ッ

ト
、

コ
ン

ビ
ニ

エ
ン

ス
ス

ト
ア

等

2
3
社

、
郵

便
局

74
局

書 一
干 止 一日一 言 一

何 日 目 一

閉 山 一
b n ， 一

兼 一
一 書 一

込 一
J b 一+ t h 一

金 一
、、 一 一，λ J 一

11 

ご
み

処
理

券
出

納
簿

、
在

庫
受

払
記

録
作

成

(
書
類
名

、
様

式
は

各
所

で
異

な
る

)



朝 間 開 N ∞ 有 ( 凶 吉 宗 明 ) 品 温 二 回

用
し

て
お

り
、

そ
の

考
え

方
に

問
題

は
な

か
っ

た
。

当
該

手
数

料
は

、
平

成
14
年

度
に
組

大
ご

み
収

集
事

務
の

全
面

的
な

改
正

が
行

わ
れ

、
現

在
の

制
度

と
な
っ

た
が

、
そ

れ
以

降
に

手
数

料
改

定
が

行
わ

れ
た

の
は

、
平

成
2
6年

度
の
み
で
、
あ
る

。

こ
の

改
定

は
、
消
3賀』

も
の

で
あ

る
。

平
成

14
年

度
以

降
、
r肖

賀
'

税
問

税
へ

の
対

応
以

外
は

改
定

が
行

わ
れ

て
い

な
い

が
、

多
量

ご
み

を
除

き
、

目

標
と

す
る

負
担

率
5
0
%
が

概
ね

達
成

さ
れ

て
い

る
た

め
、

特
に

問
題

は
な

い
と

考
え

ら
れ

る
。

ま
た

、
県
庁

所
在

地
の

中
核

市
に

お
け

る
有

料
ご

み
の

処
理

手
数
料

に
つ

い
て

は
、
以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

泉
野

市
民

セ
ン

タ
ー

出
納

簿
、

公
金

払
込

書
派

領
収

証
書

、
平

成
27

年
9
月

16
日
現
在

の
ご

み
処

理
券

現
物

在
庫

の
突

合
を

行
っ
た

。

以
上

、
こ

れ
ら

の
手

続
は

全
て

適
正

に
処

理
さ

れ
て
お
り

、
問

題
点

は
検

出
さ

れ
な

か
っ

た
。

ウ

中
核

市
名

中
型

ご
み

大
型

ご
み

多
盆

ご
み

青
森

市
8
0
0
 

8
0
0
 

盛
岡

市
6
0
0
 

1，
2
0
0
 

秋
田

市
2
0
0
、

5
0
0

1，
0
00

、
1，
5
0
0

宇
都

宮
市

8
3
0
 

8
3
0
 

前
橋

市
無
事
|

無
事
|

富
山

市
重

量
重

量
重

量

金
沢

市
5
0
0
 

1，
0
0
0
 

ご
み

収
集

車
(
2

t
 II
I)
 

1
台

9
，
7
0
0

長
野

市
重
hl

重
量

2
 t

ト
ラ
ッ
ク

1
台

2
4
，6

0
0

(注
2
)

 

岐
阜

市
4
0
0
~
8
0
0
 

8
0
0
~
1

， 
6
0
0
 

大
津

市
lli

企
重

立

奈
良

市
無
事
|

無
料

和
歌

山
市

無
料

無
料

高
松

市
5
1
0
 

1，
 

0
2
0
~
2

， 
0
4
0
 

松
山

市
無
事
|

無
事
|

同
知

市
~!
\\
料

!!¥
¥1
Sト

長
崎

市
5
1
4
 

1，
0
2
8

 

大
分

市
重

量
重

量
経

貨
物

自
動

車
1
台

2
，
14
0 

宮
崎

市
5
0
0
~
2

， 
5
0
0
 

鹿
児

島
市

3
5
0
 

7
0
0
 

)11
141
覇
市

3
0
0
 

減 N ∞ ∞ ω 羽 E q N

円
)

(
単
位

県
庁

所
在

地
の

中
核

市
の

有
料

ご
み

の
処

理
手

数
料

表
62

②
手

数
料

の
妥

当
性

に
つ

い
て

昭
和

6
3
年

度
の

金
沢

市
廃

棄
物

処
理

審
議

委
員

会
に

お
い

て
、
家

庭
系

の
廃

棄
物

の
う

ち
有

料
粗

大
ご

み
等

に
つ

い
て

は
、
処
理

!J
'i
:用
の

5
0
%
を

、
受

益
者

に
負

担
し

て
も

ら
う

方
針

と
し

て
い

る
。
そ
の
「
負

担
率

5
0
%
J

を
目

標
と

し
て

手
数

料
が

設
定

さ
れ

て
お

り
、

平
成

25
年

度
の

実
績

値
は

目
標

の
5
0
%
を

わ
ず

か
に

下
回

っ
て

い
る

状
況

に
あ

る
が

、
埋

立
・
焼

却
系

の
ご

み
や

家
庭

系
の

無
事
|ご

み
と

共
通

し
て

発
生

す
る

経
費

や
重

量
の

微
分

を
計

算
過

程
で

使
用

し
て

い
る

た
め

、
誤

差
範

囲
と

考
え

て
よ

い
。

闘争

円
)

廃
棄

物
処

理
手

数
料

収
入

③
44

，
2
54
，
9
0
0
 

廃
棄

物
処

理
費

用
⑥

9
0
，4
8
2
，

 L2
4 

粗
大

ご
み

、
多

量
ご

み
の

収
集

経
質
'

6
6
，
76
0
，0
94
 

ペ
ッ

ト
の

収
集
経
質
'

5
，
7
8
7
，3

7
0
 

埋
立

及
び

焼
却

に
要

す
る

処
分

経
質
'

17
，9
34

，6
6
0
 

費
用

に
対

す
る

収
入

の
割

合
(

負
担

率
)

③
÷

⑥
4
8
.
9
%

 

(
単
位

表
6
0

平
成

25
年

度
の
負

担
率

う省 卦 bラ

(
参

考
)

廃
棄

物
処

理
費

用
の

算
出

方
法

組
大

ご
み

、
多

盆
ご

み
、
ペ

ッ
ト

と
も

、
収

集
経
質
'
は
有

料
粗

大
ご

み
等

収
集

業
務

に
係

る
受

付

経
費

、
II

Ií
I利
減
耐

li償
却
費
、
収
集
委
託
費
及
び
人
件

p~
を
集
計
し
た
も
の
で
あ
り
、
正
確
な
費
用
が

把
握

さ
れ

て
い

る
。

他
方

、
処

分
経

質
'

に
つ

い
て

は
、

有
料

粗
大

ご
み

等
に

つ
い

て
の

み
を

把
握

す

る
こ

と
は

で
き

な
い

た
め

、
便

宜
上

、
埋

立
・
焼
却
に
要
す
る
総
賀
'
用
を
総
処
理
i
l
1
;
で
苦

'1
っ

て
処

分

単
価
を
計
算
し
、
こ
れ
に
有
料
粗
大
ご
み
等
の
収
集
立
を
乗
じ
て
~
出
し
て
い
る

。
期

な
お

、
有

料
粗

大
ご

み
等

の
区

分
別

の
負

担
率

は
、

以
下

の
よ

う
に

な
っ

て
お

り
、

区
分

に
よ

っ
て

か
な

り

の
ば

ら
つ

き
が

あ
る

。

(
注
)

1
 
重

金
と

記
載

さ
れ

て
い
る

都
市
は
、

ご
み

の
大

き
さ

で
は

な
く

重
盆

で
料

金
を

決
め

て
い

る
。

中
型

ご
み

と
大

型
ご

み
の

区
月
'1は

金
沢

市
と

一
致

し
て

い
る

訳
で

は
な

い
が

、
概

ね
近

い
区

分
で

分
け

ら
れ

て
い

る
。

無
料

と
な

っ
て

い
る

都
市

は
、

1
回

の
回

収
量

を
制

限
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
廃

棄
物

の

期
加

を
防

止
し

て
い

る
。

2
.
 

2
 t

ト
ラ
ッ
ク

1
台

24
，6

0
0
円

、
1
/

2
台

15
，5
0
0
円、

1
/

4
台

10
，
9
0
0
円

と
な

っ
て

い
る

。

区
分

別
負

担
率

区
分

処
理
資
'
用
(
円
)

手
数
料
収
入
(
円
)

負
担

率
(

%
)

中
型

ご
み

70
1 

5
0
0
 

7
1. 

3
 

大
型

ご
み

2
，
10
0 

1，
0
0
0
 

4
7
.6

 

多
量

ご
み

3
2
，

 
5L
 L

 
9
，
7
0
0
 

2
9
.8

 

犬
猫

(
ペ

ッ
ト

A
)

2
，
9
2
0
 

2
，4

0
0
 

8
2
.
2

 

犬
猫

(
ペ

ッ
ト

B
)

6
，2
9
5
 

5
，6

0
0
 

8
9
.0
 

表
61

各
市

に
お

い
て

様
々

な
料

金
体

系
が

取
ら

れ
て

お
り

、
そ
の

状
況

を
一

つ
の

表
で

示
す

こ
と

は
難
し
い
が
、

金
沢

市
が

設
定

し
て

い
る

手
数

料
は

、
他

都
市

と
比

べ
て

も
標

準
的

な
水

準
に

あ
り

、
そ

の
体

系
に

つ
い

て
は

簡
易

な
区

分
方

法
が

採
用

さ
れ

て
い

る
と

言
え

る
。

区
分
ご
と
の
処
理
責
'
用
は

、
収

集
経

質
J
と
処
分
原
1
ilii

の
kg

当
た

り
単
{ilii

に
、

1
件

当
た

り
の

平
均

重
量

(
ご

み
区

分
ご

と
に

設
定

さ
れ

て
い

る
)

を
乗

じ
て

算
定

し
た

も
の

で
あ

る
。

1
件

当
た

り
の

平
均

重
量

算
出
方

法
の

正
確

性
に

つ
い

て
も

検
証

し
た

が
、

過
去

の
実

視
'1数

値
の

平
均

を
採
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(
3
 -

3
)

廃
棄

物
処

埋
手

数
料

(
処

理
業

許
可

等
)

①
概

要

廃
棄

物
や

廃
自

動
車

の
適

正
処

理
、

浄
化

槽
の

適
正

な
維

持
管

理
を

図
る

た
め

、
法

令
等

に
よ

り
、

廃
棄

物

処
理

業
や

浄
化

槽
消

掃
業

を
行

う
際

は
、

地
方

自
治

体
の

許
可

や
登

録
が

必
要

で
あ

る
。

そ
の
許
可
等
に
|
捺
し

て
、

金
沢

市
廃

棄
物

の
減

益
;化

及
び

適
正

処
理

等
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

き
、

手
数

料
を

徴
収

し
て

い
る

。
そ

の
許

可
等

は
全

部
で

9
穏

4
9
区

分
に

分
か

れ
る

が
、

主
な

区
分

は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

簡
易

な
制

度
に

す
る

こ
と

に
よ

り
行

政
コ

ス
ト

が
削

減
さ

れ
て

い
る

商
も

あ
る

が
、

分
ご

と
に

検
証

す
る

必
要

が
あ

る
。

特
に

、
負

担
率

が
最

も
低

く
な

っ
て

い
る

多
量

こ
、

み
に

つ
い

て
、

他
都

市
に

お
い

て
は

自
己

搬
入

を
原

則
と

し
て
お
り

、
金

沢
市

の
よ

う
に

収
集

す
る

都
市

は
4
市

と
な

っ
て

い
る

。
他

都
市

に
は

な
い

サ
ー

ビ
ス

を
提

供

し
て
お
り

、
そ

の
受

益
者

に
は

、
適

正
な

負
担

を
求

め
る

必
要

が
あ

る
。

数
料

に
つ

い
て

は
区

減 N ∞ ∞ ω 羽 E q N 闘争 う省 卦 bラ 期

手
数

料
名

主
な

区
分

金
額

(
円

)
事

業
者

数
種

類
手

続

新
規

10
，
0
0
0
 

収
集

・
運

搬
更

新
10

，
0
0
0
 

38
 

一
般

廃
棄

物
処

理
業

等
許

可
申

諸
手

数
料

変
更

10
，
0
0
0
 

新
規

10
，
0
0
0
 

処
分

更
新

10
，
0
0
0
 

6
 

変
更

10
，
0
0
0
 

浄
化

糟
I剤

耐
業

許
可

申
諸

手
数

料
更

新
10

，
0
0
0
 

新
規

8
1，
0
0
0
 

収
集

・
運

搬
更

新
73

，
0
0
0
 

76
 

産
業
廃
棄
物
処
理
業
等

~!f
可
申
詰
手
数
料

変
更

7
1，
0
0
0
 

新
規

10
0
，
0
0
0
 

処
分

更
新

9
4
，
0
0
0
 

32
 

変
更

9
2
，
0
0
0
 

新
規

8
1，
0
0
0
 

収
集

・
運

搬
更

新
74

，
0
0
0
 

17
 

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
処

理
業

等
許

可
申

請
手

数
料

変
更

72
，
0
0
0
 

新
規

10
0
，
0
0
0
 

処
分

更
新

9
5
，
0
0
0
 

3
 

変
更

9
5
，
0
0
0
 

13
0
，
0
0
0
 

車
li規

文
は

施
設

の
設

置
11
0
，
0
0
0
 

一
般

廃
棄

物
処

理
施

設
設

位
等

許
可

申
請

手
数

料
12
0
，
0
0
0
 

10
 

変
更

又
は

10
0
，
0
0
0
 

施
設

の
定

期
検

査
3
3
，
0
0
0
 

【意
見】

廃
棄

物
処

理
手

数
料

(家
庭

系
)
の

う
ち

、
多

量
ご
み
に
つ
い
て
は
、

目
標

と
す

る
負

担
率

を
大

き
く

下
回

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
適

正
な

受
益

者
負

担
を

求
め

る
必

要
が

あ
る

。
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千
円
)

手
数

料
名

平
成

2
2年

度
平

成
2
3年

度
平

成
24

年
度

平
成

25
年

度
平

成
2
6年

度

一
般

廃
棄

物
処

理
業

等
許

可
申

請
手

数
料

2
3
0
 

2
5
0
 

2
6
0
 

2
0
0
 

2
6
0
 

浄
化

槽
清

掃
業

許
可

申
請

手
数

料
10
 

10
 

産
業

廃
棄

物
処

理
業

等
許

可
申

請
手

数
料

14
，
8
8
8
 

1，
74

5
 

1，
10
0
 

1，
0
9
9
 

1 ，
16
7 

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
処

理
業

等
許

可
申

1，
3
0
3
 

2
2
0
 

4
9
1
 

5
6
3
 

39
1

 
諸

手
数

料

一
般

廃
棄

物
処

理
施

設
設

置
等

許
可

申
請

9
9
 

3
3
 

33
 

手
数
料

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
等
許
可
申
~

3
6
0
 

6
0
0
 

37
4 

4
8
2
 

2
7
3
 

手
数

料

汚
染

土
壌

処
理

業
許

可
申

請
手

数
料

2
4
0
 

使
用

済
自

動
車

資
源

化
事

業
者

許
可

申
請

14
7 

57
4 

手
数

料

使
用

済
自

動
車

資
源

化
事

業
者

登
録

申
請

35
 

51
 

72
4 

64
 

17
3 

手
数

料

合
計

17
，
0
5
6
 

3
，
12
2 

2，
9
8
2
 

2
，
45
1 

2
，
8
3
8
 

(
単
位

②
過

去
5
年

間
の

歳
入

決
算

の
推

移

う省 卦

(
注
)
平
成

2
3年

度
に

大
き

く
減

少
し

た
の

は
、

廃
棄

物
の

処
理

及
び

清
掃

に
関

す
る

法
律

の
改

正
に

よ
り

、
産

業
廃

棄
物

収
集

運
倣

業
許

可
に

つ
い

て
規

制
緩

和
が

な
さ

れ
、

石
川

県
許

可
が

あ
れ

ば
金

沢
市

に
お

い
て

も

業
を

行
え

る
こ

と
と

な
っ

た
た

め
で

あ
る

。

手
数

料
名

主
な

区
分

金
額

(
円

)
事

業
者

数
種

類
手

続

14
0
，
0
0
0
 

新
規

又
は

施
設

の
設

世
12
0
，
0
0
0
 

産
業

廃
棄

物
処

理
施

設
設

置
等

許
可

申
訪

手
数

料
13
0
，
0
0
0
 

47
 

変
吏

文
は

11
0
，
0
0
0
 

施
設

の
定

期
検

査
3
3
，
0
0
0
 

新
規

2
4
0
，
0
0
0
 

汚
染

土
壊

処
理

業
許

可
申

請
手

数
料

更
新

2
2
4
，
0
0
0
 

変
更

2
2
2
，
0
0
0
 

解
休

業
新

規
78

，
0
0
0
 

7
 

更
新

70
，
0
0
0
 

使
用

済
自

動
車

資
源

化
事

業
者

許
可

申
請

手
数

料
新

規
8
4
，
0
0
0
 

破
砕

業
更

新
77

，
0
0
0
 

3
 

変
更

7
5
，
0
0
0
 

引
取

業
新

規
4
，
0
0
0
 

2
4
8
 

使
用

済
自

動
車

資
源

化
事

業
者

登
録

申
請

手
数

料
更

新
3
，
5
0
0
 

ア
ロ

ン
類

回
新

規
5
，
0
0
0
 

34
 

収
業

更
新

4
，
0
0
0
 

bラ 期

(
監
査
手
続
)

①
廃

棄
物

処
浬

手
数

料
(

処
浬

業
許

可
等

)
の

徴
収

事
務

の
流

れ
と

作
成

書
類

に
つ

い
て

、
所

管
課

に
ヒ

ア
リ

ン
ク

を
行

い
、

関
係

資
料

を
閲

覧
し

た
。

各
手

数
料

に
つ

い
て

は
、

廃
棄

物
の

処
理

及
び

清
婦

に
関

す
る

法
律

、
浄

化
槽

法
、

土
壊

汚
染

対
策

法
、

使

用
済

自
動

車
の

再
資

源
化

等
に

関
す

る
法

律
(
以
下

「
自
動
車
リ

サ
イ
ク

ノレ
法
」
と
い
う

。
)

に
基

づ
き

、
金

沢

市
廃
棄
物
の
減
訟
化
及
ひ
ー
適
正
処
理
等
に

|刻
す
る
条
例
に
、

4
9
区

分
全

て
が

規
定

さ
れ

て
い

る
。

な
お

、
許

可
、

登
録

に
関

す
る

申
請

手
数

料
の

徴
収

事
務

の
流

れ
は

、
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。

②
平

成
2
6年

度
の

産
業

廃
棄

物
処

理
業

等
許

可
申

請
及

び
使

用
済

自
動

車
資

源
化

事
業

者
許

可
申

諮
に

つ
い

て

申
話

番
類

一
式

の
記

載
内

容
を

検
討

し
、

併
せ

て
記
ililt

さ
れ

た
手

数
料

が
金

沢
市

廃
棄

物
の

減
盆

化
及

び
適

正

処
理

等
に

関
す

る
条

例
と

整
合

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
、

し
た

。

③
手

数
料

を
設

定
し

た
際

の
資

料
を

入
手

し
、

算
出

方
法

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

妥
当

性
に

つ
い

て
検

討
し

た
。

④
上

記
資

料
に
よ
り

、
手

数
料

の
改

定
履

歴
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
妥
当

性
に

つ
い

て
検

討
し

た
。

歳
入
調
定
員
草
兼
収
入
原
簿
、
公
金
払
込
書
兼
領
収
証
書
、
各
時

i詐
f'
E}
等

(
監
査
結
果
)

①
手

数
料

の
徴

収
事

務
に

つ
い

て

平
成

26
年

度
の

産
業

廃
棄

物
処

理
業

等
許

可
申

請
に

つ
い

て
は

3
件

、
使

用
済

自
動

車
資

源
化

事
業

者
許

可

閲
覧

資
料
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手
数

料
の

金
額

9
4
，
0
00
1I
j 

算
定

綴
94

，
2
5
5
円

区
分

1
件

当
た

り
経

費
内

容
所

要
時

間
(

分
)

人
員

(
名

)
所

要
時

間
×

人
貝

(
円
)

受
付

35
 

35
 

審
査

2
4
5
 

2
 

4
9
0
 

現
地

調
査

5
3
0
 

2
 

10
60
 

起
案

決
議

15
 

6
 

90
 

人
件

費
割

可
証

作
成

5
 

l
 

5
 

交
付

5
 

5
 

そ
の

{也

合
計

1，
6
8
5
 
(
分
)

1
件

当
た

り
所

要
給

与
費

93
，
48
4 

55
.4
8
 (
円

)
x
 1
件

当
た

り
の

所
要

時
間

93
，
48

4
 (
円
)

(
円
)

内
容

委
員

報
酬

人
員

(
名

)
1

日
当

た
り

件
数

専
門

知
識

を
有

報
酬

す
る

者
に

対
す

る
意
見
!
崎
、
取
費

1
件

当
た

り
報

酬
委

員
報

酬
×

人
員

7
1
日

当
た

り
件

数
(
円
)

(
円
)

申
請

書
20

.
0
 

許
可

証
2
.
5
 

起
案

復
命

舎

印
刷
製
本
質
'

査
定

表

i'J
とが

fi
W

封
筒

そ
の

{也

23
 

合
計

22
.
5
 

(
円
)

車
柄

使
用

時
間

車
柄

償
却

費
(
1
 n寺!
日
1当

た
り
)

車
~
両
償
却
p
.
i
:

18
0 

(
分
)

10
9
.9

 (
円
)

車
綱
償
却
'
l
'
i
'

(
1
件

当
た

り
)

物
件

費
32
9 

3
2
9
 
(
円
)

ガ
ソ

リ
ン

代
1
件

当
た

り
の

距
隊

ガ
ソ

リ
ン

1
km

当
た

り
の

単
価

20
 
(k
m
)
 

15
.9

8
4
 (
円
)

1
件

当
た

り
の

ガ
ソ

リ
ン

代

3
19

 
3
19

 (
円
)

旅
費

(
円
)

そ
の

他
の

経
費

通
信
運
搬
p
.
i
:

10
0
 (
円
)

10
0 

消
耗

品
(
円
)

産
業

廃
棄

物
処

分
業

許
可

更
新

手
数

料
の

検
証

資
料

表
64

申
請

に
つ

い
て

は
7
件

の
申

請
書

類
一

式
の

記
載

内
容

を
検

討
し

、
併

せ
て

、
記

載
さ

れ
た

手
数

料
が

金
沢

市

廃
棄

物
の

減
益

化
及

び
適

正
処

理
等

に
関

す
る

条
例

と
整

合
し

て
い

る
か

ど
う

か
を

確
認

し
た

が
、

適
正

に
処

理
さ

れ
て

お
り

、
問

題
点

は
検

出
さ

れ
な

か
っ

た
。

②
手

数
料

の
妥

当
性

に
つ

い
て

当
該

手
数

料
は

、
全

て
法

令
等

に
基

づ
く

手
数

料
で

あ
る

た
め

、
基

本
的

に
は

、
法

令
改

正
等

に
伴

う
国

の

1M
度

改
正

時
に

、
改

定
が

行
わ

れ
て

き
た

。

卦 bラ 期

円
)

手
数

料
名

前
々

回
改

定
前

回
改

定
現

在

一
般

廃
棄

物
処

盟
業

等
許

可
申

請
手

数
料

昭
和

53
年

4
月

1
日

昭
和

59
年

4
月

1
日

5
，
00
0 

10
，
0
0
0
 

浄
化

栴
清

掃
業

許
可

申
請

手
数

料
昭
和

53
年

4
月

1
日

昭
和

59
年

4
月

1
日

5
，
00
0 

10
，
0
0
0
 

産
業

廃
棄

物
処

理
業

等
許

可
申

請
手

数
料

平
成

8
年

2
月

1
日

平
成

11
年

4
月

1
日

平
成

12
年

4
月

1
日

(
注
)

1
 

69
，
0
0
0
 

72
，
00
0 

73
，
0
0
0
 

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
処

理
業

等
許

可
平

成
8
年

2
月

1
日

平
成

11
年

4
月

1
日

平
成

12
年

4
月

1
日

~~
~i

'ì手
数
料

(
注
)

1
 

70
，
00

0
 

72
，
00
0 

74
，
00

0
 

一
般

廃
棄

物
処

理
施

設
設

置
等

許
可

申
請

平
成

4
年

7
月

4
日

平
成

8
年

2
月

1
日

平
成

12
年

4
月

1
日

手
数

料
(
注
)

2
 

97
，
0
0
0
 

ll
O
，
OO
O 

13
0
，
0
0
0
 

産
業

廃
棄

物
処

理
施

設
設

笹
等

許
可

平
成

4
年

7
月

4
日

平
成

8
年

2
月

1
日

平
成

12
年

4
月

1
日

(
注
)

2
 

97
，
0
0
0
 

12
0
，
00
0 

14
0
，
0
0
0
 

汚
染

土
壊

処
理

業
許

可
申

請
手

数
料

平
成
21

年
10

月
23

日

(
注
)

1
 

2
4
0
，
0
0
0
 

使
用

済
自

動
車

資
源

化
事

業
者

許
可

申
請

平
成

16
年

7
月

1
日

手
数

料
(
注
)

1
 

70
，
0
0
0
 

使
用

済
自

動
車

資
源

化
事

業
者

登
録

申
話

平
成

17
年

1
月

1
日

手
数

料
(
注
)

1
 

3
，
5
0
0
 

(
単
位

表
63

手
数

料
の

改
定

履
歴

ー l ∞。 ーー

(
注
)

1
.
複

数
の

区
分

が
あ

る
た

め
、

平
成
22

年
度

か
ら

平
成

26
年

度
ま

で
の

5
年

間
で

最
も

多
く

収
入

が
苦

|

上
さ

れ
て

い
る

区
分

を
記

載
し

て
い

る
。

産
業

廃
棄

物
処

理
業

等
静

可
申

請
手

数
料

(
収

集
運

搬
業

許
可

更
新

申
請

手
数

料
)

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
処

理
業

等
許

可
申

請
手

数
料

(
収

集
運

搬
業

前
可

吏
新

申
請

手
数

料
)

汚
染
土
壌
処
理
業
官
|
可
申
請
手
数
料

使
用

済
自

動
車

資
源

化
事

業
者

許
可

申
請

手
数

料
(

解
休

業
許

可
更

新
申

請
手

数
料

)

使
用

済
自

動
車

資
源

化
事

業
者

登
録

申
請

手
数

料
(

引
取

業
登

録
更

新
申

請
手

数
料

)

2
 
新

設
区

分
が

あ
る

た
め

比
較

可
能

な
区

分
(

処
理

施
設

設
置

許
可

申
請

手
数

料
)

を
対

象
と

し
て

記

載
し

て
い

る
。

ま
た

、
当

該
手

数
料

の
妥

当
性

を
検

証
す

る
資

料
は

、
毎

年
度

作
成

さ
れ

て
い

る
。

例
と

し
て

、
産

業
廃

棄

物
処

分
業

許
可

更
新

手
数

料
を

以
下

に
記

載
す

る
。
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(
4
)

住
民

票
写

し
交

付
手

数
料

、
諸

証
明

書
交

付
手

数
料

①
概

要

住
民

票
写

し
及

び
印

鑑
登

録
証

明
書

な
ど

の
諸

証
明

書
は

、
平

成
2
7年

4
月

1
日

現
在

、
市

役
所

市
民

課
、

各
市

民
セ

ン
タ

ー
(

市
内

14
か
所
)

、
自

動
交

付
機

(
市
内

11
か
所
)

、
郵

便
局

(
市

内
4
局
)

、
広

域
行

政

窓
口

サ
ー

ビ
ス

(
県

内
9
市

町
役

場
)

に
お

い
て

交
付

し
て

お
り

、
交

付
に

際
し

て
、

金
沢

市
手

数
料

条
例

に

基
づ
き

、
手

数
料

を
徴

収
し

て
い

る
。

減 N ∞∞ ω 羽 E q N

住
民

梨
写

し
交

付
手

数
料

等

区
分

金
額

住
民

票
写

し
交

付
手

数
料

3
0
0
円

印
鑑

登
録

証
明

舎
交

付
手

数
料

3
0
0
円

資
産

証
明

書
交

付
手

数
料

3
0
0
円

所
得
目
黒
税
証
明
言
ー
交
付
手
数
料

3
0
0
円

納
税

証
明

書
交

付
手

数
料

30
0
円

そ
の

他
証

明
書

交
付

手
数

料
住

宅
用

家
屋

証
明

書
1，
30

0
円

上
記

以
外

30
0
円

表
6
5

こ
の

資
料

は
、

基
本

的
に

区
分

ご
と

に
作

成
さ

れ
て

お
り

、
そ

れ
に

よ
る

算
定

額
は

、
全

て
現

行
の

手
数

料

と
近
似
し
て
い
る

。
し
か
し
、
こ
の
資

料
は
形

式
的

に
作

成
さ

れ
て

お
り

、
実

態
を

反
映

し
て

い
る

か
ど

う
か

検
証

が
十

分
な

さ
れ

て
い

な
い

。

地
方

公
共

団
体

が
行

う
事

務
作

業
で

住
民

に
手

数
料

を
請

求
す

る
も

の
の

う
ち

、
全

国
的

に
統

ー
し
て
定
め

る
こ

と
が

特
に

必
要

な
も

の
に

つ
い

て
は

、
「地

方
公

共
団

体
の

手
数

料
の

襟
準

に
関

す
る

政
令

(
以

下
「

手

数
料

令
」

と
し
づ

。
)

で
そ

の
金

額
が

定
め

ら
れ

て
い

る
。

当
該

手
数

料
の

う
ち

、
般
廃
棄
物
|
品
I
i
l
i
の
手
数
料
及
び
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ノ
レ
法
に
基
づ
く
手
数
料
に
つ
い

て
は

、
主

と
し

て
他

の
自

治
体

の
手

数
料

を
参

考
に

設
定

し
て

お
り

、
産

業
廃

棄
物

関
連

の
手

数
料

は
、
手

数

料
令

に
基

づ
き

設
定

し
て

い
る

。

手
数

料
令

を
定

め
る

の
は

国
で

あ
る

が
、

実
態

を
把

握
し

て
、
現
在

の
手

数
料

が
妥

当
か

ど
う

か
を

検
討

す

る
役

割
を

地
方

自
治

体
も

果
た

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

当
該

手
数

料
は

、
受

読
者

、
す

な
わ

ち
廃

棄
物

処
理

業
者

が
全

額
負

担
す

べ
き

で
あ

り
、

公
的

な
補

助
を

す

る
も
の
で
は
な
し

、

前
記
の
建
築
確
認

I'~
詩
手
数
料
で
は

、
手
数
料
の
改
定
に
際
し
て

、
区
分
ご
と
に
数
件
の
作
業
を
抽
出
し

、

実
際

の
作

業
時

間
を

測
定

し
て

、
そ
の
妥
当
悩
ニ
を

検
証

し
た

事
例

も
あ

る
こ

と
か

ら
、

処
理

業
許

可
等

に
係

る

廃
棄

物
処

理
手

数
料

に
つ

い
て

も
、
事

務
作

業
に

相
当

す
る

金
額

が
、

手
数

料
と

し
て

回
収

さ
れ

て
い

る
か

検

証
す
る

必
要

が
あ

る
。

闘争 う省 卦

住
民

票
写

し
交

付
手

数
料

及
び

諸
証

明
書

交
付

手
数

料
の

徴
収

事
務

の
流

れ
は

、
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。

|
諸

証
明
書

等
交

付
申

請
|

→
|

諸
証

明
制

寸
|

→
|

手
数

料
受

領
領

収
書

発
行

|
→

I
 ~
^
歪
日

【意
見

】

廃
棄

物
処

理
手

数
料

(処
理

業
許

可
等

)
に
つ
い
て
は
、

事
務

作
業

に
相

当
す

る
金

額
が

、
現

行
の

手
数

料
で

回

収
さ

れ
て

い
る
か
検

証
す
る

必
要

が
あ

る
。

bラ 期

②
過

去
5
年

間
の

歳
入

決
算

の
推

移

区
分

住
民

票
写

し

諸
証

明
警

③
手

数
料

の
減

免
等

住
民
票
耳
写
し
交
付
手
数
料
及
び
諸
証
明
書
交
付
手
数
料
に
は
、
手
数
料
を
徴
収
し
な
い
も
の
と
し
て
、
公
用
、

無
料

、
減

免
の

3
種

が
あ

る
。

公
用

と
は

、
官

公
著

か
ら

請
求

が
あ

っ
た

も
の

文
は

国
若

し
く

は
地

方
公

共
団

体
の

職
員

が
公

用
で

詰
求

し

た
も

の
で

あ
る

(
金

沢
市

手
数

料
条

例
第

5
条
第

3
号
)
。

無
料

と
は

、
法

律
や

条
例

等
で

あ
ら

か
じ

め
手

数
料

を
徴

収
し

な
い

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

も
の

で
あ

る
。

こ

れ
ら

は
市

の
裁

訟
で

無
料

と
す

る
も

の
で

あ
り

、
無

料
に

す
る

た
め

の
申

請
書

や
手

続
は

存
在

し
な

い
。

平
成

26
年
度
に
お
い
て
金
沢
市
が
発
行
し
た
住
民
票
写
し
及
び
諸
~
i
1
明
記

ーは
合
計

49
2

，
33
9
通
の
う
ち

、手
数

料
を

徴
収

し
な

い
も

の
は

合
計

64
，
10

8通
(
公
用

17
，5

80
通
、
~
*
H
6

，5
2
8
通

)
で

あ
っ

た
。

減
免

は
、

発
生

し
た

手
数

料
の

一
部

又
は

全
部

を
消

滅
さ

せ
る

も
の

で
あ

り
、
近

年
で

は
大

き
な

自
然

災
害

(
浅
野
川
大
雨
災
害

、
東

日
本

大
震

災
)

の
被

災
者

に
係

る
各

種
証

明
書

交
付

手
数

料
が

減
免

さ
れ

た
が

、
平

成
26
年

度
に

お
い

て
は

実
績

が
な

い
。
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②
無

料
で

交
付

さ
れ

た
諸

証
明

書
に

つ
い

て

平
成

27
年

10
月

に
市

民
課

窓
口

で
発

行
さ

れ
た

無
料

の
諸

証
明

書
3
0通

に
関

す
る

書
類

を
閲

覧
し

た
と

こ
ろ

、

次
の

よ
う

な
状

況
で

あ
っ

た
。

(
監
査
手
続
)

①
住

民
票

写
し

交
付

手
数

料
及

び
諸

証
明

書
交

付
手

数
料

の
徴

収
事

務
の

流
れ

と
作

成
害

ー
類

に
つ

い
て

、
所

管

課
に

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

行
い

、
関

係
資

料
を

閲
覧

し
た
。

減 N ∞ ∞ ω 羽 E q N

1
 
軽

自
動

車
税

の
納

税
証

明
書

10
通

2
 
就

学
奨
励
賞
'
補
助
金
交
付
申
詩
用
の
所
得
証
明
書

1
通

3
 
戸

籍
に

記
録

が
な

い
こ

と
の

告
知

書
14
通

4
 
住

所
地

が
存

在
し

な
い

こ
と

の
証

明
書

l
通

5
 
住

居
表

示
変

更
通

知
書

2
通

6
 
固

定
資

産
価

格
通

知
書

2
通

②
無

料
で

発
行

さ
れ

て
い

る
諸

証
明

書
交

付
申

請
書

を
1
ヶ

月
分

閲
覧

し
、

無
料

と
し

て
取

り
扱

わ
れ

て
い

る

こ
と

が
適

切
か

ど
う

か
を

検
討

し
た

。

③
手

数
料

を
設

定
し

た
|

燦
の

資
料

を
入

手
し

、
算

出
方

法
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
妥

当
性

に
つ

い
て

検

討
し

た
。

上
表
の
う
ち
、

1
か
ら

4
ま

で
は

「
金

沢
市

手
数

料
免

除
に

関
す

る
取

扱
い

及
び

証
明

に
関

す
る

取
扱

い
要

領
J

に
記
載

さ
れ

て
い

る
も

の
で

あ
り

、
そ

の
根

拠
と

な
る

法
令

、
条

例
等

と
の

整
合

性
も

確
認

で
き

た
。

5
と
6
に
つ
い
て
は
問
要
領
に
記
i
l
i
¥
t
は
な
か
っ
た
が

、
両

方
と
も
通
知
書
で
‘
あ
り
証
明
書
で
は
な
い
た
め

、

手
数

料
を

訂
i求

す
べ

き
書

類
に

当
た

ら
な
い
と

解
釈

し
て

い
る

と
の

こ
と

で
あ

る
。

こ
れ

ら
の

手
続

に
お

い
て

、
問

題
点

は
検

出
さ

れ
な

か
っ

た
。

闘争 卦 bラ 期

④
上
言
己
資
料
に
よ
り

、
手

数
料

の
改

定
履

歴
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
妥

当
性

に
つ

い
て

検
討

し
た

。

(
監
査
結
果
)

①
手

数
料

の
徴

収
事

務
に

つ
い

て

平
成

2
6
年

度
中

で
無

作
為

に
3
つ

の
指

定
日

を
監

査
人

が
選

択
し

、
市

民
課

と
元

町
市

民
セ

ン
タ

ー
で

受
付

け
た

諸
証

明
書

交
付

申
請

書
の

合
計

額
が

歳
入

調
定

簿
兼

収
入

原
簿

と
一

致
す

る
こ

と
を

確
か

め
た

。
収

納
箇

に
お

い
て

、
問

題
点

は
検

出
さ

れ
な

か
っ

た
が

、
以

下
の

事
務

に
つ

い
て

は
、

よ
り

慎
重

な
対

応
が

必
要

で
あ

る
。 諸

証
明

書
の

交
付

申
請

を
受

け
付

け
る

|
祭

、
市

民
課

等
の

窓
口

担
当

者
は

申
請

者
の

本
人

確
認

を
行

う
こ

と

に
な

っ
て

い
る

。
本

人
確

認
の

方
法

に
つ

い
て

は
「

証
明

書
等

の
交

付
請

求
等

に
閲

す
る

本
人

確
認

事
務

取
扱

要
綱

」
に

定
め

ら
れ

て
い

る
。

諸
証

明
書

交
付

申
請

書
の

下
欄

に
は

、
窓

口
担

当
者

が
本

人
確

認
を

ど
の

よ
う

に
行

っ
た

か
を

記
載

す
る

部

分
が
あ
る

。
今
回
の
監
査
で

'f
:l:
20

6件
の
諸
証
明
書
交
付
申

~ì
!i舎
を
抽
出
し
、
閲
覧
し
た
が
、
そ
の
う
ち

2
件
で

ど
の

よ
う

に
本

人
確

認
を

し
た

か
記

載
の

な
い

も
の

が
あ

っ
た

。

ま
た

、
代
理
人

か
ら

の
交

付
申

請
を

受
け

付
け

る
場

合
の

対
応

に
つ

い
て

は
、
「
諸
証

明
及

び
住

民
異

動
届

等

本
人

確
認
マ
ニ
ュ
ア
ノ
レ
」
に
定
め
ら
れ
て
お
り

、
代

理
権

限
を

確
認

す
る

こ
と

が
必

要
と

さ
れ

て
い

る
。

監
査

の
対

象
と

し
た

諸
託

明
書

交
付

申
請

書
の

う
ち

、
1
件

だ
け

本
人

と
姓

も
住

所
も

異
な

る
代

理
人

に
よ

る
申

訪
が

あ
っ

た
が

、
ど

の
よ
う
に
代
理
権
限
を
確
認
、
し
た
か

、
記

載
の

な
い

も
の

が
あ

っ
た

。

こ
れ

ら
は

、
単

な
る

記
載

漏
れ

と
考

え
ら

れ
る

が
、

マ
イ

ナ
ン

バ
-
ll
jlll
支

が
施

行
さ

れ
、

個
人

情
報

保
護

の

意
識

と
重

要
性

が
一

層
高

ま
っ

て
き

て
い

る
こ

と
か
ら

、
諸

証
明

書
等

の
交

付
に

当
た

っ
て

は
、

よ
り

ー
庖

正

確
か

つ
慎

重
に

対
応

す
る

必
要

が
あ

る
。

歳
入

調
定

簿
兼

収
入

原
簿

、
諸

証
明

書
交

付
申

請
書

、
fiUi

絡
算

定
資

料
等

関
覧
資
事
|

う省
③

手
数

料
の

妥
当

性
に

つ
い

て

住
民
主
主
写
し
交
や
l手

数
料

及
び

印
鑑

登
録

証
明

書
交

付
手

数
料

に
つ

い
て

は
、

戸
籍

手
数

料
令

に
規

定
さ

れ

て
い

た
戸

籍
記

載
事

項
証

明
書

の
手

数
料

と
同

額
に

設
定

し
て

い
た

。

平
成

5
年

1
月

1
日

か
ら

戸
籍

記
載

事
項

証
明

書
の

手
数

料
が

2
0
0
円

か
ら

3
0
0
阿

に
改

定
さ

れ
た

こ
と
に
伴

い
、

住
民

票
写

し
交

付
手

数
料

及
び

印
鑑

登
録

証
明

書
交

付
手

数
料

も
2
0
0
円
か
ら

3
0
0
円

に
改

定
し

た
。

平
成

12
年

に
戸

籍
手

数
料

令
が

廃
止

さ
れ

、
そ

の
内

容
は

「
地

方
公

共
団

体
の

手
数

料
の

標
準

に
関

す
る

政

令
J

(
以
下

「
手
数

料
令

」
と
し

づ
。
)

に
引

き
継

が
れ

た
。

手
数

料
令

で
は

、
現

在
、

戸
籍

記
載

事
項

証
明

書

の
手

数
料

は
3
5
0
円

と
な

っ
て

い
る

が
、

以
下

の
と

お
り

、
証

明
書

発
行

等
に

関
す

る
原

価
相

当
額

は
、
現

在
の

手
数

料
で

回
収

で
き

て
い

る
た

め
、
平

成
5
年

の
改

定
以

来
、
手

数
料

は
改

定
さ

れ
て

お
ら

ず
、
3
0
0
円

の
ま
ま

と
な

っ
て

い
る

。

[意
見

】

住
民

票
写

し
及

び
諸

証
明

書
の

交
付

に
当

た
っ

て
は

、
基

本
的

な
確

認
作

業
が

漏
れ

る
こ

と
の

な
い

よ
う

、
よ

り

一
層

正
確

か
つ

慎
重

に
対

応
す

る
必

要
が
あ

る
。
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外
部

監
査

の
結

果
」

の
各

項
に

記
載

の
と

お
り

、

総
括

1
 
使

用
料

及
び

手
数

料
の

設
定

の
現

状

使
用

料
及

び
手

数
料

の
設

定
方

法
を

区
分

す
れ

ば
、
「第

3

以
下
の

よ
う

に
な

る
。

第
4

ま
た

、
他

の
中

核
市

の
状

況
は

、
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
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類
似

施
設

等
を

参
考

に
決

定

キ
ゴ

山
周

辺
施

設
、
体

育
施

設
、

芸
術

文
化

ホ
ー

ル
、

文
化

施
設

使
用

料
の

設
定

方
法

コ
ス

ト
を

基
に

決
定

近
江

町
交

流
プ

ラ
ザ

、
I
T

ビ
ジ
ネ
ス

プ
ラ

ザ
武

蔵、

駅
前
広

場
(
一

部
不
明
)

(
注
)
観
光
駐
車
場
は
、
不
明

。

表
6
8

原
{il
日中
目

当
額

の
状

況
、

他
の

中
核

市
の

状
況

か
ら

見
て

も
、
住
民
紫
写
し
交
付
手
数
料
及
び
印
鑑
登
録
言
止
明

書
交

付
手

数
料

は
、
妥

当
な

水
準

と
考

え
ら

れ
る

。

金
額

が
異

な
る

住
宅

用
家

屋
証

明
書

交
付

手
数

料
に

つ
い

て
は

、
手

数
料

令
に

定
め

が
な

く
、
金
沢
市
独
自

で
手

数
料

を
設

定
し

て
い

る
。

平
成

9
年

以
降

、
改

定
が

行
わ

れ
て

い
な

い
が

、
手

数
料

の
設

定
方

法
に

つ
い

て
は

、
表

6
6
の

と
お

り
で

あ
る

。

住
宅
用
家
屋
証
明
言
ュ
交
付
手
数
料
に
つ
い
て
は

、
交

付
件

数
が
非
71?

に
少

な
い

た
め

、
他

の
中

核
市

と
の

比

較
は
省
略
し
た
が
、
原
官
IIi
相

当
額

を
現

行
手

数
料

で
回

収
で

き
て

お
り

、
妥

当
な

水
準

と
考

え
ら

れ
る

。

闘争

手
数

料
の

設
定

方
法

コ
ス

ト
を

誌
に

決
定

建
設

発
生

土
受

入
手

数
料

、
建

築
確

認
申

請
手

数
料

、

完
了

検
査

申
請

手
数

料
、

廃
棄

物
処

理
手

数
料

(
埋

立
・

焼
却

処
分

、
家

庭
系

、
処

理
業

許
可

等
)
、
住

民
緊

写
し

交
付

手
数

料
、
諸

証
明

書
交

付
手

数
料

表
69

う省 卦 期bラ

使
用

料
は

、
施

設
ご

と
に

条
例

で
使

用
料

が
定

め
ら

れ
て

い
る

も
の

の
、
使

用
料

設
定

に
際

し
て

統
的

な
基

準
は
な
く

、
コ

ス
ト

を
基

に
決

定
す

る
方

法
と

類
似

施
設

等
を

参
考

に
決

定
す

る
方

法
に

大
別

さ
れ

る
。

コ
ス

ト
を

基
に

使
用

料
の

設
定

を
し

て
い

る
近

江
町

交
流
プ
ラ
ザ
と

1
T

ビ
ジ
ネ
ス

プ
ラ

ザ
武

蔵
で

は
、

コ
ス

ト
の

集
計

範
囲

に
違

い
が

み
ら

れ
る

。

ま
た

、
類

似
施

設
等

を
参

考
に

決
定

し
て

い
る

場
合

で
は

、
一

定
程

度
の

受
援

者
負

担
を

求
め

る
必

要
が

あ
る

が
、
類

似
施

設
等

と
の

比
較

検
誌

が
主

と
な

っ
て

お
り

、
原

則
受

益
者

負
担

と
い

う
考

え
方

が
希

薄
し

て
い

る
。

手
数
料
は

、
コ
ス
ト
を
基
に
設
定
し
て
い
る
が

、
廃
棄
物
処
理
手
数
料

(
~
.
立

・
焼
却
処
分

、
家
庭
系
)
に
つ

い
て

は
、

受
益

者
負

担
の

割
合

を
設

定
し

て
い

る
も

の
の

、
実

際
に

は
そ

の
負

担
割

合
を

F
回

っ
て

い
る

。

こ
れ

ら
の

こ
と

は
、
使

用
料

及
び

手
数

料
が

施
設

の
利

用
等

に
か

か
る

行
政

サ
ー

ビ
ス

の
対

価
と

し
て

、
施

設

の
維

持
管

理
費

等
の

コ
ス

ト
に

充
て

ら
れ

て
は

い
る

が
、
不
足
分
は
市
が
税
金
等
で
有
ti
っ
て
お
り

、
結

果
的

に
市

民
の

負
担

と
な

っ
て

い
る

現
状

に
あ

る
と

言
え

る
。

2
 
使

用
料

及
び

手
数

料
の

設
定

の
方

向
性

上
記

を
踏

ま
え

、
使

用
料

及
び

手
数

料
の

設
定

に
当

た
っ

て
は

、
施

設
の

利
用

等
に

か
か

る
行

政
サ

ー
ビ

ス
に

対
す

る
適
E

な
受

益
者

負
担

を
求

め
る

と
と

も
に

、
行

政
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

者
と

利
用

し
な

い
市

民
と

の
負

担
の

公
平

性
を

確
保

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。

そ
の

た
め

に
は

、
以

下
の

点
に

つ
い

て
検

討
・
実

施
す

る
必

要
が

あ
る

。
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(
1

 )
合

理
的

か
つ

適
正

な
受

話
者

負
担

の
検

討
-
設

定

ま
ず

は
、行

政
コ

ス
ト

を
利

用
者

と
市

が
ど

の
よ

う
な

割
合

で
負

担
し

て
い

る
か

、現
状

を
的

確
に

把
怪

し
、

現
行

の
使

用
料

及
び

手
数
料

の
妥

当
性

を
検

印
す

る
必

要
が

あ
る

。
そ

の
た

め
に

は
、
使

用
料

で
あ

れ
ば

、
施

設
類

型
ご

と
に

統
一

的
な

算
定

基
準

を
設

定
し

、
標

準
金

額
を

算
出

し
た

上
で

、
現

行
使

用
料

と
の

比
t鮫

検
証

を
行

う
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。
受

読
者

負
担

を
原

則
と

し
つ

つ
も

、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
性
等
を
考
庖
、
し
な
が
ら

、

合
理

的
か

つ
適

正
な

受
益

者
負

担
と

な
る

よ
う

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。
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(
2
)

定
期

的
な

検
証

と
記

録

金
沢

市
で

は
3
年

に
一

度
、
使

用
料

及
び

手
数

料
の

見
直

し
を

検
討

す
る

こ
と

に
な

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、

今
後

も
定

期
的

に
検

証
を

行
い

、
そ

の
過

程
を

記
録

に
残

す
必

要
が

あ
る

。

(
3
)

行
政

コ
ス

ト
の

削
減

効
率

的
な

施
設

運
営

等
に

よ
り

、
行

政
コ

ス
ト

を
削

減
し

、
利

用
者

の
負

担
上回

加
と

な
ら

な
い

よ
う

工
夫

す

る
必

要
が

あ
る

。

川 相 周 神 話 相 ( N c - 司 令 ) 恥 迫 = 白
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尚 言

吾 罰 一 一
鴻 4 4

- N C Z  

闘争
(
4
)

市
民

へ
の

説
明

と
理
JW

上
記

事
項

に
つ

い
て

、
条

例
の

制
定

や
予

算
等

を
通

じ
て

公
表

し
、

市
民

に
分

か
り

や
す

く
説

明
す

る
と

と

も
に

、
理

解
を

得
る

必
要

が
あ

る
。
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